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平成20年11月26日（水曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第10号 平成19年度決算の認定について

出席委員（８人）

主 査 十 屋 幸 平

副 主 査 河 野 安 幸

委 員 坂 元 裕 一

委 員 星 原 透

委 員 水 間 篤 典

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長 河 野 富二喜

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 内枦保 博 秋

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

企業立地推進局次長 長 嶺 泰 弘

商工観光労働部副参事 藤 野 秀 策

観 光 推 進 課 長 橋 口 貴 至

みやざきアピール課長 甲 斐 陸 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 青 山 好 文

県立産業技術専門校長 西 盾 夫

労働委員会事務局

事 務 局 長 黒 木 康 年

調 整 審 査 課 長 高 藤 和 洋

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 大 下 香

○十屋主査 ただいまから普通会計決算特別委

員会商工建設分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、先日開催されました主査会について、

御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会説明要領により行います

が、決算事項別の説明は、目の執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものについ

て、また主要施策の成果は、主なものについて

説明があると思いますので、審査に当たりまし

ては、よろしくお願いいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてでありますが、

その場合、主査において他の分科会との時間調

整を行った上で質疑の場を設けることとする旨、

確認されましたので、よろしくお願いいたしま

す。
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それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前10時３分休憩

午前10時３分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について、執行部の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

○黒木労働委員会事務局長 労働委員会事務局

の平成19年度の決算概要について御説明申し上

げます。

決算の内容は、平成19年度決算に関する調書

の144ページから147ページに記載されておりま

すが、説明は、お手元の平成19年度決算特別委

員会資料で行わせていただきます。

資料の１ページをお開きください。（款）労働

費（項）労働委員会費（目）委員会費でござい

ます。一番下の合計欄にありますように、予算

額１億1,974万6,000円、支出済額１億1,895

万2,306円、繰越額はございません。不用額、執

行残でございますが、79万3,694円、執行率99．3％

となっております。

目の執行残が100万円以上のもの及び執行

率90％未満のものはございません。

なお、昨年の全庁調査で判明しました不適正

な事務処理につきましては、当労働委員会事務

局では該当がありません。

次に、労働委員会につきましては、主要施策

の成果に関する報告書への掲載はございません

ので、別途、お手元に配付しております取扱事

件処理状況に基づきまして御説明を申し上げま

す。取扱事件処理状況をごらんください。

まず、１の不当労働行為救済申立事件であり

ます。19年度は、前年からの繰越案件２件と新

規申し立て１件の計３件の審査を行いました。18

年度から繰り越しの２件は、同じ当事者間の事

件でございますが、平成19年12月に命令書を交

付いたしました。次に、新規の１件は、今年度

に繰り越しとなっております。

２の調整事件につきましては、前年度から繰

り越しの１件であります。これは、あっせん申

請に係るものですが、労使双方の考えに隔たり

が大きく、ともに譲歩の姿勢を示さないことか

ら、自主交渉を強く要請して、あっせんは打ち

切りといたしました。

次に、労働者個人の労使紛争に関します３の

個別的労使紛争の相談とあっせんでございます。

相談が11件、あっせん申請が２件ございます。

１件は、使用者があっせんに応じないことから、

不開始といたしました。もう１件は、労使の主

張に隔たりが大きく、打ち切りといたしました。

事件の処理状況は以上のとおりでございます｡

なお、審査意見書の指摘要望事項及び監査に

おける指摘事項はございません。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○十屋主査 執行部の説明が終了いたしました。

これより質疑を行います。委員の皆様、お願い

いたします。

○武井委員 先ほどの処理状況から１点、質疑

させていただきますが、19年度は３の個別労使

紛争の相談及びあっせん事件というところが、

打ち切りと不開始ということで、早々に打ち切

りになっているということなんですが、打ち切

りにせざるを得なかった、協議が進まなかった

理由というのを教えてください。

○高藤調整審査課長 打ち切りになった事件で

ございますが、使用者が、労働者は懲戒解雇事

由に当たるという就業規則違反で適正に解雇し
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たというふうな主張でございました。労働者側

が解雇の撤回を求めたんですが、双方に話をし

ましても、使用者側の解雇を撤回する意思がな

いということでございましたので、打ち切りと

いうことになりました。

○武井委員 どういう業種でどういった―も

う少し中身が見えるような形で教えていただけ

ませんか。

○高藤調整審査課長 業種は医療関係でござい

まして、従業員の方が病院内では不適当な行為

をされたということが懲戒解雇の理由でござい

ます｡

○武井委員 状況はわかったんですが、そういっ

た中でも、使用者側にそういう意思がないとい

う中で、労働委員会としてどういう働きかけを

して、「もうちょっと話し合いに応じましょう」

とか、どういう形でのアプローチというのをさ

れていかれたんでしょうか。

○高藤調整審査課長 まず、労働者の側から相

談というか、労働委員会に解雇の撤回を求めて

のあっせん申請がございまして、労働委員会と

しては、どういうことかということで調査をい

たしました。病院の意向も聞きましたところ、

どういう理由で懲戒解雇になったかということ

がわかっておりますし、そこ辺のことを聞きま

して、事務局で調査した結果、被申請者、要す

るに病院側が、あっせんに応じられないという

ことについては妥協できる点も見出せないとい

うことで、非常に強い意向でございましたので、

打ち切りということで、これは、申請があって

から調整の結果が出るまでは非常に短期間でご

ざいましたけれども、これ以上妥協の余地はな

かろうというあっせん委員の判断でございまし

た。

○武井委員 わかりました。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、以上をもって労働委員

会事務局を終了いたします。執行部の皆様には

御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時13分休憩

午前10時15分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成19年度決算について、部長の

説明を求めます。

○高山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます｡

本日は、商工観光労働部の19年度決算につい

て御説明をいたします。

お手元に決算特別委員会資料をお配りしてお

りますので、その中の１ページをまずお開きい

ただきたいと存じます。これは、新みやざき創

造計画におきます分野別施策のうち、当部に関

するものを体系表にしたものでございます。私

のほうからは、この体系表に従いまして、当部

の主要施策を総括的に御説明させていただきま

す。

まず、「Ⅱくらしの舞台づくり」のうち、「Ⅱ－

３生き生きとした健康・福祉社会づくり」につ

いてでありますが、安心と活力に満ちた長寿社

会づくりに向けまして、高齢者の社会参加の取

り組みを支援・推進したところでございます。

次に、「Ⅲ経済・交流の舞台づくり」のうち、

「Ⅲ－２工業・商業・サービス業などの活性化」

に向けた取り組みであります。まず、戦略的企

業誘致の推進につきましては、４年間で新規企

業立地100社の実現を目指した取り組みを進めて

まいりました。次の新技術・新産業の創出につ
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きましては、産業間の連携や産学官連携による

共同研究などを進めてまいりました。戦略的マー

ケティングの推進につきましては、県産品の販

路拡大やイメージアップを図る取り組みを進め

ております。４つ目の挑戦する中小企業への支

援につきましては、中小企業の経営革新や新た

な事業分野に進出することなどを支援してまい

りました。５つ目の商店街を核とする賑わいの

あるまちづくりにつきましては、意欲ある商業

者の支援や、商店街の活性化を図る取り組みを

進めてきております。

次に、「Ⅲ－３経済交流を支える基盤づくり」

に向けた取り組みでございます。まず、産業人

材の確保・育成につきましては、すぐれた人材

の育成に向けた職業訓練などに努めてきており

ます。また、就労支援と職場環境の整備につき

ましては、若年者への就職支援や、Ｕ・Ｉター

ン促進に向けた取り組みを進めてきております。

「Ⅲ－４活力ある地域づくり」に向けた取り

組みでございます。観光宮崎の再生につきまし

ては、地域の資源を生かした元気な観光地づく

り、「スポーツランドみやざき」の全県的な展開、

効果的な情報発信と快適な受け入れ環境づくり

に取り組んでまいりました。個性を生かした地

域づくりにつきましては、移住を促進するため

の受け入れ体制の整備、情報発信等を行ってま

いりました。

施策体系につきましては、以上でございます。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。平成19年度の歳出の決算状況でございま

す。

まず、一般会計でございますが、予算額の総

計が405億6,204万8,000円、支出済額が404

億9,286万6,967円、不用額6,918万1,033円、執

行率は99.8％となっております。

次に、特別会計につきましては、予算額が11

億111万円、支出済額は11億12万3,643円、不用

額が98万6,357円、執行率は99.9％。

部の合計につきましては、予算額416億6,315

万8,000円、支出済額が415億9,299万610円、不

用額が7,016万7,390円、執行率は99.8％となっ

ております。

次に、資料の最後のほうの25ページをお開き

いただきたいと存じます。25ページからは監査

における指摘事項等の一覧でございます｡このう

ち、指摘事項のみ御説明をいたします。

26ページの（４）補助団体（収入及び支出に

ついて）でございます｡これは、宮崎商工会議所

に係るものでございますけれども、指摘事項で

ございますが、補助対象経費について、人件費

の支出に伴う源泉徴収税等の過徴収などがある

ということで、経理及び決算事務が適切に行わ

れていなかった等の指摘を受けております。

次に、27ページをごらんいただきたいと思い

ます。（７）出資団体（その他）でございますが、

これは、宮崎県産業支援財団に係るものでござ

います。指摘事項は、産業支援財団設備資金事

業補助金について、補助対象外経費を補助対象

経費に算入していたとの指摘を受けております。

（８）公の施設指定管理者についてでございま

すが、これは、神楽酒造株式会社に係るもので

ございます。指摘事項といたしましては、施設

設備の維持及び保全に関する業務について、設

備の法定保守管理業務の一部未実施などの指摘

を受けております。

以上３つの法人に対しましては、指摘を踏ま

えた改善措置をとるよう指摘を徹底したところ

でございます。

また、お手元の平成19年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書におきまし
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て、２件の意見・留意事項をいただいておりま

すけれども、これにつきましては、後ほど、各

事業の詳細とあわせまして関係課長から御説明

いたしますので、よろしくお願いいたします。

なお、昨年の全庁調査で判明しました不適正

な事務処理のうち、平成19年度に係るものは、

商工観光労働部では該当がございません。

私からの説明は以上でございます。よろしく

御審査のほどお願いいたします。

○十屋主査 部長の説明が終了いたしました。

これより２つのグループごとに説明及び質疑

を行いますが、準備のため暫時休憩いたします。

午前10時22分休憩

午前10時24分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

平成19年度決算について、商工政策課、工業

支援課、商業支援課、経営金融課、企業立地推

進局の審査を行いますので、それぞれ説明をお

願いいたします。

なお、委員の質疑は４課１局の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○内枦保商工政策課長 それでは、商工政策課

の平成19年度の決算及び主要施策の成果につき

まして御説明いたします。

まず、決算特別委員会資料の２ページをごら

んください。商工政策課の決算の状況は、予算

額３億4,648万2,000円、支出済額３億4,401

万4,170円、不用額246万7,830円、執行率は99.3％

でございます｡

次の３ページから６ページに商工政策課の明

細が記載してございます。目の執行残が100万円

以上のものはございませんが、執行率が90％未

満のものがございますので、説明いたします。

４ページをごらんください。（目）商業振興費の

執行率が85.9％となっておりますけれども、こ

れは、消耗品などの節約などによりまして、需

用費の執行残が生じたことによるものでござい

ます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成19年度主要施策の成果に関する

報告書をごらんください。説明に入ります前に、

まず、この報告書の記載内容と各課の説明方法

について御説明いたします。具体的に商工政策

課の報告書をごらんいただきながら、御説明い

たします。

青いインデックスの商工政策課、155ページを

お開きください。１、工業・商業・サービス業

などの活性化、４）で挑戦する中小企業への支

援と記載してございますけれども、これは、先

ほど部長が説明いたしました新みやざき創造計

画における分野別施策体系から記載しておりま

す。その下の施策の目標は、同計画の分野別施

策の施策内容を記載しております。その下の施

策推進のための主な事業及び実績は、新みやざ

き創造戦略工程表に記載されている事業など、

各課の主な事業とその実績について記載してご

ざいます。

162ページをお開きください。商業支援課と

なっております。施策の進捗状況という項目が

ございます。これは、新みやざき創造戦略工程

表に目標値が掲げられている施策につきまして、

年度別の数値目標と実績を記載しております。

そのため、該当する指標がない施策については、

施策の進捗状況という項目の記載はございませ

ん。

また155ページにお戻りください。施策の成果

等でございますけれども、各課における施策の

成果等について記載しております。
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以上が報告書の記載内容でございますけれど

も、これからの各課の説明におきましては、施

策推進のための主な事業及び実績というところ

を中心に、主なものにつきまして御説明させて

いただきたいと思います。

それでは、商工政策課の主要施策の成果につ

いて御説明いたします。

経済・交流の舞台づくりの１の４）の挑戦す

る中小企業への支援でございます。施策推進の

ための主な事業及び実績をごらんください。

○改 頑張る企業応援事業でございます。これは、

県内中小企業の競争力の底上げを図るととも

に、県民の県内企業への理解を深めるために、

県内産業の振興や地域経済の活性化に特に寄与

している、いわゆる頑張っている中小企業を表

彰するもので、19年度は、食品加工業者など５

社を知事表彰したところでございます。今後と

も、県内のすぐれた中小企業に対する県民の理

解が深まるように努めていくこととしておりま

す。

商工政策課の主要施策の成果は以上でござい

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書に関しましては、特に報告すべき事項は

ございません。以上でございます。

○森工業支援課長 工業支援課の19年度決算に

ついて御説明いたします。

委員会資料の２ページをお願いいたします。

工業支援課は上から２番目の欄でございます。

一般会計予算額13億7,241万7,000円、支出済額13

億6,730万5,177円、不用額511万1,823円、執行

率につきましては99.6％でございます。

目の不用額が100万円以上のものについてでご

ざいますけれども、７ページをお願いいたしま

す。（目）工鉱業振興費でございますけれど

も、176万7,997円の不用額でございます。不用

額の主な理由といたしましては、産業支援財団

創業支援等事業費補助金でございますけれども、

これなどの減に伴うものでございます。

続きまして、８ページをお願いいたします。

（目）工業試験場費でございますけれども、291

万8,466円の不用額でございます。不用額の主な

理由といたしましては、工業技術センター、食

品開発センターの試験機器の維持費及び運営管

理費の節約等によるものでございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

続きまして、主要施策の成果に関する報告書

でございます｡

工業支援課のインデックスのあります156ペー

ジをお願いいたします。経済・交流の舞台づく

りの１の２）の新技術・新産業の創出について

でございます。主な事業名のところをごらんい

ただきたいと思います。創業・新事業挑戦支援

ファンドでございます。新商品、新技術の開発

や、新たな発想等に基づくサービスの提供を行

うなど、今後の成長性の見込める中小企業に対

しまして、投資による資金面からの支援を行っ

たところでございます。19年度は４件の投資を

行っております。

続きまして、○改 中小企業新分野進出支援でご

ざいます。中小企業の新製品開発等への助成を

目的といたしました中小企業経営基盤強化対策

基金に増資を行いまして、県内中小企業の新分

野進出の取り組みを支援したところでございま

す。19年度は１件の事業採択となっております。

続きまして、新事業創出環境整備補助でござ

います｡中小企業等の新商品の開発・販路拡大の

支援や、産業連携によるビジネスチャンスの創

出など、新事業が生まれやすい環境の整備を図
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るため、県産業支援財団にコーディネーター６

名を配置いたしまして、中小企業の抱えるさま

ざまな課題解決に対応をいたしたところでござ

います。実績といたしましては、910件の相談が

あったほか、情報誌等の発行などを行っており

ます。

次に、157ページをお願いいたします。○改新産

業・新事業創出研究開発推進でございます。み

やざき産業クラスター推進協議会あるいは新産

業創出研究会、これらの産学官の活動を支援す

るとともに、プロジェクトディレクターの配置

や、産学官共同研究グループに対する研究開発

の支援を行い、研究シーズの事業化を促進した

ところでございます。

次に、バイオメディカル新技術産業化展開推

進でございます。地域結集型共同研究事業の成

果といたしまして創出されました新技術の技術

移転を推進するため、県内企業への新技術説明

会や県外の技術展示会への出展、特許出願の支

援を行ったところでございます。

続きまして、知的財産活用支援機能強化でご

ざいます｡これにつきましては、特許等の知的財

産を活用した競争力のある企業を育成するため、

知的財産に関するアドバイザーを産業支援財団

等に配置いたしまして、企業訪問や相談等を行っ

たところでございます。

続きまして、工業技術センター総務管理、次

のページの食品開発センター総務管理でござい

ますが、これにつきましては、工業技術センター

及び食品開発センターの運営管理に要する経費

でございますが、研究員の技術指導力の向上、

あるいは情報誌の発行等を行ったところでござ

います。

同じく158ページの工業技術研究開発でござい

ます｡工業技術センターにおきまして、機能性材

料の開発と応用に関する研究、機械及びエネル

ギーシステムに関する研究など８つのテーマの

研究を行ったほか、企業等からの依頼試験、技

術相談等を実施したところでございます。

次に、食品開発センター研究開発でございま

す。食品開発センターにおいて農林水産物の機

能性に関する研究、あるいは焼酎の品質向上に

関する研究など６つのテーマの研究を行ったほ

か、企業からの依頼試験、技術相談等を実施し

たところでございます。

次に、160ページをお願いいたします。４）の

挑戦する中小企業への支援でございます。東京

フロンティアオフィス支援でございます。県内

中小企業の大きな課題の一つでございます販路

の確保・拡大を図るため、国内最大のマーケッ

トでございます首都圏で、県有施設の一部を改

装したオフィスを低料金で貸与したものでござ

います。

次の下請企業振興でございます。県産業支援

財団を通じまして、県内中小企業へ受発注情報

の提供あるいはあっせん等を行いました。県内

中小企業の取引の円滑化を促進したところでご

ざいます。

次の○新自動車関連産業支援事業でございます。

北部九州で発展しております自動車産業への県

内企業の参入・取引拡大を推進するため、生産

改善指導あるいは取引先開拓等の支援を行った

ところでございます。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

監査委員の決算審査意見書に関しましては、

特に報告すべき事項はございません。

工業支援課につきましては、以上でございま

す。

○工藤商業支援課長 商業支援課の平成19年度

の決算について御説明いたします。
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決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。商業支援課は上から３番目の欄でありま

す。予算額は６億1,774万9,000円、支出済額は

６億1,614万4,127円、不用額は160万4,873円、

執行率は99.7％であります。

なお、商業支援課関係分は９ページから11ペー

ジまでございます。目の執行残が100万円以上の

もの及び目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の商業支援課

のインデックスのところ、161ページをお開きく

ださい。経済・交流の舞台づくり、１、工業・

商業・サービス業などの活性化の３）の戦略的

マーケティングの推進についてであります。主

な事業について、施策推進のための主な事業及

び実績の欄で説明いたします。まず、○改 みやざ

き特産品ＰＲ展開支援です。この事業は、県内

で特産品を製造・販売する業界・団体が一体と

なって取り組む販路開拓への取り組みに対する

助成でございます｡県内５団体が実施した新商品

開発、販路開拓等を支援し、地場産品の振興を

図ったところでございます。

次に、伝統的工芸品振興です。この事業は主

に２つの事業があります。まず、伝統工芸品に

ついて、新たに、事業所１件の指定と伝統工芸

士１名の認定を行いました。もう一つは、工芸

品製作者を対象として、意欲的に取り組んでお

られる方を「みやざきの匠」として、１名表彰

したところであります｡

次に、○改 海外経済交流実践支援です。貿易に

関する実務知識に乏しい中小企業の貿易担当者

向けに貿易実務講座を開催するとともに、中国・

上海で商談会を開催し、県内企業の貿易担当者

のレベル向上、海外取引を実践する企業の増加

を図ったところであります｡

次に、○改 県産品輸出促進です。本県とも地理

的に近く、食品の輸入規制が比較的緩やかな台

湾及び香港で物産フェアを開催し、県産品のＰ

Ｒ、販売等を行うことにより、県産品の輸出を

促進したところであります｡

続きまして、次の162ページをごらんください。

海外交流駐在員設置です。海外交流駐在員を韓

国のソウル、台湾の台北及び中国の上海に設置

しまして、貿易投資に関する情報収集・提供等

を通じて、本県企業の海外活動の支援や、観光・

コンベンションの誘致促進などに努めたところ

であります｡

次に、販路拡大支援プロジェクトです。これ

は、社団法人宮崎県物産振興センターに委託し

まして、全国からバイヤーを招いての商談会や、

高島屋などでの物産展の開催、新宿みやざき館

のアンテナショップを活用した県産品の紹介等

を実施したところであります｡

次に、○改 売れるみやざき県産品開発支援強化

です。これは、県産品の製造・販売をする県内

企業や団体等に対して、流通企業のバイヤーな

どによる商品の評価、指導及びデザインに関す

る指導をしていただきまして、宮崎らしい売れ

る県産品づくりを推進したところであります｡

続きまして、164ページをお開きください。５）

の商店街を核とする賑わいのあるまちづくりに

ついてであります。まず、○改商業ビジネスサポー

トです。これは、新規創業者の発掘・育成など

を図るため、財団法人宮崎県産業支援財団が実

施する新規開業支援セミナーの開催や、経営相

談窓口の設置、商圏情報を提供する事業などに

対して助成し、次代の商業を担う人材の育成に

寄与したところであります。
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次に、元気な商店再生支援です。大型量販店

の出店などにより、大変厳しい状況下にありま

す商店の方々が、経営改善のためのいろんな取

り組みに対しまして、県内の商工会議所等にお

いて意識啓発研修会、小集団研修会、繁盛店育

成支援などを行いまして、意欲ある商店の支援

に寄与したところであります。

次に、地域商業づくり総合支援です。この事

業は、商店街などが市町村と一体となって行う

ハード・ソフト事業に対して助成したものでご

ざいます。平成19年度は、空き店舗を利用した

ギャラリーや街路灯の整備など、８件に対して

助成を行い、便利でにぎわいのある商店街づく

りを推進したところであります。

続きまして、165ページをごらんください。２、

経済・交流を支える基盤づくりの１）の産業人

材の確保・育成についてであります。まず、○改

実務型ＩＴ人材養成です。これは、ＩＴ人材の

育成・確保を図るために、県内ＩＴ企業の在職

者や就職希望者などを対象に、マネジメント講

座、ソフトウエア講座などを開催しまして、技

術者のレベルアップを図ったところであります。

最後に、コールセンター支援です。これは、

コールセンターに必要な人材の確保を図るため、

未就職者等を対象に、コールセンター人材養成

研修を実施いたしました。

商業支援課の平成19年度主要施策の成果の説

明は以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しては、特に報告すべき事項はござい

ません。以上でございます。

○古賀経営金融課長 経営金融課の平成19年度

決算について説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きいただきたいと思います。まず、一般会計

の予算は、332億3,318万9,000円、支出済額は332

億2,758万4,278円、不用額は560万4,722円、執

行率は99.9％となっております。また、特別会

計の予算は、７億7,089万8,000円、支出済額は

７億7,050万9,619円、不用額は38万8,381円、執

行率は99.9％となっております。

12ページをお開きいただきたいと思います。

初めに、一般会計について御説明いたします。

（目）商業振興費で執行残が543万7,255円となっ

ております。主な理由といたしましては、負担

金・補助金の欄でございます。中小企業金融円

滑化補助金の執行残でございます｡

次に、14ページの小規模企業者等設備導入資

金特別会計についてであります。特別会計にお

きましては、執行残が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものはございません。

歳出予算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。お手元の平成19年度宮崎県歳入歳出

決算書の中ほどに特別会計というのがございま

す。特別－１の小規模企業者等設備導入資金特

別会計の歳入合計額は、調定額が28億4,990万429

円、収入済額が25億5,742万3,692円、収入未済

額２億9,247万6,737円となっております。

特別会計の歳入決算は以上でございます。

次に、主要施策の成果について御説明申し上

げます。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、経

営金融課のインデックスのところ、167ページで

ございます。１、工業・商業・サービス業など

の活性化、４）の挑戦する中小企業への支援で

あります。まず、中小企業融資制度貸付金につ

きましては、融資に必要な原資283億8,381

万5,000円を金融機関に預託いたしました。貸付

実績といたしましては、新規融資が2,832件の328
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億809万5,000円で、金額で前年比7.7％の増と

なっております。

次に、中小企業円滑化補助金でございます。

県融資制度利用者の信用保証料の負担軽減を図

るため、信用保証協会に１億2,174万6,000円の

補助を行いました。

次に、信用保証協会損失補償金でございます｡

県融資制度の代位弁済に係る信用保証協会負担

分について、損失補償契約に基づき、協会に5,328

万6,000円の損失補償を行ったところでありま

す｡

次に、みやざき産業創造設備貸与貸付金でご

ざいます。設備貸与事業の原資として４億3,500

万円を事業主体の財団法人宮崎県産業支援財団

に貸し付け、財団は10企業に対し設備を貸与い

たしました。

次に、中小企業団体中央会補助でございます｡

県中小企業団体中央会に対しまして、指導員等

の人件費や組合指導事業への補助を行いました。

次に、168ページをごらんください。小規模事

業経営支援事業費補助でございます。商工会、

商工会議所に対しまして、経営指導員等の人件

費や経営改善普及事業等への補助を行いました。

次に、建設産業等経営支援事業費補助でござ

います。商工会、商工会議所等に対しまして、

建設産業等経営支援協議会及び経営支援チーム

の運営費等への補助を行いました。230件の相談

があり、64件について具体的な対応をとったと

ころであります｡

次に、中小企業経営革新指導についてでござ

います。新商品・新技術の開発など経営革新に

取り組む中小企業者に対し、21件の経営革新計

画の承認をいたしました。これにより19年度末

までの経営革新計画承認件数は、累計で194件と

なっております。

次に、高度化資金貸付金でございます。集積

区域整備事業に取り組んでいる商店街振興組合

に対し、２件の8,207万1,000円を貸し付けまし

た。

次に、小規模企業者等設備導入資金貸付金及

び小規模企業者等設備導入貸与資金貸付金でご

ざいます。県から財団に対し、それぞれ１億5,000

万円と３億円を貸し付け、財団は７件の資金貸

付と５件の設備貸与を行いました。

以上が主要施策の成果でございます｡

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

決算特別委員会資料にお戻りいただき、26ペー

ジをごらんいただきたいと思います。（４）補助

団体（収入及び支出について）であります。宮

崎商工会議所において、補助対象経費について、

経理及び決算事務が適切に行われていなかった、

また、給料、諸手当等に関する規程の改正及び

整備が行われていなかったという指摘事項であ

ります。これにつきましては、内部管理体制の

確立と規程の整備について指導を行い、改善が

なされたところであります｡

次に、27ページをごらんください。（７）出資

団体（その他）であります。宮崎県産業支援財

団において、県産業支援財団設備資金事業補助

金について、補助対象外経費を補助対象経費に

算入していたという指摘であります。指摘のあ

りました補助対象外経費分につきましては、県

へ返還させるとともに、内部チェック体制の整

備について指導を行ったところであります｡

次に、お手元の平成19年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書の34ページ

でございます。２、会計別決算の状況の（１）

小規模企業者等設備導入資金特別会計に関する

審査の意見・留意事項であります。意見・留意
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事項等のうち、貸付金の収入未済額については、

前年度に比べ増加していることから、より一層

の償還促進についての努力が望まれるという意

見でございます。これにつきましては、18年度

末で収入未済額が２億9,116万6,737円あり、19

年度で139万円を回収する一方、新たに270万円

の収入未済が発生したため、差し引き131万円増

の２億9,247万6,737円になりました。収入未済

案件については、大半が貸付実施後30年余を経

過しているため、主債務者、連帯保証人の高齢

化が進んでおりますことや、既に抵当権の実行

等による回収を行っておりますことから、年々

回収が困難になってきておりますが、訪問や電

話等による督促に努めたところであります。独

立行政法人中小企業基盤整備機構の助言・指導

を仰ぐなど、今後とも、債権回収会社の活用等

も図りながら、回収に努めていきたいと考えて

おります。

次に、収入済額から支出済額を差し引いた歳

入歳出差額、いわゆる繰越金が毎年度多額になっ

ていることから、制度見直しも含め、資金の効

果的な活用について具体化が望まれるという意

見であります。これは、19年度末で17億8,691

万4,073円の繰越金となっております。繰越金は、

国の制度事業である小規模企業者等設備導入事

業に係る貸付原資で、近年、資金需要が低迷し、

年々増加傾向にあります。国からは事業の存続

を求められており、今後、資金需要の見込みを

適切に見通しながら、適正な繰越額となるよう

検討を進めているところであります｡

以上が経営金融課でございます。

○矢野企業立地推進局長 企業立地推進局でご

ざいます｡

企業立地推進局の平成19年度決算につきまし

て、まず、決算特別委員会資料の２ページをお

願いいたします。企業立地推進局は、一般会計

予算額は32億1,996万7,000円、支出済額は31

億8,096万4,180円でございます。不用額は3,900

万2,820円、執行率は98.8％でございます｡

目の不用額が100万円以上のものについてでご

ざいますけれども、これにつきましては、19ペー

ジをお開きください。（目）工鉱業振興費でござ

います｡これは、3,900万2,820円の不用額がござ

いますが、主なものとしましては、企業立地促

進補助金でございます。その理由といたしまし

ては、交付対象となります誘致企業の事業展開

におくれが生じたこと等によりまして、平成19

年度中に交付申請がなされなかったために執行

残が生じたものでございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果に関する報告書のほう

に移りたいと思います。報告書のほうをお願い

いたします。企業立地推進局のインデックス

で、178ページになります。経済・交流の舞台づ

くりの１、工業・商業・サービス業などの活性

化の中の１）の戦略的企業誘致の推進について

でございます。施策推進のための主な事業及び

実績をごらんください。企業誘致関連は、主な

事業を４項目掲げておりますが、主なもの２項

目について説明させていただきます。まず、企

業誘致活動でございます。企業情報の収集を強

化するために、東京、大阪、名古屋、福岡に在

住の、幅広い人脈を持った民間出身者の方々11

名を企業誘致アドバイザーとして委嘱しました。

これまでの経験や人脈を活用した企業の投資計

画や経済界の動向など、高度で専門的な情報の

提供をいただきまして、それをもとに、県外事

務所の担当職員が中心となって約600社の企業を

訪問するなど、積極的な誘致活動を展開してき
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たところでございます。また、既存誘致企業の

県内事業所や県外本社等219社を訪問しまして、

事業の状況、行政への意見や要望などの企業ニー

ズの把握に努めますとともに、工場増設など事

業拡大による新規投資を促進するなどのフォ

ローアップ事業に努めたところでございます。

次に、企業立地促進補助であります。操業を

開始し補助金申請のあった誘致企業31社に対し

まして、設備投資額や新規雇用者数に応じまし

て補助金を交付したものでございます。平成19

年度は、このようなさまざまな取り組みを展開

しました結果、22件の企業が立地しまして、1,174

名の最終雇用予定者数を確保したところでござ

います。しかしながら、懸案の細島工業団地に

つきましては、未利用地約80ヘクタールござい

ますが、そこの企業立地の展望は見えてまいり

ましたけれども、宮崎フリーウェイ工業団地に

つきましては、19年度中に１件の立地が実現し

ましたものの、なお27.7ヘクタールの未分譲地

が残っているなどの課題がございます。それと、

現在、国内外の自動車産業や半導体事業等が厳

しい経営状況にありまして、本県の企業誘致も

進出断念や見直しなど、年度当初とは違いまし

て、難しい状況になってきております。今後、

誘致した企業へのフォローアップ事業を、市町

村や県外事務所等と緊密に連携した取り組みを

してまいりたいと思います。また、誘致活動に

つきましても、いろいろ知恵を出しながら取り

組んでいきたいと思っております。

こういうことで、誘致した企業の事業収縮や

退出を防ぐとともに、１件でも多くの立地を実

現して雇用の場の創出・確保に努めてまいりた

いと考えております。

平成19年度の主要施策の成果につきましては

以上でございますけれども、監査委員の決算審

査意見書及び監査報告に関しましては、特に報

告すべき事項はございません。

説明は以上でございます。

○十屋主査 説明が終了いたしました。委員の

皆様から質疑はございませんか。

○河野哲也委員 成果報告の156ページの工業支

援課関係、新事業創出環境整備補助、910件の相

談件数、それと158ページ、工業技術研究開発、

技術相談1,432件、これ、それぞれ圏域別という

か、県北、県央、県南について、大まかでいい

んですけど、わかりますか。

○森工業支援課長 まず、156ページ、新事業創

出環境整備補助に伴います相談件数910件の圏域

別の状況でございますけれども、県央地区

が6 6 . 8％、県北地区が1 5 . 9％、県西地区

が12.3％、県南が4.3％、その他0.7％というふ

うな状況になっております。

それから、工業技術研究開発につきましては、

工業技術センター所長のほうから回答させたい

と思います。

○河野工業技術センター所長 私どものこの技

術相談1,432件につきましては、システムで一応

管理をしておりますけれども、地域別の管理と

いうのは入っておりませんで、数えるとしたら

ゼロから数えないとわからないという状況にご

ざいます。

○河野哲也委員 情報の偏りというか、サテラ

イト的に、例えば県北に期間を決めて相談機関

を移動させて、そういう工夫とかはされている

んでしょうか。

○森工業支援課長 財団で行っております総合

相談窓口、これにつきましては、財団を含めま

して県内８カ所で出張相談窓口をつくりまして

対応しているところでございます。なお、工業

技術関係につきましては、県北のほうに機械技
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術センターがございますので、そちらのほうで

も機械技術関係については相談業務で対応して

いるという状況でございます｡

○河野工業技術センター所長 県北のほうには

機械技術センターがございまして、そこでもい

ろんなサービスを行っております。ただ、県内

全域ということになりますと、当然、私どもの

センターのほうに相談が参ります。それに対応

するということがございますが、そのほかに巡

回訪問ということで、各研究員が県内各地、い

ろんな企業を回っております。以上でございま

す。

○河野哲也委員 162ページ、販路拡大支援プロ

ジェクトということで、商談会が年１というこ

とで、目標もずっと年１なんですけど、そこら

辺の開催回数と19年度の実績というんでしょう

か、契約に結びついたか、もし報告できれば。

○工藤商業支援課長 商談会の開催回数につき

ましては、これは県の予算で開催した回数でご

ざいまして、あと、飛び込みで大きな百貨店と

か量販店からのがあります。それは随時やって

おります。

それから、商談成立件数ですけれども、平成19

年度は、このときに参加企業数が47社ありまし

た。そのうちの33件が商談成立という結果になっ

ております。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○武井委員 まず、工業支援課にお伺いしたい

と思いますが、157ページの新産業・新事業創出

研究開発推進なんですけれども、セミナー等の

開催が５回とかいろいろと書いてあるんですが、

プロジェクトディレクターというのはどういう

方で、どういう役割で、コスト的にはどれぐら

いかかっているか、御説明ください。

○森工業支援課長 プロジェクトディレクター

でございますけれども、新産業・新事業の創出

を促進するということで、こちらに書いてござ

います協議会とか研究会とかいろいろ開催して

おりますけれども、それ以外に、例えば大学の

先生を訪ねていきまして、そして、そこの大学

の持っている特許、そういったものを今度は企

業に紹介する、あるいは企業が悩んでいるよう

な技術について、大学等に相談に行きましてそ

の橋渡しをするといいますか、そういったよう

な役割でございます。現在、このポジションに

つきましては、旭化成出身の新素材の研究開発

に携わっている方を配置しております。コスト

につきましては、予算額は310万円ということで

ございます。

○武井委員 ということは、現職の旭化成の社

員の方だということでよろしいですか。それと

も、もうリタイアされた方だということですか。

○森工業支援課長 退職された方でございます｡

○武井委員 わかりました。

次、また工業支援課にお伺いいたしますが、

東京フロンティアオフィス支援、市ヶ谷のビル

に入っている企業の件なんですが、実際、入居

企業が９企業ということでして、これは以前も

お尋ねしたことがあるんですけれども、実質的

にほとんど使っていない、月に１回来るか来な

いかみたいなものもあったりというような話も

実際にそこに入っている方から聞いたりもする

んですが、そういった意味で、実際の活用状況、

また、枠も決まっているわけですから、有効に

活用されているのかとか、そのあたりの実態の

調査とか把握というのはどの程度されているの

か、伺います。

○森工業支援課長 管理につきましては、これ

は県の東京ビルでございますけれども、そこの

指定管理いただいておりますジャパンプロテク
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ションの方にお願いいたしまして、日常のお世

話はやっております。それから、年に１回、意

見交換会ということですか、そういうことで県

の私どもの担当職員が直接こちらのほうを訪問

いたしまして、各企業ごとにいろいろと意見交

換、状況把握ということをやっておる状況でご

ざいます。場合によりましては、県の東京事務

所がございますので、いろんな行政等の相談と

いうことにつきましては、県の東京事務所にも

対応をお願いしているところでございます。

○武井委員 枠も限られているわけですから、

有効にちゃんと企業が活用しているのか、例え

ば名刺に東京のオフィスの名前を置くというよ

うなことのために実質的には使わないというこ

とになっているのであれば、それは非常にもっ

たいないことですし、実際にここに置いた企業

のその後の活動のサーベイランスといいますか、

ちゃんとそれが有効に活用できているかを

チェックするとか、逆に有効に活用していない

ところには、枠も決まっているわけですから、

退店といいますか、出ていくことを促すとか、

そういったような実際の活用状況の把握、チェッ

クというのはどうされているかということでご

ざいます。

○森工業支援課長 入居期間が一応３年という

ふうに定められております。ですから、まず、

期限が来ればその時点で、それまでの状況がど

うであったかということを把握いたしまして、

また次の方に移っていただくというふうなこと

もやっております。現在、９企業ということで

ございますけれども、この中にはずっと３年間

丸々入っている企業もございますけれども、あ

るいは途中で入れかわって新規に入居した企業

というものもございます。ですから、そういう

活動状況も見ながら、入っていただく方の入れ

かわりをしているという状況でございます。

それから、18年度に入居しました企業では、

既に業績が大分よくなったということで、ここ

を退去いたしまして、別に新たな事務所を設け

た企業がございます。それから、売り上げ関係

でも、東京のほうに事務所を出すということに

よりまして、いろいろと売り上げが上がったと

いうふうな報告も受けているところでございま

す。

○武井委員 わかりました。

工業支援課に最後１点、自動車関連産業支援

のところをお伺いしたいと思うんですが、499

万8,000円、約500万の決算を出しているんです

が、こういった商談会というのは、マッチング

も大事だと思うんですが、商談会は１回しか開

催されなかった。これを２回、３回開催すると

いうのはできなかったのか、伺います。

○森工業支援課長 この１回といいますのは、

事業費に対応した回数でございまして、実際に

は、九州全体で組織しております自動車関連の

連携会議というのがございます。そちらのほう

で九州全体で商談会を開催しておりまして、そ

ちらのほうにも自動車関連産業の本県の企業が

参加をいたしております。名古屋のほうの商談

会が１回、福岡のほうで３回という状況で商談

会を開催しております。

○武井委員 確認ですが、あくまでも、この１

回というのは、宮崎県として主催をしたのが１

回であるというふうな理解でいいですか。

○森工業支援課長 そのとおりでございます｡

○武井委員 引き続き、商業支援課の御質疑を

させていただきます。例の物産館の件なんです

けれども、売り上げが非常に急増しているとい

うところがありまして、ということは当然、物

産振興センターの売り上げというのもかなり出
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ているかと思うんですが、18年度と19年度と比

較して、物産振興センターに対しての、いわゆ

る決算額の中から拠出している負担金・交付金

とかの中にも入っている部分、また物産あっせ

ん所費というのにもあると思うんですが、実際

にそれぞれ総額が18年度と19年度で幾ら変化を

したか、お知らせください。

○工藤商業支援課長 昨年度は予想以上の売り

上げがありましたので、予算額から2,000万円ほ

ど減額しております。平成18年度が１億4,899

万3,000円だったものが、平成19年度、１億1,081

万1,000円というふうなことになっております。

○武井委員 減らしているということはわかっ

たんですが、実際にアンテナショップの売り上

げなどを見ますと、東京の場合が４億が６億に

なった、宮崎の場合が１億4,000万が７億5,000

万になっているということなので、特に宮崎な

どは数倍に変わっているというわけですけれど

も、そういった意味でいくと、売り上げの伸び

に対して2,000万というのは、もうちょっと削減

できたのではないかとも考えられるんですが、

いかがでしょうか。

○工藤商業支援課長 私どもが補助している部

分につきましては、余り収益にならない、要す

るに物産展の開催とか、新商品の開発の指導と

か、そういうふうに公益的な部分に補助してお

りまして、もうかった販売事業のほうには補助

金は出していないんです。ということで、それ

を削ってしまいますと公益的な部分の事業が今

度はできなくなるという関係で、余り削れない

状況にあります。

○武井委員 確かに、目が違っている部分とか

いうのはそのとおりなんですが、逆に、物産振

興センターというのは、あの場所にある、特に

宮崎の場合は県庁の横にあるということで、県

庁に来た観光客の方が大挙して流れていくと。

しかも県の建物の１階にあるということで、公

益性というお話が今、ありましたけれども、存

在自体が非常に公益性の高い、普通の民間のお

土産店とは全く違う位置づけにあると考えられ

るわけです。ましてや、そういった中で、知事

のブームということですから、物産振興センター

ももちろんいろんな努力はしているんですが、

どちらかというと物産振興センターの立場から

見ると、外的要因で売り上げが急増したという

ことも一面事実であるわけですから、つまり、

そういった意味では存在意義、存在価値、また

あの場所も含めて、もうちょっとそういった公

益的な機能も、物産振興センターが少なくとも

これだけ売り上げが上がっているのであれば、

より一層担っていただく形で県費を減らしてい

くことはできないのか。つまり、大部分の方は

県の組織だ、県の施設だと思っているわけです

から、そういった意味では売り上げが上がって

も県の決算として改善しないということはいか

がかなと思うんですが、見解を求めます。

○工藤商業支援課長 私もまさか20年度まで

ブームが続くとは思っていなかったんですけど、

また売り上げ、利益の状況を見まして、今年度

分の補助金については検討する予定としており

ます。ただ、私どもは、この物産振興センター

が、将来的には、県の補助なしに自立して経営

していただくということを構想としては持って

おりまして、できれば内部留保金で自立に向かっ

た計画にお金を使っていただけないかなと思っ

ております。

○武井委員 売り上げが上がって、補助金も若

干減ったんですけれども、あとの部分というの

は今後の自立に向けた内部留保としてあるとい

うことですが、ということは今、物産振興セン
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ターはその留保金を生かして自立のために具体

的に活動を行っているということですか。もし、

そういう事例があるのであればお示しください。

○工藤商業支援課長 今年度ですけど、国のほ

うから補助金をいただきまして、物流の効率化

に努めております。来年度につきましても、今

年度の結果を見まして、店売りばかりでは限度

がありますので、外販のほうをもうちょっと強

化するように研究していくということになって

おります。

○武井委員 わかりました。

○星原委員 商業支援課、162ページ、海外交流

駐在員設置が、早いものでは平成９年から韓国、

平成13年、中国、ずっとこういう予算で行われ

てきていると思うんですが、要するに、企業誘

致なり、あるいは観光客なり、逆に宮崎県の物

産を持っていって向こうで云々とか、いろんな

情報交流していると思うんですが、これまでずっ

と続けてこられて、その成果、あるいは続ける

ことでの宮崎にとっての効果というのをどのよ

うにとらえながら、毎年置かれているかという

のをお聞かせいただけませんか。

○工藤商業支援課長 海外交流駐在員を置いた

目的は、まず観光客誘致の支援をしていただこ

うと、それから輸出入の支援もしていただく、

その他の文化交流関係の支援もしていただくと

いうことでこの事務所は運営されているわけな

んですが、韓国につきましては、観光客誘致が

主でございます。それから、台湾のほうには、

非常勤なんですけど、１名置いておりまして、

こちらのほうは企業の相談のほうが多いと。そ

れから中国の上海につきましては、観光客誘致

のほかに、今、県内の企業の皆さんも中国本土

をターゲットにした取り組みをしておりますの

で、そちらのほうの取り組みが多いということ

で、上海につきましては、ことしはたくあんの

取引が新たに始まっております。台湾につきま

しては、従来どおり、量販店関係の芋菓子とか

のお菓子関係の取引、韓国につきましては、物

産関係はほとんどないんですが、観光客誘致に

実績を上げているところです。

○星原委員 なぜ、こういうことを聞いたかと

いうと、かなり古いところでは10年以上つながっ

て、毎年同じような形でずっと行われてきてい

るんじゃないかなと。駐在員に対して目的を持

たせているのかどうか。観光客というのは別に

観光業者でもいろんなところがあるわけですか

ら、そういうことで目的を持たせて、その辺が

どれだけの成果が上がって、ことしはこういう

ことで目標を県のほうで立てているので、この

目標に向かってこういう方向性でとか、企業の

誘致なら誘致で去年は何社と話ができた、じゃ、

ことしはこれぐらいの数にしようとか、毎年そ

ういう形で織り込みながら、ずっと計画を立て

ながら、予算の使い方がうまく使われているの

かどうかというのが僕らに見えてこないもので

すから、その辺についての考え方というのはど

のようにとらえたらいいんですか。

○工藤商業支援課長 まず、海外事務所の去年

の実績からいきますと、３事務所合わせまして、

アテンド、要するに宮崎の企業とかが行って、

向こうの企業はよく事情がわからないので、一

緒に行って通訳兼でやっていただくという件数

が101件でございました。それから、宮崎のほう

から、人は行かなくて、これを調べてください、

あれを調べてくださいというのが1,085件、それ

から今度は逆に、現地のほうから、これは韓国

が多いんですけど、宮崎の情報が知りたいとい

うような問い合わせ件数が３事務所合わせまし

て1,692件ということで、この３つの内容を合わ
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せました件数は毎年増加しております。今後、

私ども、一番は中国なんですけど、中国のほう

でいろいろと現地の状況とか、物産の状況とか、

農業関係の状況とか、観光客誘致とかいうこと

で、この３つを重点的に回っているようでござ

います｡

○星原委員 多分、全国47都道府県、いろんな

角度で海外戦略というのは練られていると思う

んです。そういう中で宮崎とほかの県とか、あ

るいは今度は逆に、それぞれ韓国とか台湾とか

中国とか目標を定めていく中で、どういうふう

にしていこうと、今、観光客とか商談とかと言

われたのは同じような形なんですが、宮崎との

接点というか、向こうからの部分とこっちから

やる、キャッチボールする部分をどういうふう

にしていくかということを戦略的に今後練って

いかないと、ただ毎年、そういうことを繰り返

しながら、何かをやって情報を得ていますと。

インターネットでも情報はどんどん入ってくる

状態ですから、やっぱり目的を持たせていかな

くちゃいけないのかなと、同じ予算を使うんで

あればですね。そういうものを考えていかない

と、他県に負けてしまうんじゃないかなという

部分もあるものですから、今後、そういうこと

で、設置はいいんですが、目的を達成している

かどうかの判断を―年々進んでいく中で、10

年もたてば相当人的なことも広がってきている

だろうと思うわけです。だから、そういったこ

とを考えてほしいなというふうに思います。

それと、２番目の販路拡大支援プロジェクト、

これも県単で、物産振興センターに委託されて

いるということなんですが、結局、商談会とか

物産展開催、アンテナショップの運営箇所３カ

所でやられたとここには書いてあるだけなんで

す。こういったものも毎年いろいろ考えながら、

そこをうまく生かして、本当に販路が拡大され

て、宮崎県のそれぞれの物産が拡大に年々なっ

てきているのか、委託していれば事業として毎

年予算組んで渡せばそれでいいのか、そうじゃ

ないと思っていますから、そういう成果等を見

ながら、新たにこういうふうにことしはやって

いくという毎年の方向性というのを、販路拡大

の部分でも示されて、その形に沿って商談会と

かいろんな目的がなされていって、こういうこ

とで年々成果が上がってきていますよと、こう

いう課題が出てきたから来年度はこういう課題

に向けて取り組むんだとかという、常にそうい

うものを追いかけながら進まれているのか、事

業としてこういうことでやっていますよという

ことで、何回開きましたよということなのか、

その辺の成果やら、そういう考え方について

ちょっとだけお伺いしたいんですけど。

○工藤商業支援課長 商談会につきましては、

県外のバイヤーさんが宮崎に来てくれなきゃい

けないので、広く呼びかけてやっておりまして、

こちらからどこどこのバイヤーさん来てくださ

いよというのは、向こうの会社のほうの戦略も

ありますので、なかなか難しいんです。ただ、

物産展につきましては、物産展が終わった後に

反省会を開きまして、この点が悪かった、あの

点はよかったということでやりまして、来年度

の物産展について、今年度の反省を踏まえなが

ら、来年度はどうしようというのを今年度中に

一応方向性だけは決めて開催しております。

○星原委員 県だけで進めるのか、市町村と一

緒になって、市町村から相談を受けてやるとか、

宮崎県のものをどうしていくかですから、市町

村との連携のとり方というのはやっているもの

なんですか。

○工藤商業支援課長 物産センターの会員の皆
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様は全県下散らばっておりますので、市町村と

はやっておりません。ただ、出展品については、

余り売れないのをごり押しするわけにはいかな

いので、ほとんど相手のバイヤーの人が、これ

は売れそうだからこれを出展してくださいとい

うふうになっておりまして、なかなか量がない

とか、デザイン的に無理だとかではねられる商

品もあります。

○星原委員 私の考え方とちょっと違うのかな

と思っていまして、その点、理解できないとこ

ろもあるんですが、宮崎県のものをどういうふ

うにしていくかということでは、ある部分では、

市町村でもそれぞれいろんなものを抱えている

わけだから、そういったところとの連携のとり

方も大事じゃないかなというふうに思っていた

ものですから、その辺はどうなのかなと思って

いますので、それは今後どういうふうに考えて

いかれるかでいいと思うんですが。

最後の売れるみやざき県産品開発支援強化と

いうことで、ここも今言われたバイヤー等によ

る商品開発の指導・助言とかいただかれている

と思うんですが、県産品の売れるものに対して

の指導・助言を受けるということでこれはとら

えていいんですか。

○工藤商業支援課長 企業の皆さんがつくった

のを、こういうふうに改善すればもっと売れる

んだがなというような指導でございます｡

○星原委員 確かにそうだと思うんですが、そ

ういう中で、宮崎の特徴を出していくために、

多分、宮崎の企業がつくったものをそういう人

たちにアドバイスを受けて、そして今度は逆に

売っていくという形ですね。ということは、指

導・助言回数９件という書き方をしてあるんで

すが、どういった人が来て、どういった企業の

皆さん方を呼ばれているのか、去年の実績なら

去年の実績ではこういう指導者とか助言者を呼

んで、中身的にはこういう企業がこういったも

のをどう売っていったらいいのかで指導を受け

ましたという具体的なものがあれば、教えてい

ただきたい。

○工藤商業支援課長 ９件というのは９回とい

うことでございまして、アドバイザーの人がバ

イヤーの方、デザイナーの方合わせて６名ほど

お願いしております。その人たちが、一緒じゃ

ないんですけど、随時来ていただきまして、去

年が延べ37企業の商品を持って現地または宮崎

のほうに来ていただきまして、指導を受けてお

ります。業種的には、製造業者も多いんですけ

ど、最近は農産の加工グループの人たちも、パッ

ケージとか味とかがございますので、この人も

積極的に利用してもらっております。

○星原委員 最後にしますが、ここで販路拡大

とか産品の開発の支援事業をされているという

ことなんですね。多分、農商工連携事業なんか

今度スタートしていきますね。そうすると宮崎

県は多分、農林漁業の産物をどう加工して、付

加価値をつけて、どう販売していくかというこ

とがこれからの課題だと思うんですね。ですか

ら、ずっとこれも続けてこられているはずです

から、過去のそういう経験を利用して今後どう

生かすかだと思うんですね。そういう意味で、

やっぱりこれからに向けて今までやってきた実

績が本当に成果が上がっていくためにどうする

か。今度の農商工連携というのは、これからの

宮崎にとってはいい方向のものじゃないかなと

思うんで、このような形で過去にそれぞれ販路

も拡大するためにいろんなところにアンテナを

張っている、あるいは指導もいろんな人にいた

だいている、そういう中にどう結びつけていく

のかなというふうに思っておりますので、その
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辺のところを過去の今言った実績なんかをあわ

せて、農業関係のところとつないでいく。宮崎

のものというのは、鮮度的なものでいけば遠隔

地農業ですから、加工で勝負していくしかない

だろうと思うんです。そういうことになると、

加工産物としてどう売っていくか、あるいは保

存をどうしていくかとか、輸送をどうしていく

かとか、そういうことをうまく組み合わせてい

かなくちゃいけないだろうというふうに思って

います。販路拡大にしても、今後、角度を変え

ていくべきじゃないかなと思っていますから、

過去のものとこれからのものとの課題があれば、

そういったものをもうちょっと掘り下げて研究

して、つなげてほしいなというふうに思ってい

ますので、ぜひ、そういう考え方も入れていた

だければと思います。よろしくお願いしておき

ます。答弁は結構です。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○水間委員 企業立地推進局、総括質疑でもあっ

たんですが、178ページ、例のフリーウェイ工業

団地の問題、１社しか来ていない流れの中で、

いつもこの場で話をするんですけれども、リー

ス方式で云々というような話で、土地を安くす

るために―今後の問題としては、誘致企業219

社を訪問したり、あるいは600社いろいろやられ

ている、その成果というのをどんなふうにとら

えておられますか。

○矢野企業立地推進局長 ここは平成11年度に

分譲開始いたしましたけれども、既に９年たっ

ております。今、２社立地しておりますけれど

も、食材関係と、去年１社、柴田スプリング、

自動車関連のメッキ部品関連が立地しました。

まず、リースにつきましては、ここは県の土地

開発公社の所有になっております。公社が22年

度に清算するという方向で進められております

ので、リースというと、あと１～２年ぐらいし

かございません。その後、もし、県有地にする

ということになった場合には、県がリースとい

う方法も考えられると思います。方法としては

いろんなことも考えられますけれども、リース

につきましては、今すぐにというのは難しいか

なと思っているところでございます。

昨年度は60社の企業をここに紹介したところ

でございます。地元に招いたり、現地視察した

りですね。なかなかここは人が集まりにくいん

じゃないかとかいう話などをよく聞くんですけ

れども、ことしも具体的な話になるんじゃない

かということで、私、千葉県の企業のほうに赴

きまして、これは液晶関連の製造装置の企業だっ

たんですけれども、候補地が２～３カ所に絞ら

れた中の一つでございましたが、本社から遠い

という話で、ここも進出は見送りになりました。

具体的な話は出てくるんですけれども、そうい

うことでなかなか進まない事情にあります。今

後、今、委員がおっしゃったようなリース方式

とかいろいろ考えてみたいとは思いますけれど

も、引き続き、今のところ、企業誘致活動でやっ

ていきたいと思っております。

○水間委員 今、いみじくもおっしゃった、19

年度来県した企業件数60社の国外、関東、関西

とか分かれた場合にはどんな状況ですか。

○矢野企業立地推進局長 一番多くは関東地区

が多くなっています。その次は、九州内で紹介

をしているところでございます。今、御存じか

もしれませんけど、空港ビルの10番スポット搭

乗口のところ、それからＪＲの４駅にポスター

とか紹介をしておりますけれども、そういう努

力はしております。地域的には、地元に近い場

所もしくは関東周辺、関東でも都心部ではなく

て周辺地、埼玉とか群馬とか、その辺まで出か
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けて今やっております。

○水間委員 その中で知事の訪問数、19年度は20

カ所なんでしょうね。実績としては13ですか。

知事が訪問して、そこでの評価、いわば13社の

中で県内に来られた企業というのはありますか。

○矢野企業立地推進局長 知事は県外13カ所、

例えば､今、知事が一生懸命なっている太陽電池

関連の企業とか行っております。県内は旭化成

とか、地元の企業ももう少し大きくなっていた

だきたいということで、訪問しております。フ

リーウェイについても、もちろん一生懸命、セ

ミナーとか企業訪問で売り込みしていただいて

おります。今のところ、フリーウェイはござい

ませんけれども、旭化成につきましては、御存

じのように、細島のほうに今度、ケミカルが進

出したというような実績はございます。以上で

す。

○水間委員 それから、これは数字の問題です

けど、目標値が平成19年、20年、21年、22年、

全部20カ所だけ、あるいは目標値で、来県した

企業数まで60企業、ある意味では逆にここらあ

たりは未知数なわけで、これ以上あったってい

いわけですから、21年、22年まで、知事が20カ

所訪問すればいいというような表現にもとれる

んで、ここらあたりは何か考えていただきたい

なと思います。

それから、経営金融課、168ページですが、商

工団体50団体の補助、この50団体、できたら資

料があれば資料でも御提出いただきたいなと。

50団体、どんなものか説明いただけますか。

○古賀経営金融課長 まず、商工会が39、会議

所が９つございます。それの上部団体として県

連がございます。それを合わせて50ということ

です。

○水間委員 商工会議所も県の補助金が―商

工会は市町村でしょうから、市町村も補助金を

出しているんですね。そこら辺も踏まえて、50

団体の資料をつくっていただけませんか。今、

どんな決算状況にあるのか、補助金が市町村で

どれだけ、県がどれだけという負担割合を、時

間がかかるかもしれませんが、出していただけ

れば思いますが。

○古賀経営金融課長 整理いたしますので、時

間をいただきたいと思います。

○水間委員 では、お願いいたします。

先ほど星原委員から質疑があったんです

が、162ページの海外交流駐在員、このことにつ

いても、駐在員の効果というか、評価というか、

今、韓国３人、台湾１人、中国３人と張りつけ

をしながら、どういう効果が出ているのか、も

う一度お聞かせいただけませんか。ソウルは観

光問題、台湾では企業問題、中国でも観光と。

特に台湾では、今、件数がほかの件数にしてみ

ると少ないというような気もするんです。そこ

らあたりはどうですか。全部県費の駐在員で、

現地の駐在員もこの中に含まれているのか、そ

こも含めて。

○工藤商業支援課長 まず、事務所の国別構成

ですが、韓国は県派遣が１名、現地の方が２名、

台湾は現地で商社に勤めてリタイアされた方が

１名、中国は県からの派遣が１名、現地の人が

２名ということです。

それから、どういう仕事をしているかという

ことなんですが、台湾のほうは、ほとんど宮崎

から行った人と一緒に現地を案内するという仕

事、それから焼酎屋さんの台湾向け焼酎輸出に

係る現地登録商標についての調査とかでござい

ます。韓国は、観光誘致関係が一番多いんです

けど、これは誘致のセールス、それからアシア

ナ航空なんかとの情報交換、それから、貿易投
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資関係につきましては、宮崎杉の利用拡大に向

けた取り組みの確認とか、現地の施設の状況の

把握、それから草の根交流事業関係の連絡調整、

こういうものでございます。上海につきまして

は、観光客の誘致、修学旅行の誘致、宮崎杉の

現地パートナーとの連絡調整、それから、物産

関係につきましては、キーパーソン、人的なつ

ながりを非常に重要視する中国ですので、それ

の発掘及び関係の構築とかの活動をやっており

ます。

○水間委員 もう一つお聞きしますが、貿易商

談会を開かれて、実際、こういうものを貿易と

いうか、やったぞという実績はありますか。

○工藤商業支援課長 上海で平成19年度はやっ

ております。県のほかに、九州一体となったの

をやっておりまして、まず県が実施したのでは、

県の森林組合連合会、これは宮崎杉なんですが、

これの商談が継続でございます。それから、音

響設備の会社も出席したんですが、これも商談

が継続。それから、輸入関係でパイプ車庫、外

食関係の厨房用品の仕入れ、これらの４件が取

引が続いているという状況にあります。それか

ら、九州一体となってやったのでは、漬物屋さ

んが現地のスーパーと取引が開始されておりま

す。

○水間委員 あとは観光推進のほうで聞こうか

と思ったんですが、先ほど、修学旅行の話もさ

れましたが、中国、韓国、台湾あたりの修学旅

行の成果というのは、実績としてはどのくらい

あるんですか。

○工藤商業支援課長 私のところでは人数とか

は把握しておりません。

○水間委員 修学旅行が来ているかどうかだけ

でいいんだけれども。人数まではいいです。

○工藤商業支援課長 上海のほうでセールスを

しておりまして、何件かわかりませんけど、誘

致はしております。

○水間委員 調べてください。また総括のとき

にやります。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○外山委員 ２～３点お願いします。成果とい

うのは、各課がこういった事業を何回開催しま

したとかではなくて、私は具体的成果というこ

とでお伺いしますが、決算年度の県民総生産額

というのは幾らですか。

○森工業支援課長 平成17年の数字でございま

すけれども、県内の総生産３兆5,600億円でござ

います。

○外山委員 商工・観の寄与率、寄与額という

のはどのくらいですか。

○森工業支援課長 申しわけございません。承

知しておりません。

○外山委員 いろいろ具体的に説明があります。

３兆5,600億円に対して、こういった事業を展開

した結果、商工・観の寄与率と寄与額というも

のが具体的にこうなりましたと、そういった説

明をしてもらわないと、さっぱりわかりません。

例えば、県民所得、これはたしか221万ぐらいだっ

たと思うんですが、東京都がその倍強だったと

思います。決算年度で県民所得は幾らですか。

○内枦保商工政策課長 これも17年度の数字し

か持っておりませんけど、今、委員がおっしゃ

いましたように、221万円程度でございます｡

○外山委員 これが19年度では、予定でも結構

ですから、どのくらい商工・観が県民所得向上

に寄与したのかどうか。

○内枦保商工政策課長 数字を持ち合わせてお

りません。

○外山委員 比較をしなければ、具体的成果が

あったとかなかったとかということが言えます
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か。

○森工業支援課長 工業支援関係でございます

けれども、工業品の出荷額というのを全国で統

計をとっております。つい先日、19年の速報値

が出ております。これでいきますと、まず、製

造品の出荷額でございますけれども、今回初め

て１兆4,000億というふうな数字になっておりま

す。たしか18年度が１兆3,300億程度でございま

したので、かなり伸びているということでござ

います。

○外山委員 そういった比較というものを今後

出していただきたい。というのは、恐らく20年

度、21年度の決算、これは実に悲惨な結果にな

ると思いますよ。今の円高、株安、例えば､海外、

台湾とか上海とか言っておられますが、宮崎に

来る人は急減するでしょう。今でもそうなって

いますからね。そういったことを十分踏まえた

上で、個別的に所得の問題、総生産額の問題、

こういうふうな現状の中で、株安、円高という

ものを踏まえた上で、自動車産業にしても、北

九州150万台とか何とか言っていますけど、恐ら

く100万台、これも壊滅的まではいきません

が、30％、40％減となることが簡単に予想でき

ますから、そういったことを踏まえて考えても

らいたい。これは答弁は要りません。

それから、もう一点、19年度決算というのは、

恐らく入札制度で建設業が大変な状況になって、

それを相談されています。たしか230件ぐらい

だったと思いますが、具体的な対応は60数件だっ

たと記憶していますが、30％しか対応されてい

ない。随分対応されていませんね。70％近くは

対応されていないと。この内容、具体的に対応

された分、これを詳細に教えてください。

○古賀経営金融課長 再度御報告申し上げます

と、相談件数が230件、そして具体的対応をとっ

たのが64件ということで、約170件については相

談で終わっていると。具体的には、金融の相談

であったり、もしくは、既に経営者としてはこ

ういう方向に行きたいということがあれば、既

存の事業、例えば専門家を派遣するエキスパー

トバンク事業とか、そういった事業がございま

す。そういったもので対応ができたというもの

でございます。64件については、具体的に専門

家チームを編成して対応をいたしたということ

で、内容的には４つに分類をいたしております。

１つは事業強化、要するに本業を強化するため

にはどういうようなことをやればいいのか、も

しくは新分野に進出したい、そして、残念なが

ら事業を廃止したい、その他というふうに分け

ておりまして、64件中、本業強化をいたしたい

というのが約半分の30件です。新分野進出が、

これもまた半分近くですけれども、29件、そし

て事業廃止が２件、その他が３件というふうに

なっています。例えば事業強化をしたい場合に

ついては、売り上げが減ってきているというこ

とで、同じ建設業の中でもこういった分野を強

化するとか、例えば新分野に行きたいんだけれ

ども、どういう分野に行けばいいんだろうかと

いうことについては、その人の立地条件とか能

力等を考えて、例えば新規出店をしたりとか、

そういった例が挙っているところでございます。

○外山委員 ことしは幸か不幸か台風が来な

かったということで、建設業というのは多分ダ

ブルパンチでしょう。ですから、年末、来春、

また建設業の倒産というものがふえるであろう

ということが予測されますから、本当に緊張感

を持って対応してもらいたいということをお願

いしたいというふうに思います。

もう一点は、先ほど水間委員からも出ていま

したが、20分の13、これは知事が忙しいからリ
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ジェクトしたのか、これはとんでもない話だと

思うんです。成果というのは約半分ですから、

これ、担当課長はどのようにお考えなんですか。

もうちょっと真剣に取り組んでいただきたい。

きょう、ここまで続くかどうかわからなかった

という発言もありましたが、私も実はそう思っ

ていました。その20分の13に終わった原因とい

うものを明らかにしていただきたい。

○矢野企業立地推進局長 知事のセールスにつ

きましては、目標値は初年度、知事のマニフェ

ストに沿って割り振って考えておりますが、こ

れは、知事の行事予定とか、それらを見ながら

実績をつくっていったところでございます。非

常に忙しい方なので、私どもも計画的に進めた

いとは思うんですが、月ごとに何社とかいうよ

うな見通しできない部分がございますので、こ

れは秘書広報課と相談しながら進めているとこ

ろでございます。

○外山委員 ほとんど答弁になっていませんよ。

年度当初にこういった計画立案するのは、秘書

広報課と十分突き合わせをした上でつくられる

わけでしょう。知事が忙しいからというのは理

由にはなりませんよ。

○矢野企業立地推進局長 この点は私ども、よ

く反省しまして、もう少し考えたいと思います。

○外山委員 何とかも反省するわけですか

ら……。ちなみに20年度は何件ですか。

○矢野企業立地推進局長 現在、15回やってお

ります。

○外山委員 20年度は審査対象外ですから、済

みません。今後、企業誘致は宮崎県の最大の課

題だと思うんです。ですから、目標値を30件、40

件に上げて、全国を走り回ってくれと、これは

強力にお願いしたいというふうに思います。以

上です。

○十屋主査 ほか、まだこの４課についてあり

ますでしょうか。

〔「あります」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、暫時休憩いたします。

午後０時６分休憩

午後１時９分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

午前中に引き続き、前半のグループの質疑を

行いたいと思います。質疑はございませんか。

○武井委員 経営金融課、御質疑申し上げます。

去年のいろんな課題として、例えば、信用保証

協会と宮銀でボールの投げ合いみたいなことを

されてというようなことも、いろいろと課題と

して業者の方から伺ったりということもあった

んですが、いろいろと制度の改善がなされてい

るようなんですけれども、中小企業融資制度の

改善等によって、実際の融資の受けやすさみた

いなものがどの程度改善等が図られのか、お伺

いしたいと思います。

○古賀経営金融課長 受けやすさというよりも、

昨年度は21の貸付がございまして、似たような

名前があったりとかいうことで、非常にわかり

にくかったという面がございます。そういった

中でも、冒頭に御報告しましたとおり、前年比

で7.7％の融資実績が伸びたという状況はござい

ますので、今、御質問があったことについては

少しは改善が図られたのかなとは思っておりま

す。

○武井委員 企業立地推進局に移りますが、午

前中からもずっと出ておりましたように、ほか

の県との競争も非常に激しい分野であるといっ

たような中で、具体的な情報発信とか誘致活動

等についていろいろと書いてあるんですが、戦

略的に、例えば他県の取り組みの研究であると
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か、つまり、長期的な、戦略的に企業誘致にど

ういうふうに取り組むかとか、そういったよう

なことについては何か取り組みの研究みたいな

ものがあったのか、お伺いします。

○矢野企業立地推進局長 具体的に研究という

ようなことでチームをつくってということはあ

りませんけれども、特徴とか、そういうのは調

べております。例えば大阪府のように、地元の

企業が増設とかする場合は、県外から企業が立

地するよりも1.5倍ぐらい優遇措置、補助金等が

高いとか、そういうのがあります。ですから、

戦略的には、どういう取り組みかというと、私

ども、ほかの県の補助金等の額とか団地の状況

は調べて、本県と比較したりしてはおります。

その程度はやっておりますけれども、戦略的な

意味といえば、本県の特徴をどうやって生かし

ていくか、どういう課題があるかという整理を

まず、しなくちゃいけないと思っております。

企業誘致というと、いわゆる営業活動に目が

行きがちでございますけれども、まず、受け入

れ体制をしっかりつくらないかんということで、

人材育成とか確保の問題、工業団地をどうやっ

て確保しておくか、市町村の取り組みとか熱意

をどうやって示せるか、県も含めてでございま

すけれども、そういう受け入れ体制をまず、や

らないかん。営業活動につきましては、今、県

外事務所と、それからコーディネーター５名を

配置して誘致活動をしておりますけれども、こ

ういうところとの連携をうまくやる方法とか、

まずはそういうところに取り組んでいるところ

でございます。

○武井委員 その件なんですけれども、179ペー

ジに誘致件数と最終雇用予定者数がありまして、

これについては、総括質疑でも今の雇用、どれ

ぐらいいっているかという御質問を申し上げた

んですが、この誘致件数の中で19年、18年、17

年とずっとあるんですけれども、この中で撤退

をしたとか、廃業をしたとか、そういったとこ

ろがあるのかどうか。あるのであれば、それが

何件か、また、そこに付随していた予定者数と

いうのはどれぐらいあるのか、お聞かせくださ

い。

○矢野企業立地推進局長 36年からの統計の中

できょうまでの間ですけれども、534社誘致して

おります。その中で操業中が339社で63.5％。ち

なみに、閉鎖した件数が昨年は５件、今年度は

４件になっております。

○武井委員 そういったものの中で、これが何

十年もあるところであれば、一定の補助金を出

しても、一定の成果を出して、企業業績ですか

らやむを得ないところもあるんですが、短い期

間のところで、例えば固定資産税の減免とかい

ろいろ措置を行っている間に廃業をしたり閉鎖

をしたりということになりますと、県としては、

どちらかというと実がなる前に枯れちゃったみ

たいなところがあるわけなんですが、例えば５

年以内とか、短期間でそういうことに至った、

ないしは補助等を推進して準備していたにもか

かわらず、締結後、操業に至らなかったという

ようなケースがあれば、お聞かせください。

○矢野企業立地推進局長 未操業という意味で、

調印式はしたけれども、操業までに至っていな

い、これは工場ができたりとかいろいろ準備が

あるわけですけれども、昨年度の19年度の５件

のうち、短期間で終わったものは４年５カ月と

４年７カ月、その他３つは８年、16年、23年続

いております。短いものについては、ソフト関

連の企業が多いんですが、こちらに仕事が少な

いというような問題とかがあります。それと、

やはり市場の変動というのを読み切れないとか
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いうのがございます。

○武井委員 今、県のほうもコールセンター事

業とか、今までのような製造業、いわゆる工場

以外のものにもいろいろと力を入れておられる。

それは非常にいいと思うんですが、逆に言うと、

そういったものというのは結構出ようと思えば、

ハード整備を工場ほどするわけではないわけで

すから、出ていくリスクというのも、逆にハー

ド整備をしない分、高い部分があるのかなと。

そのあたりはまた、しっかり対策をしていただ

かなければいけないと思っております。

最後に１点ですが、国富町の日立プラズマディ

スプレイの工場の関係なんですけれども、これ

は、ことしに入っている部分も若干あるかと思

うんですが、工場のほうを縮小してきたという

ような形の状況があるということで、現場あた

りでは非常に不安視している向きも多いんです

が、その辺の経緯等についてお聞かせいただき

たいんですが。

○矢野企業立地推進局長 日立プラズマにつき

ましては、富士通時代から半導体とかディスプ

レイパネルをつくって、今、日立の資本になっ

ておりますけれども、来年３月まででプラズマ

のパネル製作を終了するというお話を聞いてお

ります。雇用につきましては、現在の雇用、正

社員約1,000名おりますけれども、この方々につ

いては、維持していく努力をするということで

聞いております。これにつきましては、知事、

商工観光労働部長、日立製作所の本社のほうに

赴きまして、よろしくお願いしますというよう

なお話をしております。今後のことについてで

すが、今はっきりしているのは、パネルにくっ

つけます画像が映るモジュール生産をこちらで

やるという話は聞いております。そのほかにつ

きましては、今、日立グループ内の事業を持っ

てこようということで努力をされていると聞い

ております。

○武井委員 正社員の方の対応というのはわか

るんですが、一般論としてお聞きしますが、派

遣社員の方のフォローみたいなものについては、

どのような手当てをされているのか。工場が閉

まれば当然切られるわけですけれども、そのあ

たりの対応というのはあるのかどうか。

○矢野企業立地推進局長 日立プラズマにつき

ましては、1,000名の正社員、約400名の派遣社

員がおられると聞いております。派遣社員につ

きましては、順次、派遣元にお返しするという

ようなお話を聞いております。その後の処遇に

つきましては、私どもは聞いておりませんけれ

ども、この派遣社員の皆さんが派遣元に返され

た後、新たな職場が当然必要でございますので、

それについては、私ども企業立地推進局として

は、誘致を拡大していくしか、今のところ、手

としては考えておりません。

○十屋主査 それでは、以上をもって前半のグ

ループの審査を終了いたします。執行部の皆様

には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時22分休憩

午後１時24分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成19年度決算について、労働政

策課及び観光交流推進局の観光推進課、みやざ

きアピール課の審査を行いますので、それぞれ

説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は３課の説明がすべて終了

した後にお願いいたします。

○押川労働政策課長 労働政策課の平成19年度

決算について御説明申し上げます。
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決算特別委員会資料の２ページをお開きいた

だきたいと思います。労働政策課は上から５段

目の欄でございます｡一般会計予算額は９

億3,763万5,000円でございます。これに対しま

して支出済額は９億2,765万7,417円、不用額

は997万7,583円で、執行率は98.9％でございま

す｡

目の執行残が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。15

ページをお開きいただきたいと存じます。（目）

労政総務費でございます｡不用額が325万2,458円

となっております。その主な理由でございます

が、下から４段目の（節）委託料の不用額85

万2,663円につきまして、若年者に対し基礎的な

ビジネスマナーの習得を図るための講座を開催

いたしました。若者ビジネスマナー基礎講座開

催事業等におきまして執行残が生じたものでご

ざいます｡

次に、16ページをお開きいただきたいと思い

ます。（目）労働教育費でございます｡不用額が

109万1,885円、執行率が81.7％となっておりま

す。その主な理由でございますが、（節）報償費

の不用額51万9,000円につきまして、労務管理の

改善等に係る相談、また指導を行うために、労

働施策アドバイザーを事業所に派遣しておりま

す。労働指導相談事業等におきまして執行残が

生じたものでございます｡

次に、17ページをお開きいただきたいと存じ

ます。（目）職業訓練校費でございます｡不用額

が492万9,759円となっております。その主な理

由でございますが、まず、次の18ページ、報償

費の不用額101万2,712円ですが、委託訓練に係

る訓練手当が見込みを下回ったこと等により生

じた執行残でございます｡

次に、委託料の不用額127万2,837円につきま

して、離転職者等に対する委託訓練事業費が見

込みを下回ったこと等により生じた執行残でご

ざいます｡

以上が労働政策課の19年度決算でございます｡

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の労働政策課

のインデックスのところ、171ページをお開きい

ただきたいと存じます。まず、１）の安心と活

力に満ちた長寿社会づくりについてであります。

主な事業について、施策推進のための主な事業

及び実績欄で説明をいたします。シルバー人材

センター支援でございますが、高年齢者に就業

の機会を提供し、社会参加の取り組みを促進す

るため、県内全域で事業の周知・啓発等を行っ

ているシルバー人材センター連合会の運営補助

を行ったところでございます。

次に、172ページをお開きいただきたいと思い

ます。１）の産業人材の確保・育成についてで

ございます。主な事業について説明いたします。

技能向上対策についてですが、小中学生を対象

とした技能体験学習や親子技能体験講座、高校

生を対象にしたものづくりインターンシップを

行いまして、ものづくり体験を通じて、次代を

担う小中高校生の勤労観や職業観の醸成を図っ

たところでございます。また、一般県民を対象

とした「みやざき技ｋｎｏｗ（能）フェア」を

開催しまして、多くの方に板金や印章彫刻など

各種の技能を体験してもらうことにより、技能

や技能士に対する認識の高揚に努めたところで

あります。

次に、173ページをごらんください。県立産業

技術専門校につきましては、平成15年４月の開

校以来、平成19年度は修了生89名を送り出した

ところでありますが、18年度に引き続き、就職



- 27 -

希望者のほぼ全員が希望どおりの就職をいたし

ております。また、委託訓練につきましては、

離転職者や母子家庭の母等を対象とした訓練

コースを設け、パソコン事務等の訓練を実施し、

早期の就職に努めたところでございます。

次に、174ページをお開きください。２）の就

労支援と職場環境の整備についてでありますが、

主な事業について、175ページをごらんいただき

たいと思います。Ｕターン対策と県内就職説明

会開催でございますが、求職者と県内企業の出

会いの場としまして、東京、大阪、福岡の県外

３会場及び県内６地区で合計９回の就職説明会

を開催しまして、県内での就職促進を図ったと

ころであります｡

次に、就職相談支援センター設置についてで

あります。就職活動に悩む若年者の就職支援に

つきましては、平成17年度に宮崎市に「ヤング

ＪＯＢサポートみやざき」を開設しまして、個

別カウンセリングやセミナーの開催、就職情報

の提供等を行っております。

19年度は、これに加えまして、○改 ヤングＪＯ

Ｂサポートみやざき機能強化において、延岡サ

テライトを設置し、県北地域における若年者の

就労支援の強化を図ったところでございます。

これらの事業によりまして、19年度は延べ1,666

人の相談者があり、145人の就職が決定したとこ

ろであります。

次に、176ページをお開きください。労働福祉

ですが、労働金庫に貸付金の預託を行うことに

より、中小企業の労働者を対象とした低利の融

資を実施いたしました。19年度は教育資金25件、

一般生活資金40件の貸付を行ったところであり

ます｡

以上で主要施策の成果についての説明を終わ

りたいと思います。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。以上でござ

います。

○橋口観光推進課長 観光推進課の平成19年度

歳出決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きいた

だきたいと思います。当課では一般会計と特別

会計がございます。まず、一般会計でございま

すけれども、観光推進課の欄でございますが、

一般会計予算額は７億5,717万3,000円、支出済

額７億5,364万9,424円、不用額は352万3,576円、

執行率は99.5％でございます。また、特別会計

でございますが、えびの高原スポーツレクリエー

ション施設特別会計と県営国民宿舎特別会計の

合計の金額となっておりますが、予算額３

億3,021万2,000円、支出済額３億2,961万4,024

円、不用額59万7,976円、執行率は99.8％となっ

ております。

それでは、20ページをお開きいただきたいと

思います。初めに、一般会計について御説明申

し上げます。（目）観光費についてでございます。

目の不用額は352万3,576円でございますが、そ

の主なものは、（節）負担金・補助及び交付金の

不用額167万4,510円でございまして、これは、

市町村の有しますスポーツ施設の改修等を支援

いたしておりますスポーツランドみやざき全県

展開推進事業補助金の補助対象としていた事業

費が、入札により減額となったことに伴う執行

残などによるものでございます。

また、21ページから22ページにかけまして、

えびの高原スポーツレクリエーション施設特別

会計及び県営国民宿舎特別会計分の表を掲げて

おりますけれども、目の執行残が100万円以上の

もの及び執行率が90％未満のものはございませ

ん。
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歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。お手元の平成19年度宮崎県歳入歳出

決算書の後ろのほうに特別会計の分がございま

す。特別会計の６ページでございます。えびの

高原スポーツレクリエーション施設特別会計で

ございます。歳入合計の欄をごらんいただきた

いと思いますが、予算現額422万円、調定額422

万528円、収入済額422万528円となっておりまし

て、収入未済額はございません。

次に、特別会計の８ページをお開きいただき

たいと思います。県営国民宿舎特別会計でござ

います｡歳入合計の欄をごらんいただきたいと思

いますが、予算現額３億2,599万2,000円、調定

額３億2,647万3,987円、収入済額３億2,647

万3,987円となっておりまして、収入未済額はご

ざいません。

特別会計の歳入決算につきましては、以上で

ございます｡

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の観

光推進課のインデックスのところ、180ページで

ございます。経済・交流の舞台づくりの３の１）

の（１）地域の資源を生かした元気な観光地づ

くりについてでございます。主な事業につきま

して、施策推進のための主な事業及び実績欄で

御説明いたします。○新 宮崎観光塾につきまして

は、観光地づくりに志を持った人を県内から一

般公募いたしまして、観光地づくりを担う地域

リーダーとしての人材育成を図ったところでご

ざいます。

次に、新「ふるさとツーリズムの国みやざき」

づくりでございますが、グリーンツーリズムを

核としたふるさとツーリズムを推進いたします

ために、受け入れ地域の人材育成を行いますと

ともに、モニターツアーの支援等を行ったとこ

ろでございます。

次に、181ページから182ページには、（２）の

「スポーツランドみやざき」の全県的な展開と

いうことでまとめておりますが、182ページをお

開きいただきたいと思います。マリンスポーツ

パラダイスみやざき推進につきましては、マリ

ンスポーツを新たな観光資源とするために、青

島サーフィンセンターの設立支援を行うなど、

各地域においての受け入れ体制の充実を図った

ところでございます。

スポーツランドみやざき全県展開推進につき

ましては、市町村の有しますスポーツ施設の効

果的な改修等を支援いたしまして、スポーツキャ

ンプや合宿の定着化、新規誘致のための受け入

れ体制の整備を図ったところでございます。

次に、183ページをごらんいただきたいと思い

ますが、（３）の効果的な情報発信と快適な受け

入れ環境づくりについてでございます。○新 長期

滞在型観光促進につきましては、滞在メニュー

の企画開発及びモニターツアーの実施などを行

いまして、地域における受け入れ環境づくりを

推進したところでございます。

次に、「国際リゾートみやざき」誘客活性化に

つきましては、テレビ、新聞、雑誌などのマス

メディアを活用してのＰＲ展開、観光キャンペー

ンの実施、旅行会社等へのセールスなどを通じ

まして、国内外からの観光客誘致に努めたとこ

ろでございます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上でございます。

次に、監査における指摘事項等についてでご

ざいます｡

決算特別委員会資料の27ページをごらんいた
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だきたいと思います。（８）公の施設指定管理者

に関しまして、施設設備の維持及び保全に関す

る業務について、設備の法定保守管理業務の一

部未実施、保守点検の指摘事項への対応の遅延

及び維持管理業務日誌の未作成が見られたとい

う指摘をいただいております。これらの指摘に

対しましては、施設設備の管理体制を整えます

とともに、点検時の指摘事項についての速やか

な対応等について指導を行いまして、改善がな

されたところでございます。

次に、平成19年度宮崎県歳入歳出決算及び基

金運用状況審査意見書の41ページをお開きいた

だきたいと思います。（８）県営国民宿舎特別会

計に関する審査の意見・留意事項等についてで

ございます。「現在、県営国民宿舎は指定管理者

に運営を行わせているが、各国民宿舎の経営収

支は、宿泊者数の増加により高千穂荘で利益を

計上したものの、えびの高原荘においては、昨

年度に引き続き、損失を計上した。このため、

利用者の確保や適正な管理運営等について、指

定管理者と十分連携をとりながら、より効率的

かつ安定的な施設の管理・運営を行うことが望

まれる」との意見をいただいておりますが、こ

れまでも経営改善については指導を行ってきて

いるところでございますが、引き続き、指定管

理者と十分連携をとりながら、より一層の利用

者確保に努めまして、効率的かつ安定的な施設

の運営管理を図っていきたいと考えております。

意見書につきましては以上でございます。

観光推進課からの説明は以上でございます。

○甲斐みやざきアピール課長 みやざきアピー

ル課の平成19年度歳出決算について御説明いた

します。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。みやざきアピール課は、一般会計の上か

ら８番目の欄であります。一般会計予算額

は7,743万6,000円、支出済額は7,554万8,194円、

不用額は188万7,806円、執行率は97.6％であり

ます。

次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。24ページをお開きくださ

い。（目）観光費におきまして、執行残が120

万5,033円となっております。これは、元気、感

動みやざき観光地づくり事業における市町村補

助金の執行残や、観光案内板移設工事の入札残

などによるものでございます｡

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

歳出予算の説明は以上でございます｡

次に、主要施策の成果について御説明申し上

げます。

お手元の平成19年度主要施策の成果に関する

報告書の185ページをお開きください。３、活力

ある地域づくりの１）の（１）地域の資源を生

かした元気な観光地づくりについてであります。

主な事業について、施策推進のための主な事業

及び実績欄で説明いたします。元気、感動みや

ざき観光地づくりにおきましては､地域資源を活

用した魅力ある観光地づくりを目的に、５市町

村に対し観光地づくりプランの策定や、プラン

に基づくハード・ソフト事業に補助を行ったと

ころでございます。

それから、○改 「癒しと健康の森業」創出促進

につきましては、森林のいやし機能を活用した

都市と山村の交流促進による山村振興を図るこ

とを目的に、研究委員会の開催や、人材の育成

のための研修実施、森林セラピー基地に認定さ

れている日之影町と綾町におけるモデル的な実

践活動に対する支援を行ったところでございま

す。
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次に、186ページをお開きください。（３）効

果的な情報発信と快適な受け入れ環境づくりに

ついてであります。○改 みやざきＰＲネットワー

ク強化につきましては、本県ゆかりの県外在住

の著名人等を「みやざき大使」として委嘱する

とともに、本県に親しみを持ち、自主的にＰＲ

をしてくださる方を募集しまして、「みやざき応

援隊」として認定することで、これらの人的資

源を活用した情報発信の強化に努めたところで

あります｡

次に、187ページをごらんください。２）の個

性を生かした地域づくりについてであります。○新

「宮崎に来んね、住まんね、お試し」につきま

しては、本県への移住等の促進を図るため、情

報サイトの充実等により、情報発信力を強化し

たほか、市町村の取り組みに対する支援や、相

談窓口担当者への研修を行ったところでありま

す｡

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

みやざきアピール課は以上でございます｡

○十屋主査 説明が終了しました。委員の皆様

から質疑はございませんか。

○水間委員 みやざきアピール課、186ページで

すが、「みやざき大使」の主な人というのはどん

な人ですか。

○甲斐みやざきアピール課長 大使は知事から

委嘱をしていただく方ですけれども、各界で活

躍される方、それから、例えば宮崎に支店長等

で御在勤された方、そういった方々を中心にお

願いをしております。

○水間委員 重立った人はどんな方がおられま

すか。名前は挙げられませんか。

○甲斐みやざきアピール課長 一番最初に委嘱

をした方は柔道家の井上康生さんでございます

けれども、つい最近では、ことしですけれども、

リュウ・シオンさんとか、そういう著名人の方、

あるいは宮崎に支店長として勤務をされていた

方、野球選手とか、発信力のある方等にお願い

をしております。

○水間委員 そのことで情報発信力が強化され

たということで、応援隊の認定、交流会の開催

―交流会だけですか。

○甲斐みやざきアピール課長 大使の方々への

事業としましては、交流会も開催しております

けれども、定期的にいろんな宮崎の情報誌を送

りまして、そして、それに基づきましてＰＲを

していただくというようなことを目的にしてお

ります。

○水間委員 ＰＲをしていただいたことで効果

があったなという事例はありますか。

○甲斐みやざきアピール課長 私、例えば、福

岡におりまして、福岡にも大使の方とかたくさ

んいらっしゃるわけでございますけれども、そ

の人たちにお会いしたり活動を見ておりますと、

私どものほうでお配りしています名刺をしょっ

ちゅう持っておられまして、いろんなところで

その名刺を渡しながら宮崎の話をしていただき

ましたり、あるいは個人的な旅行とか同窓会と

か、そういったところも宮崎を選んでいただい

たり、それから、知っている方にさらに宮崎を

紹介し、あるいは応援隊になっていただくよう

な勧誘をしていただいたり、そういうできる範

囲でのいろんなことをしていただいていると認

識をしております。

○水間委員 次に、元気、感動みやざき観光地

づくりですが、５市町村ということでした。18

年度からすると倍以上予算がついているんです
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が、この観光地づくりの計画を策定したところ、

その取り組みに対して補助をしたんですが、そ

の成果というか、実績はどのような状況ですか。

○甲斐みやざきアピール課長 この事業は、18

年度から３年をめどに実施しておりまして、単

なるイベントとか、ハードの整備に補助金を出

すということではなくて、最初にプランを策定

していただきまして、それに基づいて、補助金

を使ってプランの一部を実施していただくわけ

ですけれども、例えば宮崎市は、今、青島の観

光開発が話題になっていますけれども、それに

関する青島地域活性化基本計画の策定、あるい

はこれに基づくイベント、そういったものを補

助しておりますし、それから、つい最近、細島

にできました海の駅、それもまずプランを策定

しまして、そして私どもの事業で今年度に完成

をしたというようなものでございます。ほかに

も、都城・関之尾の滝の近辺整備とか、綾、高

千穂、そういったところにも同じような趣旨で

支援をしております。

○水間委員 次に、183ページの観光推進課です

が、○新長期滞在型観光促進（県単事業）ですが、

説明もあったと思うんですけれども、モニター

ツアーの実施、これが３地区58名ということで

すか。もう一回御説明いただけませんか。

○橋口観光推進課長 これは、これからの滞在

型観光というのを本県でも進めていこうという

ふうなことで新規事業として実施しているわけ

ですけれども、モニターツアーにつきましては、

宮崎市、綾町、五ヶ瀬・高千穂圏域、この３つ

の地域で実施をいたしておりまして、県外在住

者を対象に、全部で58名の方々が参加していた

だいているということでございます｡

○水間委員 「国際リゾートみやざき」誘客活

性化について、修学旅行対策ということで出て

いますが、その修学旅行対策について、実はこ

の前、観議連の総会があったんですが、熊本、

鹿児島に比べて、宮崎県の修学旅行の数が非常

に少ない現状があったんですけど、あえて修学

旅行対策がここに出ているんですが、どのよう

にこの修学旅行対策をお考えですか。

○橋口観光推進課長 この間の観光議員連盟の

九州３県での会合でもいろいろと御議論いただ

きましたけれども、修学旅行対策、本県にとっ

ては今、非常に厳しい現状にございまして、そ

ういったことを何とか打破していくようなきっ

かけをつくっていきたいというふうなことで考

えておるわけですけれども、19年度に取り組み

ました事業といたしましては、九州観光推進機

構、南九州３県一緒になりました修学旅行のセー

ルス活動、これを首都圏、関西圏それぞれ２回

ほど実施をいたしておるところでございます。

国内での修学旅行者、19年度の実績宿泊者はい

まだ3,954人ということになっておりますけれど

も、南九州３県と機構と一緒になって、そういっ

たことを中心に取り組みをしているところでご

ざいます。

○水間委員 次に、マリンスポーツパラダイス

みやざき推進、青島サーフィンセンター設立を

支援されたわけですが、実績について、どうい

う状況なのか。

○橋口観光推進課長 昨年の６月１日から本県

でもサーフィンを練習できる、そういう訓練の

センターがほしいというふうなことがございま

して、青島観光６社会という６つのホテル等が

主催しまして、サーフィンセンターの設立をや

ろうというふうなことになりまして、県として

その設立に向けての支援を行ったところでござ

います。初期開設費用の一部を宮崎市と合同で

負担し合ったわけですけれども、こういったこ
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とでサーフィンセンターができまして、当初、

６社会では1,000人を目標というふうなことで取

り組んだわけですけれども、実績としてはそれ

を大幅に上回る1,402名というふうなことで、効

果が上がっているんではないかなというふうに

考えているところでございます。

○水間委員 最後に、労働政策課、シルバー人

材センターの連合会に対する支援ですが、年々

高齢化は進みながらも会員が少なくなっている

現状というのは、どういうことが理由なんです

か。

○金丸地域雇用対策監 171ページの下のほう

に15年度から掲げておりますけれども、シルバー

人材センターは、法によりまして、１市町村に

つき１つとなっております。この間、減少が見

られる大きな原因は、市町村合併で、特に町村

部において、会員の整理と言ったら申しわけな

いんですが、名前だけ登録していて活動実績が

なかった人たちを落としていったというような

ことをやっておりまして、それで減ってきてい

るというのが一番大きな理由だというふうに聞

いております。

○水間委員 18年度の予算が1,900万ありなが

ら、今度、1,000万落として900万、ここらあた

りは何か理由があったんですか。

○金丸地域雇用対策監 18年度の1,900万の中に

は、18年度の事業といたしまして、先ほど申し

上げましたように、１市町村に１つですから、

合併に伴ってシルバー人材センターも１つにし

てもらわなきゃいけないということで、そのた

めの経費を補助した部分がございます。経常費

につきましては、シーリングもありまして２割

はカットしておりますけれども、そういった事

情で落ちたということでございます。

○水間委員 みやざきアピール課や観光推進課

で先ほど聞きました、宮崎、都城など５市町村

に対する観光地づくりのプランの問題、あるい

はモニターツアーの３地区の流れ、このほかの

地区については、いわば限定して５市町村、あ

るいは３地区、観光客が今、寄っているところ

に対する一つの助成のあり方なんですが、その

ほかの地区についてはどんなふうにお考えです

か。

○甲斐みやざきアピール課長 みやざきアピー

ル課の事業といたしましては、まず、元気、感

動みやざきは、各市町村募集しまして、この５

市町が手を挙げたということでございますけれ

ども、みやざきアピール課は、それ以外に、例

えば森林セラピー、日南海岸の活性化とか、そ

ういった事業でいろんな地域をある程度カバー

しております。

○橋口観光推進課長 一般的なことになるわけ

ですけれども、私どものほうの事業で実施して

おります、先ほど説明いたしましたが、新「ふ

るさとツーリズムの国みやざき」づくり、こう

いったものにおきましても、今、延岡市とか北

郷町、小林市、椎葉村、そういったところでも

ブルーツーリズムであったり、グリーンツーリ

ズムであったり、そういったツーリズムをいろ

いろと観光客の誘致につなげていこうという取

り組みがございますので、そういった中でも、

モニターツアー実施に対し補助して支援をして

いるところでございます。

○水間委員 182ページのスポーツランドみやざ

き全県展開推進、各市町村のスポーツ施設、陸

上競技場であったり、防球ネットなどの備品購

入のためにやっておられる、これがあえて観光

推進課のスポーツランドの中でその施設整備ま

でやらにゃいかんのか、ほかのスポーツ振興課

あるいはこういう備品を扱う都市計画課も当然
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でしょうが、ここらあたりで逆に言えば予算化

できないかと。1,500～1,600万で設備の補修だ

けで事足りるかということを言ったことがある

んだけれども、予算としてはこれ以上のことは

望めないんですか。

○橋口観光推進課長 市町村のスポーツ施設の

整備の関係でございますので、委員のほうで今

おっしゃいましたように、基本的には社会教育

なり、いわゆる体育施設として整備する手法が

一つございます。そういったことで、教育委員

会としても、そちらの予算は別途措置されて、

それによって市町村のそういう整備を図ってい

るわけですけれども、ただ、それだけでは十分

ではない。つまり、私どものほうで観光サイド

で取り組んでおりますのは、それを補うといい

ますか、そういったスポーツ施設が今後のスポー

ツキャンプの誘致につながっていく、合宿の誘

致につながっていく、そういった観点から、こ

うすれば合宿が今度誘致できるようになるんで

すよと、つまり、社会人の野球を誘致する場合

には、今までよりも強い打球が出ていく、そう

いったことでネットを高くするとか、これは例

ですけれども、そういったことで観光サイドで

そういうものにつながっていくということで、

整備をするところに支援をさせていただいてい

るということでございますので、よろしくお願

いします。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○武井委員 まず、労働政策課に先に１点お伺

いしたいと思います。173ページなんですが、産

業技術専門校の件が出ているんですが、これの

定員とか、倍率、受験者の推移みたいなものを

教えていただきたいと思います。

○押川労働政策課長 産業技術専門校は西都と

高鍋にございますが、西都校のほうは、木造建

築科、構造物鉄工科、電気設備科、建築設備科

と４科ございまして、それぞれ定員が20名となっ

ております。これに対しまして、平均でいきま

すと、15年開校以来の入校者は76人となってい

ます。また、高鍋校のほうは、建築科、塗装科、

販売実務科と３科、有しておりまして、定員は50

名というふうになっております。また、実際の

入校者のほうは31.8人となっております。

○武井委員 受験者数の推移はありますか。

○西県立産業技術専門校長 西都校に限って申

します。15年度から申し上げます。定員はさっ

き申し上げましたように、４学科80人でありま

すが、15年度が受験者数157、16年度が153、17

年度が105、18年度が102、19年度が103、20年度

が98ということで、定員をオーバーする受験者

数はございます。

○武井委員 西都校のほうは、ほぼそういう状

況はわかったんですが、高鍋校のほうが50人の

うち31.8ということなんですが、学科が販売実

務科とかありますが、特に少ないところという

のはどこでしょうか。

○押川労働政策課長 19年度に限って申し上げ

ますと、販売実務科が入校者は定員10名に対し

て７名となっております。

○武井委員 せっかく県が経費もかけて運営し

ているわけなんですが、広報とか、学校等への

呼びかけとか、そういったことはどのようにさ

れたのか、お伺いします。

○押川労働政策課長 高鍋校の販売実務科を例

にとって申し上げますと、専門校への理解を深

めるために、特別支援学校ですとか、郡内の中

学校を訪問したり、一日体験入校会を実施した

りしております。

○武井委員 今、いろんな取り組みをされてい

るということで、にもかかわらず非常に厳しい
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ということなんですが、現状においてなかなか

こういう形で募集に対して受験者が充足されな

いことについて、どういった理由で少なかった

というふうな認識をされているか、お伺いしま

す。

○押川労働政策課長 中学から高校に行く進学

率というのは98％から99％ぐらいいっています。

こういう中で、１％ぐらいの方が中学校を出て

就職をされたり、また、こういう専門校に来ら

れたりということで、非常にパイが小さいとい

いますか、少ないというのもあろうと思ってい

ます。また、一方では、中学校あたりの先生方

からは、非常にこういう学校に対して期待を寄

せていただいてもおります。ちょっと答えにな

りませんが。

○武井委員 わかりました。

次に移ります。観光推進課をお願いいたしま

す。まず、180ページのほうから伺いたいんです

が、施策のほうで、県民総力による観光振興応

援というのがあるんですが、これが770万という

ことで決算されているんですが、内容として、

地域の資源を活用した、先駆的・発展的な観光

振興ということなんですが、これとリゾート基

金の国際観光・コンベンション宮崎基金ですか、

これも今、ネットワーク事業にいろいろお金を

出していると思うんですが、これとの違いはど

ういうものなのか、お聞かせください。

○橋口観光推進課長 これは県の直接的な事業

でございまして、ここに挙げています県民総力

による観光振興応援事業でございますが、これ

は、これまで余り取り組みがなされていなかっ

たような事業、他のモデルとなるような事業、

そして、今後、一過性でなくて自立して継続的

に取り組まれるような事業、そういった意味で

もモデル的な事業となるようなもの、自立して

やられるような事業、そういったものについて

支援をしようというふうなことでございます。

例えば､「えびの高原トレッキング」ブランド化

プロジェクト事業、これはえびの高原のそうい

う推進協議会をつくりまして、それでの取り組

みについて、例えば､トレッキングのセミナーを

開くとか、研修会を開くとか、指導者の研修会

をやるとか、そういったものについて、それぞ

れの団体に支援しているものでございます。そ

れとか、高千穂町の観光協会が高千穂検定のガ

イドブックをつくるとか、同様に、商工会議所

のほうも「みやざき観光・文化検定事業」をや

られておりますけれども、そういった、これか

らいろいろと取り組みが広がっていくようなモ

デル的な事業、そういったものを選んで事業採

択して支援しているというものでございます。

一方で、リゾート基金の事業といいますのは、

広域連携事業でございまして、複数の市町村が

連携して広域的に観光地づくりあるいは観光の

ルートをつくったり、人づくりをして、そして

魅力づくりをしていく、そういった広域的な事

業というふうなものに現在のところ、リゾート

基金の補助対象というのは限定されております

ので、そういった違いがあろうかというふうに

思います。中には、内容としてそういったのも

魅力づくりの一つとして、重なる中身がある場

合はあるかもしれませんけれども、基本的には

性格を異にしております。

○武井委員 これと185ページのみやざきアピー

ル課の元気、感動みやざき観光地づくりとリゾー

ト基金、この３つの違いが１年間いろいろ見て

もわからなかったものですから、質問をさせて

いただきました。

次に移ります。宮崎観光塾なんですが、１年

目の取り組みで、19年度１年で終わったわけな
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んですけれども、いろんな講座をされていたわ

けですが、これに出る人、つまり15人、これは

どういう基準で選んで、最終的に９講座受けた

結果、例えばライセンスであるとか、それを受

けた人が今後の具体的な宮崎の観光の中でどう

いう役割を担っていくとか、どういうふうな形

で意図されておったのか、伺います。

○橋口観光推進課長 御案内のように、観光振

興を図る上では、人材育成というのが大切でご

ざいます。成功している観光地というのは、そ

れを担っている人がいるというふうなこともご

ざいまして、そういった意味で、指導力とか企

画力とか、そういった人たちを育てていこうと

いうふうなコンセプトで事業化しておりまして、

そういった意味では、ある程度絞り込んだほう

がいいだろうと、そういう人たちに濃密な実践

的な講座をやりながらやっていこうという事業

スキームでやっていたんですけれども、15名と

いうことで、これは、最初にも御説明いたしま

したけれども、志を持った人というのは、要す

るに、実際にホテルとか、観光協会とかいった

ところ、あるいは民宿であるとか、商工会であ

るとか、そういったところで観光に強い関心を

持って、自分たちの地域づくりを実際にやって

おられる、そういう人たちを中心に選ばせてい

ただいたところでございます。

成果でございますけれども、この人たち、９

回にわたって９つの講座を受けて、長野県の小

布施町にも行って、そこでのまちづくりの人た

ちとも交流をしているわけですけれども、そう

いうことで、資格証とかいうものはありません

けど、修了証書は当然お渡ししているわけです

けれども、そういう資質向上が図られたんでは

ないかなというふうに思っております。もう一

つは、その15名相互にネットワークを築きまし

て、自分たちが活動する中で悩んだときにはい

つでも相談できるような、そういうネットワー

クづくりというものも図られているところでご

ざいます。また、講師の方々には国交省の観光

地域振興課長とか、あるいは観光地づくりで有

名なリージョナルプランニングの方とか、じゃ

らんリサーチセンターの方とか、そういった方

にも講師で来ていただいておりますけれども、

そういった方々と塾生とのネットワーク、そう

いうものも構築されたんではないかなというふ

うに思っております。

なお、せんだって、知事との県民ブレーン会

議というのがございましたけれども、この塾生15

名、またお集まりいただいて、その後の経験も

踏まえて、また新しい観光についてのいろんな

意見交換をしていただいたところでございます｡

以上でございます。

○武井委員 取り組みとしては悪くないと思い

ますが、ただ、個人のモチベーションによると

ころが大きくて、スキーム、枠組みという意味

では、個人に頼ってしまわざるを得ないところ

が非常に大きいのかなと思うんですが、この件、

もう一点だけ聞きますが、選考15人ということ

なんですが、これは、あくまでも呼びかけをし

て、自主的・自発的に15名を募ったのか、それ

とも、大きな観光のどこどこホテルに１人出し

てくださいとか、どういう形でこの15名という

のを選考していったのか。つまり、自主的に来

た人なのか、どちらかというと業界的に呼ばれ

て来た人なのかで、今後、非常に成果は変わっ

てくるんじゃないかと思うんですが、そういっ

た意味でどういうふうな形でこの15名を選考し

たのかということについて、改めてお願いしま

す。

○橋口観光推進課長 今おっしゃいましたよう
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に、自主的か割り当てなのかということは重要

なポイントだと思います。これは一般に公募し

て募集いたしております。

○武井委員 わかりました。であれば、非常に

成果がより期待できるのではないかと思います。

続いて、183ページに移らせていただきます。

「国際リゾートみやざき」誘客活性化、いわゆ

る誘客対策なんですが、国内の修学旅行の件な

どは先ほど出ましたので割愛いたしまして、海

外からの分でございます。台湾は今度チャーター

も飛びまして、定期便が韓国、台湾とできてき

ているのであえて外して、香港と中国なんです

けれども、実際にこの決算額の中で大体どのく

らいをこれらにかけて、実際にこの国からどの

くらいチャーター便が来たであるとか、どれぐ

らい誘客があったであるとか、そのあたりの成

果をお願いします。

○橋口観光推進課長 国外対策事業全体で3,450

万7,000円ということでございますけれども、そ

のうちの香港が316万4,000円、中国が636万8,000

円ということでございます。

○武井委員 チャーター便は香港から何回飛ん

できたとか、そのあたりはいかがでしょうか。

○橋口観光推進課長 香港からのチャーター便

の実績、19年度は９便の8,184人、金額126万円

ということでございます｡

○武井委員 わかりました。

次に移ります。「宮崎フィルム・コミッション」

運営なんですが、ドラマの受け入れ等が96件、

支援が42件ということだったんですが、著名な

映画のタイトル、こういったものが来たとか、

こういったものに使用されたみたいなもので、

メジャーなものがあれば幾つかお教え願います。

○橋口観光推進課長 19年度は、年度末のほう

ですけれども、「裸の大将」がございます。それ

から、「税務調査官・窓際太郎の事件簿」という

のもございますし、「ゆっくり歩け、空を見ろ」

というのもございます。以上です。

○武井委員 わかりました。

あと２点だけお伺いしたいと思います。１つ

は、生活・文化のほうでしたけど、「星空コンサー

ト」みたいなものを県庁の前でやったりとか、

いろんなイベントがあったんですが、他の部署

で特に文化関係なんかのイベント、音楽祭なん

かもそうかと思うんですが、そういったものが

ある中で、ほかのところの観光事業との具体的

な連携みたいなものについて、どのような形で19

年度取り組まれてきたか、何かこういうことを

やってきたとか、施策があればお願いします。

○橋口観光推進課長 そういった文化事業と一

緒にというのは、今、思いつきませんけれども、

一つは、スポーツランドでキャンプの時期にた

くさんの方々がお見えになります。そういうと

きに空港ロビーとか、いろんなところで宮崎県

の観光についてＰＲをしていくとか、そういっ

た形が一つの形としてはございます。それから、

出版物で「速報観光みやざき」、宮崎ならではの

資源について年間を通してＰＲする取り組み、

別になるかもしれませんけど、取り組みとして

はございます。

○武井委員 最後に１点お伺いしますが、九州

観光推進機構の件です。この前も議連のほうで

もいろいろと出た話なんですが、実際に宮崎県

の負担金、人も出していると思うんですけれど

も、負担金が幾らだったのか、お教えください。

○橋口観光推進課長 九州観光推進機構への負

担金、県費で3,142万6,000円ということでござ

います。

○武井委員 宮崎県は独自でもいろいろなこう

いった施策をしている中で、非常に少なくない
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金額であると思うんですが、観光推進課とし

て3,142万ですか、これの費用対効果というのは

どのように認識されているか、伺います。

○橋口観光推進課長 九州観光推進機構、これ

は九州地域戦略会議で、知事も含めて意思決定

し、17年４月から発足しているわけでございま

すけれども、どうしてこういう組織ができたか

という経緯でございますけれども、九州各県ば

らばらで観光誘致をやっても余り効果がないん

じゃないかと。それが一つになって束ねること

でもっともっと大きな発進力もできるし、ＰＲ

力もついていくというふうなことから、そうい

う取り組み強化の一つの方向として、こういう

体制ができたものというふうに私ども受けとめ

ておりますけれども、そういうことで、国内の

大都市圏は非常に人口が多いわけですけれども、

それだけにいろんな発信が集中して来るわけで、

埋没してしまう。そういう中で九州が束になっ

てそのマーケットに入っていくということで、

プロモーションなり、そういうマーケットに対

する発進力、こういったのは非常に大きなもの

になっているのではないかと。そういうことで、

本県単独で実施するよりも大きな効果があると

いうふうに考えているところでございます。ま

た、九州７県、機構として一緒になって大型の

タイアップキャンペーンをやるわけですけれど

も、先ほど申しました、大きなＰＲ効果はもち

ろんですけれども、機構主催で外国に行っても

商談会等をやるわけですが、そういうことは単

県で行くよりも、旅行会社との信頼関係、こう

いったものにおいても強みが出てくるというふ

うなことで考えているところでございます。

○武井委員 わかりました。

最後、みやざきアピール課に１点だけ御質疑

をしたいと思います。さっきの観光推進課にし

た観光振興応援と同じなんですが、元気、感動

みやざき観光地づくりと、さっきも申し上げま

したリゾート基金の事業の違い、観光地づくり

やプランの取り組みの補助というようなところ

があるんですが、それとの違いも含めて事業の

ほうを教えてください。

○甲斐みやざきアピール課長 元気、感動みや

ざき観光地づくり、３カ年事業で18年度から始

めておりますけれども、前提といたしましては、

まず、プランを策定していただく。これは個別

の各市町村ごとが対象ですけれども、そして、

その地域が振興するような、そういったプラン

に基づいて、次はいろんな事業を実施する。こ

れはハード・ソフト、イベント、施設、あるわ

けですけれども、それを３年間かけて実施する

と。そういう意味では、市町村が単独で行う、

広域ではないというところと、プランを策定し

ていただく、これが条件になっておりまして、

そういったところが特色かと思います。

○星原委員 観光推進課長にお聞きしたいんで

すが、それぞれ事業、目的があって施策の成果

ということでいろんな項目が掲げてあるんです

が、成果等を見ていくと、人数が過去最高を記

録したとか、全国に発信することができたとか、

整備を図る必要があるとか、最後の成果のとこ

ろでこういう言葉が書いてあるんですが、私が

言いたいのは、決算で、いろんな事業をやって

経済的な面からどれだけの効果があった、この

事業においてこういう経済効果があったとか、

それは多分、観光業の人たちもあるでしょうし、

農林漁業の人たちもあるでしょうし、こういう

事業をやったことの成果の一方で、宮崎県にとっ

て観光面から与えた影響はこういったものが

あったんだという、そこら辺まで押さえてずっ

と観光推進課で調べているものなんですか。調
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べていなければ、関係部局と連携をとって、我々

の事業の中でこういうことをやったんだけれど

も、その効果が出ていませんでしたかとか、そ

ういったところまで押さえていくべきじゃない

かなと。そのことがまた次年度に向けていろい

ろ施策を立ていく上で出てくるんじゃないかな

というふうに思うんですが、事業の一つ一つは

聞きませんけれども、事業効果について、経済

的な面から見てこういう効果が出てきたとかと

いうのは押さえているものなんですか、どうな

んですか。

○橋口観光推進課長 私どものほう、目標とし

て掲げておりますのは、具体的な数字で、マニ

フェストでもありますけれども、年率５％増と

いうことは掲げておるわけですが、それ以外に

ついては、正直申し上げまして、大きな形では

表にするようなものはないんですけれども、た

だ、今、質問のございました本県経済に与えた

効果につきましては、観光動向調査をさきに取

りまとめております。暦年調査にはなるんです

けれども、19年ということで見ていきますと、

既に御案内のように、県外客が3.5％増、県内

客0.3％増、トータルで1.5％の増というふうな

ことで、しかも、増加することによって観光消

費額がどれだけ増加したかというところまで推

計しておりまして、それによりますと、観光消

費額、宿泊などの消費額が932億6,800万円とい

うふうに推計しているわけですけれども、その

数字をもとに、例年のように経済効果を出して

いきますと、結果として1,259億円ということで、

この１年間に3.8％の増ということで数字的には

把握しているところでございます。そのほかの

数字という形で持っているものは、今のところ

はございません。

○星原委員 できれば、担当課だけがいくんで

はなくて、今度は縦じゃなくて横につながりの

あるところあたりには、こういう事業をやって

いるので、こういう事業に対して、「皆さん方の

ところに、こういうものは出てきていませんか」

とか、いろんなことをつないでいかないといけ

ないような気がするんです。特に観光面が与え

る影響というのはいろんなところに出てくるは

ずなので、だから、観光推進課だけではまとめ

ることができなければ、他の部とか他の関係課

あたりとの連携をとりながら、いろんなものが

また次に展開していく上で見えてくるんじゃな

いかなという感じがする。こういう事業をやっ

て、事業の成果まではいくけれども、次につな

がる形にどうつなげていくかということ、何か

そういったことが必要じゃないかなと常々思っ

ているんですが、そういうことで関係課以外、

あるいは商工観光労働部以外との、各部違った

ところでもいいわけですが、そういう考え方と

いうのは持ったことはないものなんですか。

○橋口観光推進課長 今、ふるさとツーリズム

ということで、新しいグリーンツーリズムとか

ブルーツーリズムとかいった形で、いわゆる体

験型・滞在型の観光を推進しようということで、

先ほど御説明申し上げましたけれども、そういっ

たものは、まさに農政水産部、環境森林部、特

に森林セラピーも含めまして、そういったのは

関係課とも関連がございます。例えば､農政水産

部のほうで農業地域での何とか付加価値を高め

ようという活動が、そういうツーリズムに一つ

の方向としては向いているわけですけれども、

同時に、山村地帯では森林セラピーというふう

なことで事業化されているわけです。そういっ

た成果を生かしながら、私どものほうも、観光

の素材としてそれを活用していくというのが今

の方向であろうというふうに思っておりまして、
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そういった意味では、私ども、地域農業推進課

なり農政部門、自然環境課、山村・木材振興課

とも十分連携を、現時点でもやっているつもり

ですけれども、今後、またツーリズムを進めて

いく上でもますます深まっていくんではないか

なというふうに感じております。

○星原委員 ぜひ、いろんな角度で、縦流れで

考えるんではなくて、横流れを考えたりして、

相乗効果の出るようなことも今後追いかけて

いってほしいなというふうに思います。

みやざきアピール課のほうで、「宮崎に来んね、

住まんね、お試し」ということでやられて、19

年度１年間で41世帯の移住が実現したというこ

となんですが、年代と、要するに定年されて移

住してきたのか、あるいは何らかの形で宮崎で

いろんな事業をやりたいとかあるんじゃないか

なと思うんですが、どういった感じの人か、ど

の地域にどれぐらいの人か、簡単に言えば県北

地域、県央地域、県南でもいいんですが、この

移住された41世帯の方の、その中身を教えてい

ただけませんか。

○甲斐みやざきアピール課長 19年度でござい

ましたら、年代的に一番多いのは30歳代で16名、

次が20代の10名、それから40代の６名というこ

とで、若い年齢の方の移住が多いという状況に

ございます。それから、地域的には、県央が31

世帯、県北が５、県南が４というふうになって

おります。目的は、特徴的なところは、やはり

宮崎の自然とか、そういった環境の中で伸び伸

びと暮らし、あるいは都会で味わえない、趣味

も含めまして、例えばサーフィンとか、そういっ

たところを目指して宮崎に移住してこられた方

が多いように思います。

○星原委員 私は定年退職した方が余生を送ら

れるのかなと思ったんだけれども、逆に、30

代、20代が過半数ということは、宮崎にそれだ

けの魅力があると思うんですね、今、言われた

ような魅力なんでしょうけれども、今後、また

移住を進めていくんであれば、その辺のアピー

ルの仕方を今後ぜひつなげていって、より効果

が上がるようにしていただきたいなというふう

に思います。

○十屋主査 ほか、質疑はございませんか。

それでは、以上をもって後半のグループの審

査を終了いたします。執行部の皆様には御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時40分休憩

午後２時49分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

それでは、商工観光労働部の決算の全般につ

いて、何か質疑はありませんでしょうか。

○水間委員 午前中に東京フロンティアオフィ

ス支援の話がありましたけど、９企業が入って

いるということでした。今、満室なんですか。

それと、賃料はどれくらいなのか。この収入は

一般会計に入ってくるのか、そこはどうですか。

○森工業支援課長 部屋数につきましては、個

室が５部屋、ブースが４ございまして、全体で

９でございます。個室につきましては、月３

万5,000円、ブースにつきましては、月３万円と

いう状況になっております。なお、収入につき

ましては、歳入で354万円の収入になっておりま

す。以上でございます。

○水間委員 これについては未納はないですね。

○森工業支援課長 ございません。

○水間委員 それから、中小企業団体中央会等

補助の１億3,500万について、新規で、たしか、10

組合を設立認可したということでした。これに
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ついては、新規が10組合ですから、既存の組合

はどれだけあるんですか。

○古賀経営金融課長 19年度末現在で449です。

○水間委員 中小企業団体中央会、どういうこ

とを事業としてやられるんですか、そこを簡単

に御説明いただけませんか。

○古賀経営金融課長 中小企業が、例えば事業

協同組合とか、企業組合とか、協業組合とか、

そのような組合をつくっていろんな活動をやる

わけですけれども、そういった組合の指導、例

えば定款の変更とか、設立とかの指導、中小企

業の連携組織等の支援、それと組合等に対する

情報提供、そういった事業をやっております。

○水間委員 ということは、今後、中央会の指

導によって設立の認可組合というのはどんどん

ふえていくということになりますか。

○古賀経営金融課長 昨年設立したのが事業協

同組合で５組合、企業組合というのがございま

して、これが１組合ぐらいございますけれども、

一方では解散する組合も９つぐらいございます。

ですから、設立もある一方、一方では解散する

ところもあるということで、大体こういった数

字で移行するのではなかろうかと思っています。

○水間委員 スポーツキャンプについてお伺い

をいたします。スポーツランドの誘致促進で

は166団体の団体数があるわけですが、スポーツ

キャンプの状況を見ますと、19年度、1,041団体、

約16万2,000人の延べ参加になっています。166

団体はこの中に入っているんですか。

もう一点お聞きしたいのは、プロスポーツキャ

ンプ受入支援では、プロ野球５球団、Ｊリーグ14

チームに1,150万という予算で歓迎支援というよ

うなこと、恐らく、レセプション的なことなん

だろうなと思いながら、スポーツキャンプ

の1,041団体については、どんな支援があるのか

お尋ねをしたいんですが。

○橋口観光推進課長 まず、183ページの団体数、

チームの19年度、1,041、16万2,000人というキャ

ンプの状況ということで掲げておりますけれど

も、これにつきましては、実際に受け入れたス

ポーツキャンプ、合宿の団体数でございまして、

本県でやった団体数と参加者ということでござ

います｡

なお、一方の181ページ、スポーツランドみや

ざき誘致促進に、166団体とかキーパーソン22団

体とか掲げております。この数字につきまして

は、あくまでも、こちらのほうから19年度に誘

致セールスに行った、働きかけを行った団体数

でございます｡

それから、182ページのプロスポーツキャンプ

受入支援でございますけれども、本県でキャン

プを行いますプロ野球、Ｊリーグチーム等への

歓迎支援ということで、例えば、地元に受け入

れ協力会がございますけれども、巨人軍キャン

プ物産展を開催するときの支援とか、特に巨人

軍の場合はジャビットバス、園内バスを運行し

ておりますけれども、その運行の支援を行うと

か、19年度の場合は50周年の記念事業がござい

ましたので、そういう記念の年に合わせて一部

の支援を行う、あるいはキャンプチームに対す

る激励品、例えば本県の特産品をお贈りする、

宮崎牛でありますとか、ハマユウポーク、地頭

鶏、日向夏、キンカン、バイオ茶、そういった

ものを贈呈しているところでございます｡

○水間委員 今、プロ野球の５球団、それから14

チームについては、非常に手厚い形があるんで

すが、団体の1,041チーム、宮崎に来られたこの

チームには、地元の特産物あるいは焼酎とか届

ける何かシステムというのはあるんですか、な

いんですか。
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○橋口観光推進課長 県のほうから特にやる場

合は、観光サイドとしてやるものですので、そ

れなりのプロチームであるとか、知名度、特に

そういったところを中心にいろんな形で支援を

させていただいているわけでございますけれど

も、そのほかに、ここに入っております1,041と

いうのは、県が中心になっていますけれども、

それぞれの市町村でまた独自の取り組みをされ

ております。それは、いろんな形で、例えば小

中学生のキャンプであったり、合宿であったり、

いろんなレベルがございますので、それぞれの

市町村で、それなりのきめ細かな受け入れ体制

というのをとられているというふうに伺ってお

ります。

○水間委員 受け入れ体制をとられている市町

村に任せるんじゃなくて、スポーツキャンプの

状況として、県の観光推進課の資料にこうやっ

て決算で上がってくるということは、やはり県

はそれなりの責任を持った、あるいは市町村の

指導、そういう意味では、県のほうも考えるの

でちゃんとそういう連絡を下さいとかいう形で、

県もただ市町村に任せるんではなくて、全面的

に、チームの誘致、来ていただく団体の皆さん

方にも、それが一つの気配りであったり、ある

いはおもてなしの精神じゃなかろうかなと私は

思いますが、そこらあたりはひとつ今後考えて

いただきたいなと思います。

○橋口観光推進課長 ちょっと補足で説明させ

ていただきますが、先ほど申しましたように、

市町村で基本的に対応している部分もあるわけ

ですけれども、県産品につきましては、新規で

初めて来るとか、あるいは大規模な形で入られ

る場合には、県のほうでそこのところについて

は一定の対応はさせていただいているところで

ございます。補足させていただきます。

○水間委員 もう一つ言いますと、巨人軍も2011

年には沖縄に行くような話があるんです。これ

は本当かどうかまだわかりませんけれども、今、

沖縄が誘致を非常にやっておりますので、そこ

らあたりで巨人軍は沖縄に行くんじゃないかと、

これはうわさ話かもしれませんけれども、そう

いう状況が我々の耳に入っているんですが、そ

ういうことを考えると、お金だけ、あるいは何

でもかんでも出せばいいというものじゃないん

だけれども、もてなす、団体を歓迎してあげる

ためには、心遣いをひとつお願いしたい、そう

いう意味で問題提起をさせていただきました。

もう一つは、同じ流れになるんですが、コン

ベンション開催支援で37件、3,300万という予算

の中で、５万人の皆さん方に、コンベンション

に補助をしているんですが、１件当たりの補助

単価、あるいは積算基礎というのは決まってい

るんですか。

○橋口観光推進課長 補助額は、開催経費の２

分の１以内ということで、会場費とか設備、宮

崎の会場を使ってやるというのには一定の費用

がかかりますので、それの２分の１以内、上限200

万で支給をさせていただいているところでござ

いまして、２分の１以内と言っていますのは、

県外参加者の延べ宿泊数に応じた補助限度額と

いうふうなことでございます｡

○水間委員 わかりました。

○十屋主査 ほかはございませんか。

○武井委員 １点だけ御質疑します。海外交流

駐在員設置についてなんですが、これは商業支

援課なのか、部長なのか、次長なのか、課をま

たがるのでどなたかお答え願えればと思うんで

すが、162ページですが、商業支援課としてこう

いうふうな活用をしているということは、先ほ

どの説明もあってよくわかったんですが、今回、
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総括質疑でもさせていただいたんですが、海外

交流駐在員、韓国・台湾・中国事務所というの

は、それだけではなくて、例えば観光の面とか、

部を超えれば国際線とかでもあるかとは思うん

ですけれども、そういった意味で、商業支援課

のものを超えて、部全体としてどのような活用

が図られたのかということについて、あれば伺

いたいと思います。

○橋口観光推進課長 海外駐在員、それぞれソ

ウルと上海、台北とおられますけれども、特に、

私どものほうでは、県内への海外からの観光客

の誘致という観点で、それぞれ誘致セールスを

やろうというときに、現地での事前の調整であ

りますとか、一緒にアテンドしていただくとか、

そういった形はもちろんですけれども、日ごろ

のいろんな宮崎県の観光についての情報発信、

それとあわせて、外国でのいろんな問い合わせ

に対する応対をしていただいておりまして、非

常に助かっているところでございますけれども、

今後とも、それをさらに私どもも活用に努めて

いきたいなというふうに思っているところでご

ざいます。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○外山委員 先ほど、コンベンション開催件数

というのがありましたが、平成15年が192件、19

年が186件、人数が26万人が20万人と減少してい

ると思います。これは、先ほど水間委員もおっ

しゃいましたが、一つの事業を宮崎らしさとし

て大事にすると。192が186となって、26万が20

万となって６万減少したのはなぜなんでしょう

か。

○橋口観光推進課長 その年その年で、また一

つ一つのコンベンション大会も、それぞれ規模

が違いますので、基本的には、そのトータルが19

年であれば20万5,000人、15年の場合は192件で26

万2,000人というふうなことでございますけれど

も、全体としましては、大規模な会議の開催と

いうのが近年少なくなってきていると言えるの

ではないかなというふうに思っております。

○外山委員 失礼な言い方でございますが、た

またまなんだということではなくて、192、202、

204、184、186、確実に減少しているでしょう。

ですから、そういうことを十分踏まえた上で、

一時期はコンベンション、コンベンションと言っ

ていました。最近は言わない。だからこういう

ふうな結果を招くと。ですから、もう一度、宮

崎県というものは何をもって飯を食うのか、そ

ういうことを十分踏まえた上で取り組んでいた

だきたいなというふうに思います。

それと、宮崎県というのは中央から離れたと

ころにあるということで、技術というものを

―ヨーロッパ、スイス等々、マイスター制度

ということで確たる国家像というものの中で頑

張っておられる。そういった意味で、宮崎県と

いうのは技術立県、そういうことも模索してい

くべきではないのかなと以前から考えておりま

す。それで、ここで委託訓練制度というのがあ

ると。離転職者及び母子家庭等々の方々が技術

を 習 得 し た 上 で 、 就 職 率 と い う の は 6 5

～66％、70％になっていると。宮崎県というと

ころは離婚家庭が非常に多いと。そういった方々

が生活保護率の向上ということに寄与している。

こういった現状を踏まえた上で、いわゆるこう

いった方々に対する委託訓練というものがどの

ように行われて、対象者の把握、それの実績は

どうなっているのか教えてください。

○押川労働政策課長 委託訓練でございます。

まず、離職者等につきましては、講座を９つ開

催しておりまして、入講者が175名、修了者が

167、就職者が135名となっておりまして、就職
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率が80.8％となっております。また、母子家庭

の母につきましては、講座を４回開催しており

まして、入講者が39名、修了者が32名、就職者

も32名の100％となっております。

○外山委員 幸か不幸か、くだらない男と結婚

して、離婚をして、そういった方々が子供の養

育費も払わん、これは世の常。ＯＥＣＤの中で

も日本が最悪の状況。そういった弱い立場の女

性が、こういったところで技術習得をして、しっ

かりと働くと。19年度は100％ということですば

らしいと思います。今後、こういった点につい

ても取り組んでいただきたいと。

それと、もう一点は、技術を売るということ

が、今、職業訓練校等々の科目について、どう

なっているのか。例えば、下請企業振興事業費

というのが約5,000万あります。登録企業という

のは904社、受発注の取引あっせん数が501件中、

具体的に契約数というのは何件なんでしょうか。

○森工業支援課長 160ページでございますけれ

ども、下のほうに下請取引あっせん成立件数の

推移というのがございます。そちらのほうに平

成19年度の数値といたしまして、51件掲載をい

たしております。取引あっせん数501件に対応い

たしまして、51件の成立があったということで

ございまして、これは、初回にあっせんした数

値でございます。その後の取引の件数について

は調査しておりません。それでこういうふうな

状況になっております。

○外山委員 私も見ていました。答えていただ

いたのは、501件分の何十なんでしょう。その後

は調査していないと。非常に寂しいでしょう。

ですから、今後、誘致企業ということを考えて

みた場合に、技術の集積と蓄積が大企業にとっ

ては最大のネックであると昔から、30年前、40

年前から言われています。ですから、そういっ

た調査を十分した上で、例えば技術習得の蓄積

がないということであれば、職業訓練校なら職

業訓練校の科目の選考というのが、下請に出す

場合、どういった技術を欲しているのかどうか、

相互互恵といいますか、そういったものを今後

十分考えてもらいたい。そのためには、500分の50

何ぼとか、しかし、それは成立したかどうかと

いう調査もしていないということであれば、

ちょっと寂しいなと。19年度が今のような状況

でございますから、20年度、21年度というもの

は、そういったことをちゃんと調査して、今後

どうあればいいのかといった方針を出していた

だきたいというふうに期待を申し上げておきま

す。以上です。

○矢野企業立地推進局長 今、誘致企業の関連

と技術力の話が出ましたので、私のほうか

ら……。確かに、物流と地元の技術の高度化、

これは非常に大事な要素でございます。技術の

高度化につきましては、地元に立地した企業が

地元の企業と取引することでコストを下げよう

という努力は必要です。そのために、地元にど

ういう企業が集積しているかというようなこと

をよく聞かれるところでございます。まず、設

計技術、それから大量の発注に耐えられるかど

うか、それと今言われたコストを毎年下げられ

るような技術があるか、この３つがテーマになっ

ています。これは、大手企業を誘致する際によ

く言われるものですから、私どもも、地元の例

えば工業が集積している延岡市、日向市あたり

の企業と話をしまして、大量発注につきまして

は、複数の企業で受注体制がとれないか、そう

いうことも具体的に進めながら取り組んでいる

ところでございます。

技術の高度化につきましても、県外の企業か

ら技術を教えてもらうような体制をつくったり
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して今、取り組んでおります。まだこれで十分

ではありませんので、さらに努めたいと思いま

す。以上です。

○水間委員 今の外山委員の関連なんですが、

企業立地推進局長の答弁にもあったんですが、

まさにこの前、旭化成に行きましたら、旭化成

の社長も即戦力になる技術者が欲しいと。西諸

でも、フリーウェイ工業団地でどうのこうのと

いう話をする。ところが人が集まらない。技術

がない、技術者が欲しい、既存でやっている皆

さんは、そういうことばっかりなんです。です

から、部長、そこらあたり、専門の技術を習得

できる体制、即戦力になる技術者の養成、商工

観光労働部だけでは大変なんで、教育委員会で

あるとか、ひとつそこを分野横断的な流れの中

で、宮崎県に来たら技術者がいるよと、そうい

うことを何か考えていかないと……。誘致企業

でどうのこうの言っていますけれども、旭化成

はケミカルがまた日向に出ていく、これも非常

にありがたい。そういう意味では技術者をまた

恐らく募集される。それに対応できる宮崎県で

あってほしいなと。そういうことをひとつ部長、

お考えいただきたい。今お話しのように、技術

者を募集するけど、いない。自分たちは今度は

逆に、早く企業をつくってくれ、息子や娘の就

職先がないと言って、募集するけど、今度は来

ないんですよ。そこらあたりがミスマッチになっ

て、なかなか雇用が拡大しない。そこら辺にも

つながりますので、ぜひ、そういう意味では技

術者をもうちょっと養成できるようなシステム

を構築していただきたいなと思いますが、何か

ありましたら……。

○高山商工観光労働部長 技術者の確保につき

まして、大変な御指摘をいただきました。私も

今、できるだけいろんな県内企業を回っており

ますと、企業のほうでは即戦力の技術者が欲し

いというのはたくさん聞きます。それはどうい

う方法があるかと、なかなか難しい課題でござ

いまして、確かに、技能者の場合と技術者の場

合と両方あります。今、例えば､ふるさと雇用情

報センターでＵターン希望の方がいらっしゃい

ます。ここ辺も登録している方が971人がいらっ

しゃいます。その登録している方に今、県内で

こういった企業が欲しているよと、そういった

企業情報を提供していくと。そして、うまく条

件が合えばできるだけ帰ってもらうようにする。

なかなか給料の差がありまして、本人は帰りた

いが条件に合わないということです。それとプ

ラス、もう一点方法がありますが、工業高校と

か卒業して県外に出ていらっしゃった、大学を

卒業して県外に出られた、この方で結構やめて

いらっしゃる方がおる、そして仕事も探してい

る方がいらっしゃるという情報、個別に時々聞

きます。これをシステム化できないだろうかと

いうことで、今、宮大あたりと連携をとりかかっ

ている状況であります。どういう方法があるか、

大学全体でネットワーク化するとか、それがな

かなか難しいような状況でございまして、個別

の教授あたりとも接触しながら、いいシステム

ができないかを今、いろいろ検討しておるとこ

ろでございますので、そういった形で技術者の

確保に努めてまいりたいというふうに思ってお

ります。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○河野安幸副主査 商工政策課にお伺いします

が、頑張る企業応援ということで企業表彰を５

社されておりますね。具体的に見ますと、県内

産業の振興や地域経済の活性化に特に寄与した

企業というふうになっておりますが、具体的に

どういった企業なんですか。
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○内枦保商工政策課長 具体的に19年度に表彰

しました企業名を申し上げますと、大山食品株

式会社、株式会社久保田オートパーツ、株式会

社新原産業、日本情報クリエイト株式会社、株

式会社ミヤザキ九州工場。製造業からいろんな

業種が入っておりまして、特に業種を限定はし

ておりませんので、それでの地域で頑張ってい

らっしゃる中小企業、そういうものをいろんな

団体等から御推薦いただきまして、それを審査

した上で選考しているということでございます。

○河野安幸副主査 どこが推薦するわけなんで

すか。

○内枦保商工政策課長 県内の市町村、それか

ら商工関係の団体、それから例えば大学とかの

教育機関、そういうところに御推薦をお願いし

まして、出てきたものの中から選考していると

いうことでございます｡

○河野安幸副主査 わかりました。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、以上をもって商工観光

労働部を終了いたします。執行部の皆様には御

苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時23分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

あすの分科会は、午前10時に再開し、県土整

備部の審査を行うことといたします。

そのほか、何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、以上をもって本日の分

科会を終了いたします。

午後３時23分散会
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平成20年11月27日（木曜日）

午前10時１分再開

出席委員（８人）

主 査 十 屋 幸 平

副 主 査 河 野 安 幸

委 員 坂 元 裕 一

委 員 星 原 透

委 員 水 間 篤 典

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
濵 砂 公 一

（ 総 括 ）

県土整備部次長
岡 田 義 美

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

部参事兼管理課長 持 原 道 雄

部参事兼用地対策課長 小 野 健 一

技 術 企 画 課 長 岡 田 健 了

工 事 検 査 課 長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 山 﨑 芳 樹

道 路 保 全 課 長 東 康 雄

河 川 課 長 岩 切 立 雄

ダ ム 対 策 監 小 城 文 男

砂 防 課 長 桑 畑 則 幸

港 湾 課 長 竹 内 広 介

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 平 田 一 善

建 築 住 宅 課 長 藤 原 憲 一

営 繕 課 長 佐 藤 徳 一

施設保全対策監 新 川 正 文

高速道対策局次長 渡 邊 純 教

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 大 下 香

○十屋主査 分科会を再開したいと思います。

それでは、平成19年度決算について、執行部

の説明を求めます。なお、全体の説明時間が長

時間に及びますことから、前半、後半の２つに

分けて説明をお願いいたします。

委員の質疑は前半、後半それぞれに説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

○山田県土整備部長 県土整備部であります。

まず、一言、申し上げます。入札制度の関係

でございますけれども、県土整備部では、一昨

年の談合事件により失われた県民の県政に対す

る信頼を回復するため、一般競争入札の拡大な

ど、より公正透明で競争性の高い入札・契約制

度の確立を最重要課題として取り組んできたと

ころであります｡今後とも、県議会を初め、県民

の皆様の御意見をいただきながら、よりよい制

度の確立に努めてまいりたいと考えております

ので、今後とも、よろしくお願いいたします。

それでは、当分科会で御審議いただきます平

成19年度決算の認定について、その概要を御説

明いたします。

提出しております決算特別委員会資料の１
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ページをお開きいただきたいと思います。まず、

主要施策の成果について、宮崎県総合計画の分

野別施策体系表により、主な成果を説明いたし

ます。表は大きく３つに区分されております。

基本目標、施策の基本方向、小項目としての施

策の基本方向、こういうふうになっております。

まず、県土整備部の柱の一つであります基本

目標、「くらしの舞台づくり」についてでありま

す。施策の基本方向、自然と共生した環境にや

さしい社会づくりとして、建設リサイクルの推

進、公共下水道の整備、都市公園の整備など、

人と自然が共生した循環型社会を目指す舞台づ

くりに取り組みますとともに、２番目にありま

す、快適で人に優しい生活空間づくりとして、

美しい景観づくり、公営住宅の建設、国県道等

地域交通網の整備など、だれもが快適に暮らせ

る人に優しいまちづくりに努めたところであり

ます。次に、３番目、安全で安心な暮らしの確

保として、交通安全施設の整備、洪水ハザード

マップの作成支援、並びに災害に強い県土づく

りのため、河川の改修、砂防設備の整備、急傾

斜地崩壊対策などに取り組んだところでありま

す｡

次に、基本目標の２つ目、「経済・交流の舞台

づくり」についてであります。基本方向でござ

いますが、工業・商業・サービス業などの活性

化として、経営相談、新分野進出セミナー、新

分野定着促進助成金など、技術と経営にすぐれ

た建設業者が伸びていける環境づくりの推進に

努めたところであります。経済・交流を支える

基盤として、県政の最重要課題であります東九

州自動車道を初めとする高速道路の整備促進や、

港湾の整備など、広域交通ネットワークづくり

に取り組んだところであります｡

次に、平成19年度決算の状況について御説明

いたします。

お配りしました別冊資料、平成19年度県土整

備部決算概要をごらんいただきたいと思います。

一般会計の予算措置状況でございます。予算

額1,023億1,946万181円、これに対する執行状況

は、支出済額が842億3,957万2,579円、翌年度へ

の繰越額が176億5,357万円、不用額が４億2,631

万7,602円となっております。執行率は82.3％、

繰越額を含めますと99.6％となります。なお、

翌年度への繰り越しの主な理由といたしまして

は、用地交渉や工法の検討などに日時を要した

ことや、国の予算内示時期の関係等により工期

が不足したことなどによるものであります。

次に、特別会計について御説明いたします。

まず、宮崎県公共用地取得事業特別会計であり

ますが、予算額32億6,257万4,085円、これに対

する執行状況は、支出済額が30億8,625万8,529

円、翌年度への繰越額が１億7,602万4,923円、

不用額が29万633円となっておりまして、執行

率94.6％、繰越額を含めますと99.9％となりま

す。なお、翌年度への繰り越しの理由としまし

ては、用地取得に伴う移転先の選定等に日時を

要したことによるものであります。

次に、宮崎県港湾整備事業特別会計について

であります。予算額16億8,809万6,000円、これ

に対する執行状況は、支出済額が16億8,474

万7,229円、不用額334万8,771円、執行率99.8％

となります。

次に、不適正な事務処理についてであります。

２ページをお開きください。昨年の全庁調査

で判明した不適正な事務処理のうち、平成19年

度予算に係るものを一覧にしたものであります。

県土整備部においては、書きかえで２件、合計

金額５万1,303円がございました。串間土木事務

所では、感光紙を購入したとして乾式コピー、
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いわゆる青焼き機のリース代を支払いました。

建設技術センターでは、長さをはかるロッドを

購入したとして、測量に要する気圧高度計を導

入していたものであります。右のページにそれ

ぞれの写真を添付しております。２件とも、公

務に使用したものであることから、平成19年度

内に科目更正を行い、決算上は整理されており

ます。なお、不適正な事務処理に係る国庫返還

につきましては、今月７日に公表された会計検

査院の報告を受けまして、現在、国土交通省、

防衛省と協議を進めております。二度とこのよ

うなことがないよう、再発防止策の徹底を図っ

ているところであります｡

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

指摘事項を一覧にしましたものを４ページに

まとめておりますので、ごらんいただきたいと

思います。まず、上段の表であります。平成19

年度県土整備部に係る監査では、指摘事項が７

件、注意事項が15件、要望事項が１件、合計23

件の指摘を受けております。

下の表は、所属ごとに指摘事項をまとめたも

のでありますが、この主な概要を説明いたしま

すので、委員会資料のほうにお戻りいただき、

５ページをお開きください。まず、収入事務で

ありますが、県営住宅等使用料について、収入

未済が前年度と比較して大きく増加しているな

どとして指摘されたものであります。県営住宅

の使用料につきましては、指摘を受けました土

木事務所はもとより各事務所におきまして、一

層の収入促進に努めてまいります。

次に、６ページをごらんください。（２）の支

出事務であります。県営住宅管理人手当にかか

わる源泉徴収税の歳入歳出外現金への振替処理

が行われていなかったこと、及び資金前渡の精

算手続が大幅におくれていたとの指摘でありま

す。県営住宅管理人手当につきましては、報酬

の支給を行う際は、所得税を源泉徴収し、歳入

歳出外現金として県が一時、預かり、国へ納め

ることとなっておりますが、この処理がなされ

ていなかったものです。また、資金前渡の精算

は財務規則において、帰庁後７日以内に精算し

なければならないと規定されておりますが、領

収書の受領を失念したことから、精算時期がお

くれたものであります。

次に、７ページをごらんください。（６）のそ

の他であります。屋外広告物の許可更新におい

て、許可要件を満たしていない広告物について

許可していたものであります。指摘後、直ちに、

広告物表示者から是正する旨の確約を得たとこ

ろであります｡

これらを含め監査指摘をされました事項につ

きましては、今後、このようなミスが起きない

よう職員への注意喚起を行うとともに、規則に

基づく適正な事務処理を指導徹底してまいりま

す。

監査指摘の概要については以上であります。

なお、平成19年度宮崎県歳入歳出決算審査及

び基金運用状況審査意見書において、３件の留

意・改善等の要望がありました。これらについ

ては、後ほど、関係課長から御説明いたします。

以上、平成19年度決算状況、監査指摘事項、

不適正な事務処理について御説明いたしました

が、決算の詳細につきましては、それぞれ担当

課長等から御説明いたしますので、御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。以上でありま

す。

○持原管理課長 管理課でございます。県土整

備部に係ります共通事項と管理課の所管事項に

ついて御説明いたします。
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初めに、資料の説明と各課の説明の要領につ

いてでございます。各課が本日の分科会で説明

に使用いたします議会提出資料は、平成19年度

宮崎県歳入歳出決算書、決算に関する調書、主

要施策の成果に関する報告書、宮崎県歳入歳出

決算審査及び基金運用状況審査意見書でござい

ますけれども、このうち、宮崎県歳入歳出決算

書と決算に関する調書につきましては、県土整

備部関係分だけを抜粋いたしまして、先ほど部

長が説明いたしました決算特別委員会資料にま

とめております。各課の説明は、この委員会資

料と主要施策の成果に関する報告書により行い

たいと思います。

それではまず、県土整備部に係ります共通事

項について御説明いたします。

委員会資料の２ページをお開きください。平

成19年度歳出決算事項別明細総括表（課別内訳）

でございます。この表は、ただいま部長が説明

いたしました予算額、支出済額、翌年度繰越額

等を各課別に整理したものであります。次の３

ページから４ページは、この２ページの表を科

目別に集計したものでありまして、説明は省略

させていただきます。

それでは次に、管理課の決算について御説明

いたします。

同じ委員会資料の８ページから９ページであ

ります。９ページの一番下の段、管理課計をご

らんください。平成19年度の決算額は、予算額24

億6,740万4,298円、支出済額22億7,598万4,234

円、不用額１億9,142万64円で、執行率92.2％と

なります。

次に、目の執行率が90％未満のものはござい

ませんが、執行残が100万円以上のものについて

御説明いたします。８ページにお戻りください。

土木総務費の不用額は１億9,050万7,308円であ

りまして、主に県費職員の給料、職員手当等の

人件費であります。これは、当初、県費で支出

を予定していた人件費を、有利な補助公共事務

費に振りかえたことによるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の管理課のインデックス、253ページを

お開きください。まず、施策体系区分４）の情

報通信環境の整備でございます。施策推進のた

めの主な事業及び実績の表をごらんください。

公共事業支援統合情報システム構築事業でござ

います。主な実績内容の欄にあります公共事業

情報サービスは、県が発注する入札や契約の情

報を県庁ホームページで閲覧できるものであり

ます。電子入札システムにつきましては、平成19

年７月から全案件につきまして導入いたしまし

て、6,027件の入札を実施したところであります｡

また、建設業者に対しましては電子入札と電子

納品の研修を、県職員には電子納品の研修を、

それぞれ実施したところであります。

施策の成果等でありますけれども、19年度は

電子入札を全面導入したことによりまして、入

札の透明性及び利便性の向上が図られていると

考えておりまして、今後とも、システムの円滑

な運用に努めてまいりたいと考えております。

次に、254ページをごらんください。施策体系

区分１）の挑戦する中小企業への支援でありま

す。施策推進のための主な事業及び実績の表を

ごらんください。建設業指導事業でございます。

建設業許可や経営事項審査を実施いたしました

ほか、県内各地で建設業者研修会を開催いたし

まして、許可制度や建設業法遵守等につきまし

て指導を行っております。また、経営革新講習

会の開催でありますとか、経営相談窓口の設置、

新分野進出セミナーの開催や、新分野での定着
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促進のための助成、さらには建設事業協同組合

等への融資原資の貸付等により、積極的に経営

基盤の強化に取り組む業者を重点的に支援いた

しております。

施策の成果等でありますけれども、建設産業

を取り巻く経営環境は大変厳しいものがござい

まして、建設産業の不振は地域の経済と雇用に

も深刻な影響を及ぼしますことから、引き続き、

技術力や経営基盤の強化に積極的に取り組む地

域の建設業者を重点的に育成・支援していく必

要があると考えております。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はありません。

管理課は以上でございます。

○小野用地対策課長 用地対策課であります。

当課の予算は、一般会計と特別会計に分かれ

ております。資料の10ページから12ページであ

ります。まず、一般会計についてであります。10

ページの一番下の段の一般会計計をごらんくだ

さい。平成19年度決算額は、予算額18億3,954

万4,000円、支出済額18億3,937万2,709円、不用

額17万1,291円となっておりまして、執行率

は99.9％となります。

なお、執行残が100万円以上及び執行率が90％

未満のものはありません。

次に、11ページをごらんください。公共用地

取得事業特別会計についてでありますが、決算

額につきましては、先ほど、部長が説明申し上

げましたので、省略させていただきます。

なお、執行残が100万円以上及び執行率が90％

未満のものはありません。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算額につきましては、一番下の段の用地

対策課計をごらんください。予算額51億211

万8,085円、支出済額49億2,563万1,238円、翌年

度繰越額１億7,602万4,923円、不用額46万1,924

円となっておりまして、執行率は96.5％で、翌

年度への繰越額を含めますと99.9％となります。

次に、特別会計の歳入についてであります

が、12ページの一番下の段の歳入合計をごらん

ください。予算額32億6,257万4,085円、収入済

額37億3,520万7,200円となっておりまして、収

入未済額はありません。なお、収入未済額が予

算現額を４億7,263万3,115円上回っております

が、これは、平成19年度２月補正後の事業課か

らの繰入金の増加が主な理由であります。

次に、主要施策の成果についてであります。

報告書の255ページをお開きください。公共事

業用地取得の推進であります。これは、公共事

業を円滑に推進するために、特別会計による公

共事業用地の先行取得を行うものであります。

平成19年度は早鈴岳下通線外５事業につきまし

て用地取得を行ったところであります｡

次に、監査委員の決算審査意見書についてで

ありますが、特に報告すべき事項はありません。

用地対策課は以上でございます｡

○岡田技術企画課長 技術企画課であります。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の13ページでございますが、一番

下の段の技術企画課計の欄をごらんください。

当課の平成19年度決算額は、予算額２億9,411

万3,000円、支出済額２億9,361万513円、不用額50

万2,487円で、執行率99.8％となります。

なお、目の執行残が100万以上及び執行率

が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の技術企画課のインデックス、256ペー

ジをお開きください。１）の環境への負荷が少

ない循環型社会づくりでございます。この施策
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は、廃棄物の発生抑制、適正処理を推進すると

ともに、循環型社会の形成に貢献する環境に優

しい製品の積極的な利用を促進するものであり

ます。技術企画課では、建設副産物のリサイク

ル推進に取り組んでおります。

次に、施策推進のための主な事業及び実績の

表をごらんください。建設リサイクル推進にお

きましては､建設発生土情報交換システムを活用

し、建設発生土の有効利用を行うなど、宮崎県

建設リサイクル推進計画に基づき、官民一体と

なった建設副産物のリサイクル推進を図ったと

ころであります。また、リサイクル資材であり

ます溶融スラグの有効利用について、調査検討

を行ったところでもあります。

施策の成果等につきましては、コンクリート

塊やアスファルト塊などの建設副産物について、

分別解体、再資源化が着実に進められたところ

であります。今後とも、環境への負荷の少ない

循環型社会を構築するための取り組みを推進し

てまいりたいと考えております。

次に、257ページでございます。２）の建設業

対策の推進でございます。この施策は、公共工

事の品質低下を防止するため、施工体制監視チー

ムによる施工体制の重点点検を実施し、品質確

保を図るものであります。

施策推進のための主な事業及び実績でござい

ます。公共工事現場点検強化におきましては､施

工体制監視チームによる施工体制の重点点検

を190件実施したところであります。

施策の成果等につきましては、工事現場の施

工体制の適正化が図られ、工事の品質が確保さ

れたところであります｡今後とも、引き続き施工

体制の重点点検を実施し、公共工事の品質確保

を図ってまいりたいと考えております。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

技術企画課については以上でございます。

○山﨑道路建設課長 道路建設課でございます｡

当課の決算について御説明いたします。

資料の14ページから16ページであります。16

ページの最後の計の欄をごらんください。決算

額でございます。予算額が296億1,305万4,000円、

支出済額が241億8,113万6,000円、翌年度への繰

越額が54億3,168万9,000円、不用額が22万9,000

円、執行率が81.7％、繰越額を含めますと99.9％

となっております。

次に、執行残額が100万円以上の項目について

でございますが、対象になるものはございませ

ん。

次に、執行率が90％未満の項目についてであ

りますが、15ページをごらんください。道路新

設改良費でございます。執行率が76.7％となっ

ておりますが、主に繰り越しによるものでござ

います｡

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書のインデックスの道路建設課、258ペー

ジをごらんください。３）の地域交通ネットワー

クづくりについてであります。

施策推進のための主な事業及び実績について

御説明いたします。事業名の公共道路新設改良

（一般国道）でありますが、この事業は、国の

補助を受けて、県内国道の拡幅整備を実施する

ものであり、道路改築で国道218号外７路線で事

業を実施いたしており、完成及び一部供用も含

め2,200メーターを、特殊改良事業におきまして

は、国道218号外９路線で事業を実施し、完成及

び一部供用を含め新たに2,760メーターを供用い

たしております。

次に、公共道路新設改良（地方道）でありま
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すが、都城東環状線外３路線で事業を実施いた

しております。

次に、259ページをごらんください。地方道路

交付金でありますが、この事業は、国から地方

道路整備臨時交付金の交付を受けて道路の拡幅

整備を実施するものでありまして、宮崎西環状

線外49路線で事業を実施し、完成及び部分供用

を含め6,435メーターを供用いたしております。

次に、施策の成果等でありますが、①から④

に掲げておりますように、本県の基礎的な社会

基盤としての道路の整備を進めてきており、先

ほど御説明しましたように、19年度は、新たに

約11.7キロメーターの区間について完成供用を

いたしたところでありますが、今後とも、必要

な道路につきまして、効率的・効果的に整備を

進めることといたしております。

次に、261ページの１）の広域交通ネットワー

クづくりについてであります。新規事業としま

してスマートインター等可能性調査を実施いた

しておりますが、この事業は、高速道路上にあ

りますサービスエリアやバスストップなどから

高速道路に乗り入れができる、ＥＴＣ車載車両

を対象とした、簡易なインターチェンジのこと

をスマートインターと言っておりますが、その

設置の可能性につきまして、既存の山之口サー

ビスエリアほか県内10カ所について調査を実施

したものであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に指摘事項はございませんでした。

道路建設課は以上でございます。

○東道路保全課長 道路保全課でございます｡

当課の決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の17ページから20ページ

でありますが、20ページの一番下の段、道路保

全課計をごらんください。当課の平成19年度決

算額は、予算額147億2,460万1,000円、支出済

額123億5,010万9,154円、翌年度繰越額23億7,431

万4,000円、不用額17万7,846円、執行率83.9％、

翌年度繰越額を含めますと99.9％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものはござ

いませんので、執行率が90％未満のものについ

て御説明いたします。17ページにお戻りくださ

い。まず、（目）道路橋梁総務費ですが、執行率

が80.1％となっております。続きまして、18ペー

ジをごらんください。（目）道路維持費ですが、

執行率が85.9％となっております。最後に、19

ページをお開きください。（目）橋梁維持費です

が、執行率が79.5％となっております。これら

は、いずれも、事業の翌年度への繰り越しに伴

い、執行率が90％未満となったものであります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

報告書の道路保全課のインデックス、262ペー

ジからですが、主な事業を説明させていただき

ます。まず、263ページをごらんください。３）

の地域交通ネットワークづくりの地方道路交付

金であります。宮崎須木線ほかで交通安全事業

での自転車歩行車道の整備や、災害防除事業で

の落石対策等を行っております。

264ページをごらんください。施策の成果等と

いたしましては、交通環境の安全性や利便性が

向上しており、今後も、計画的に道路の整備や

維持管理を行う必要があると考えております。

続きまして、３の安全で安心な暮らしの確保

１）の交通安全対策の推進についてであります。

まず、１番目の公共交通安全施設ですが、国道219

号等におきまして、自転車歩行車道や電線共同

溝の整備等を実施しております。

続きまして、265ページをごらんください。一

番上の県単道路維持でありますが、県が管理し
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ます国道16路線、県道197路線におきまして、路

面、のり面、安全施設等の日常的な維持補修を

実施しております。

施策の成果等といたしましては、交通環境の

安全性・快適性が向上しており、今後も引き続

き、計画的に交通安全施設等、交通環境を整備

する必要があると考えております。

次に、266ページをお開きください。３）の災

害に強い県土づくりについてであります。公共

道路維持でありますが、国道265号外２路線で落

石防止対策はトンネル補修を、また、国道218号

の７つの橋梁で補修工事等を実施しております。

施策の成果等といたしましては、着実に整備

を進めておりますが、まだ未対策箇所が多く残っ

ており、引き続き、計画的に対策を講じる必要

があると考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書について

であります。

お手元の宮崎県歳入歳出決算審査意見書及び

宮崎県基金運用状況審査意見書の３ページをご

らんください。２の予算の執行についての（２）

工事請負契約の変更についてであります。これ

は、委員会資料の６ページ、工事の施工につい

ても記載しておりますが、当課が所管いたしま

す小林土木事務所の国道221号えびのループ橋の

一つであります霧の大橋の橋梁維持工事におき

まして、当該工事とは直接関連性がない工事を、

設計変更により追加施工していたという指摘に

よるものであります。小林土木事務所では、交

通事故防止のために、区画線を設置してほしい

という警察からの要望もあり、同一路線上の交

通安全上の連続性を確保する必要があると判断

し、同工事において追加施工を行ったものであ

りましたが、今後は、当該事業目的の妥当性を

十分考慮して、適切に対応していくよう徹底を

図ったところでございます。

道路保全課は以上でございます。

○渡辺高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます｡

当局の決算について説明いたします。

委員会資料の48ページと49ページです。49ペー

ジの一番下の段の高速道対策局計をごらんくだ

さい。平成19年度決算額は、予算額35億9,760

万4,000円、支出済額31億3,827万9,411円、翌年

度繰越額４億4,782万円、不用額1,150万4,589円、

執行率が87.2％、翌年度繰越額を含めます

と99.7％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て説明いたします。48ページに戻っていただき

たいと思います。（目）道路橋梁総務費でありま

すが、執行残が1,150万4,589円となってござい

ます。これは、主に委託料の執行残であり、西

日本高速道路株式会社から委託を受けているも

ののうち、予定していた収用案件の一部解決に

より執行残が生じたものと、行政代執行に当たっ

て、執行物件の一部が自主撤去されたことによ

り、執行残が生じたものでございます｡

次に、目の執行率が90％未満のものについて

説明いたします。同じく、48ページの（目）道

路橋梁総務費でありますけれども、これは、主

に翌年度への繰り越しによるものでございます｡

次に、主要施策の成果についてでございます｡

報告書の高速道対策局のインデックス、292

ページをお開きください。まず、施策促進のた

めの主な事業及び実績について説明いたします。

高速道路網整備促進につきましては、高速道路

網の早期実現に向けまして、各種大会だとかシ

ンポジウムの開催や、国などの関係機関への要

望活動等を実施したものでございます。

また、高速道周辺特別対策につきましては、
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高速道路の整備に伴いまして、先行的に行う必

要がある工事用道路などの整備を行ったもので

ございます｡

次に、施策の成果等について御説明します。293

ページの下のほうから294ページにかけて記載し

てございます。東九州自動車道につきましては、

西日本高速道路株式会社によって整備が行われ

ている門川―西都間と、国土交通省により整備

が行われている新直轄区間である大分県境―北

川間、清武―日南間の、合わせた全区間で開通

に向けて順調に事業が進んでいるところでござ

います。また、九州横断自動車道延岡線につき

ましても、供用区間の舞野―延岡間に続く北方

―舞野間においても整備が進むなど、県内の高

速道路などの整備促進について、おおむね順調

であるというふうに認識しております。なお、

懸案となっております補償金目的植栽行為につ

きましては、１カ所、平成20年２月に行政代執

行を行いました。今後とも、植栽者に対し、引

き続き、自主撤去の要請を行い、応じない者に

対しましては、土地収用法の手続を進めるなど、

毅然とした態度で臨んでいくこととしておりま

す。

最後になりますけれども、監査委員の決算審

査意見書に関しては、特に報告すべき事項はご

ざいません。以上でございます。

○十屋主査 執行部からの説明が終了いたしま

した。これより質疑を行いたいと思います。

○坂元委員 今、５つか６つの部門が終わりま

したが、非常にすらすらと説明がいく。なぜか

というと、決算は、不用額が100万円以上あるい

は執行率が90％を切ったものということで限定

して説明しているから、すらすらいくんであり

ますが、そのもとをただせば、２月議会の補正

で、国庫補助金の確定に伴うもの、事業費の確

定に伴うものということでばっさり補正してい

るわけですね。ですから、すべて整理されたも

のがきょう出てくるということになるわけなん

です。そこ辺を考えると、例の不適正な処理、

節の間の流用だということになれば、なぜ、補

正のときにやらないんですかね。普通、流用と

か充用というのは大体補正でやるものですが、

そのときにやられなかった理由は何でしょうか。

○持原管理課長 今回は19年度の決算を御審査

いただく場だと私、認識しておりますけれども、

県土整備部といたしましては、不適正な予算の

使用につきましては２件ございまして、そのい

ずれも、科目更正によりまして適正な科目へ振

りかえが済んでおりますので、19年度決算とし

てはそういう不適正な支出というものはないも

のと理解しております。

○坂元委員 私が言っているのは、予算の編成

のときに、補正するときに、普通、組み替えは

やりますね。例えば予備費から充用する場合も

ある、あるいはまた、同じ節か目の中で流用す

る場合もありますね。そういう流用も、普通、

議会の補正予算の中で出てくるべきですね。補

正予算では一般的にはそういうことはなされな

いのですか。

○持原管理課長 委員がおっしゃっているのは

節の流用のことですね。通常、私どもは、議会

のほうの御審査にかけておるのは、款項という

ふうに理解しておりますので、そこの部分まで

は議会の審査には付していないというふうに理

解しております。

○坂元委員 更正というのはどういう意味にな

るわけですか。

○持原管理課長 今回の県土整備部の更正につ

きましては、２品目について、款項目の目の部

分で正当な科目へ直したというのが１点と、節
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の取り扱い、これにつきましては、需用費を使

用料及び賃借料に、あるいは需用費を備品購入

費へ科目更正した、この２点でございます｡

○坂元委員 普通、予算要求するときには、来

年度はこの予算が必要だ、こういうものを借り

なきゃいかんなとか、こういうものは買わなきゃ

いかんなということで、積み上げ方式で予算を

要求しますね。しかし、これは明らかに、見る

と３円とか円単位まで操作してあるわけですね。

だから、ちゃんと心得ていて、これをつけかえ

でしてくれんかという内訳書を向こうがつくる

ということになりますね。必要な金額に合わせ

て、逆に請求書みたいなものをつくってくると

いうことになるわけしょう。これを見ると２つ

とも何円まで合うわけですわ。ということは、

長年の積弊というのがずっとたまっていたとい

うこと、なれ親しんでいたということでしょう

ね。我々は普通、来年はこういう機械が必要だ、

こういうのが欲しいというふうに予算要求して、

当初予算に乗せるんだけど、それがなされなく

てアバウトな予算要求がされているのか、それ

とも、せっぱ詰まってそういうふうにせざるを

得なかったのか。それはせっぱ詰まってしても

いいでしょうが、今後は仕分けをこういうふう

に細かくそろえてくるというのは、相当長年の

積年の弊害と言うと語弊があるが、なれ親しん

だ手法だなというふうに思うんですが、それは

それでいいんです。ただ、問題は予算要求の段

階でのぴしっとした筋道というのを立てられた

ほうがいいというのと同時に、途中で目の変更

でもある場合は、市町村議会の場合はちゃんと

議会に補正を、流用しましたという報告をやる

のが普通だと私は思っています。以上です。

○持原管理課長 県土整備部の特性といたしま

して、いわゆる公共事業費を持っているもので

すから、国の公共事業費の事務費あたりをでき

たら有効に活用させていただきたい、そういう

面で従来の慣習といいますか、安易な取り扱い

があったのではないかというふうに反省してい

るところでございまして、今後、委員の御指摘

も踏まえまして、適正に処理をしてまいりたい

と考えております。

○水間委員 別冊の資料で県土整備部の決算の

概要をいただいているんですが、18年度の決算

額を見ますと、総体予算が1,307億8,000万なん

ですね。これが19年度の決算では約1,023億2,000

万ですから、300億落ちている現状ですね。そし

てまた、その中で18年度で繰り越しが200億あっ

たものが、今回も同じぐらいの176億5,000万円、

そして不用額でも18年度分４億9,000万が、こと

しも４億を超えている、こう見ますと、今、建

設業界が大変だ、大変だとか、あるいは景気を

支えなきゃならない、地域の雇用も問題がある

という中で、現状として、繰り越しあるいは不

用額、いろいろ理由はあるものの、もうちょっ

と何か方法はないものか、そこら辺、総体的に

お聞きしたいんですが、どうですか。

○持原管理課長 19年度の予算額は1,023億とい

うことになっておりますけれども、これは、２

月補正での最終的な予算額が約822億ほどござい

まして、これに18年度から19年度への繰越額、

これが約200億ございまして、あと若干、予備費

の充用額がございますけれども、そういうこと

で1,000億という決算になっておるわけでござい

ます。もともとの800億何がしのところにつきま

しては、今、県を挙げて財政健全化に取り組ん

でいる中で、一定の県全体での予算のシーリン

グというのもございまして、県土整備部といた

しましては、おくれておる社会資本の整備にで

きるだけ力を入れていきたいとは考えておりま
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すけれども、全体的な県のシーリングの中で厳

しい措置を余儀なくされているというのが現状

でございます。今後とも、予算の確保につきま

しては、例えば、ことしの９月補正では、例の

交付金の補助率アップ等で20億ほど増額補正も

させていただきましたけれども、そういう面で

財政当局に対しては、予算の確保につきまして、

可能な限り訴えてまいりたいと考えております。

○水間委員 それと、繰り越し理由の中に用地

補償交渉とか工法の検討とか、常に出てくるん

ですね。いわゆる発注者側としては、路線決定

をする、そして工法もある程度決める、その中

で工事の概要を決めていくんでしょうが、そこ

あたりがいつも繰り越しの理由になる。用地交

渉のあり方、恐らく、内諾を得るところまでや

られて決定するんでしょうから、そこあたり、

もうちょっとどうにかならないのかと常に思う

んですよ。結局、用地補償交渉で時間をとって

しまうので、どんどん工期はおくれる、常にま

た繰り越しをしなきゃならない、年度で終わら

ない、こんな感じが多いんじゃないかと思うん

ですが。

○小野用地対策課長 一般的に繰り越しが多く

なる理由は、建物等があった場合、その代替地

を見つける必要があるんですね。そのための選

定に非常に日数を要するというのが主な理由で

ございまして、御理解をいただきたいと思いま

す。

○水間委員 気持ちはわかるんです。確かに、

用地交渉は大変だと思います。しかし、家だけ

ではなくて、山林であったりする中では、地権

者がばらばらになって、関東、関西に出ている

人のまでわざわざ印鑑とりにいかないかん、そ

ういう御苦労もわかるんだけれども、だったら、

事前の説明会を当然されるわけだから、そこま

で来たときには内々承諾をいただけるような、

一つの路線の決定を変えますよとか、県が決め

たら絶対変えませんね、そういう意味では。路

線の変更はそんなにしないでしょう。そこらあ

たりが結局、工事がどんどんおくれていく。し

かも、今、経済対策をやらないかん、景気対策

をやらないかんという時期ですから、用地交渉

も大変だと思いますけれども、わかっているん

ですが、一言、決算について申し述べておきま

す。

それと、292ページ、高速道対策局の高速道路

網整備促進の関係ですが、国及び関係機関への

要望活動ということで、これはもう35回ですよ。

これは何年から始まっているんですか。ここま

でやらなきゃいけないのかという……。

○渡辺高速道対策局長 15年度からの実績を載

せてありますが、いつから始めたかというのは、

手元にございませんけれども、各種大会とか、

東九州自動車道と延岡関係のやつで県が直接負

担金を出して協議会に参加しているものもあれ

ば、それぞれの経済界が独自にやっているもの

も含めまして回数を積んでございます。今、委

員の御指摘のそこまでやる必要があるかといっ

たことでございますけれども、東九州自動車道

とか延岡線は、早く整備をしてもらわなきゃい

けないというのは、これは県民すべての総意だ

と思いますので、その必要性を東京のしかるべ

きところに、それぞれの団体がちゃんと忘れ去

られないようにやるということは、絶対それは

不可欠だということのように私は思っておりま

すので、そのやり方については、当然、節約す

る部分については努力して節約しているつもり

でございますので、そこの必要性につきまして

は、絶対必要だという決意のもとにやらせてい

ただいておりますので、よろしくお願いしたい
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と思います。

○水間委員 対策局長に対して失礼な言い方か

もしれませんが、宮崎県が35回も期成同盟会を

含めて、いろんな道路の期成会で大会をやりま

す。そこまでやらないとまだできないのかと、

今、お感じだと思いますけれども、我々、国交

省並びに関係省庁にいろんな陳情をやる、もっ

とそういう意味では、35回もやらなきゃならな

い現状をもっと早く察知していただいて、なる

べくこういうものは必要ないぐらいの予算措置

をお願いしたいなと思うところです。よろしく

お願いします。

それから、261ページの道路建設課です。スマー

トインターの可能性調査を11カ所やられたとい

うことですけれども、その調査結果について、

どうですか。

○山﨑道路建設課長 スマートインターにつき

ましては、昨年度11カ所、これは、県内にござ

いますサービスエリア、バスストップ、そうい

うところにつきまして調査をいたしております。

その中で、要するに、これに隣接しますところ

のインターチェンジ等の利用状況、そういうも

のも換算しまして、それぞれのサービスエリア

等での見込みについてやったわけですが、一番

可能性としてあったといいますか、対象になり

そうだというのが２カ所ほどございました。山

之口、それと、これは将来の状況を見ないとわ

からないというのが、国富のバスストップとい

うのが最終的な対象箇所になるんではないかな

と、絞り込みはいたしております。その中で、

山之口につきましては、都城市のほうでも設置

の協議会が設立されたというようなことで、今、

我々のほうで昨年度整理した資料につきまして

は、提供しまして、新たに検討を進めておられ

ると聞いております。以上です。

○水間委員 今、医師不足で、成果の中にも出

ていますが、救急医療の問題を含めますと、実

は私も経験があるんだけど、都城インターから

小林に帰ろうとしたら、どこでどう間違ったか

宮崎市に乗ってしまったんです。折り返そうと

思うけど、田野まで行かなきゃならないんです。

約20分走らなきゃならない。これは大変です。

そこを考えたり、救急車、医療問題でもそうで

すが、スマートインターは非常に発想がいいな

と。今、高城あたりも必要、山之口も必要、国

富も、そう考えますと、山之口インターでも一

番必要な部分じゃないかなと。都城はちょっと

近いんだけれども、そういう意味ではサービス

エリアがある考えからすると、今後、十分にこ

の検討結果を踏まえながら、ひとつ整備方をお

願いしたいなと思いますが、年度的にこれをい

つやるかということは、何かありませんか。

○山﨑道路建設課長 スマートインターにつき

ましては、運営自体が地元自治体というのが一

つございます。結構、投資額も要るということ、

それと、一番は宮崎県の場合、ＥＴＣ搭載車を

対象にするというようなことになっておりまし

て、利用率が御存じのようにかなり低いという

ような状況の中で、自立といいますか、採算性

がとれるかということで、山之口が一番可能性

としてはあるんですけれども、それでも厳しい

という状況のようです。今後、都城市が中心に

なることになりますが、整備をしたいという状

況になりますと、国等にもお願いしまして、認

定を受けて、社会実験といったような段取りに

なりまして、採算性等も検証して、それから本

格的な導入ということになってまいります。

それと、もう一つは、まだ高速道路が全部つ

ながっていないというような状況もございます。

特に、先ほど言いました国富につきましては、
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全部つながった状態でないと、我々、適地では

ないかなとは思っていますが、今の時点では採

算も当然だめだというような状況でございます

ので、その辺を踏まえて、地元とも協議を進め

ていく状況になろうと考えております。ですか

ら、いつごろというのはなかなかここでは……。

○水間委員 今、課長の答弁の中にＥＴＣの利

用率が非常に悪いということ、逆に言うと、ス

マートインターで利便性が出てくるとすれば、

ＥＴＣを持たないと出入りができないというこ

とは、ＥＴＣ利用の可能性が高くなるというこ

とですから、ひとつそこらあたりはよろしくお

願いいたしたいと思います。

それから、256ページの技術企画課ですが、こ

れは環境対策の問題になるのかもしれませんが、

溶融スラグ、リサイクル資材ですが、今、現状

として、どのあたりまでこれを利用しながら、

県の公共事業としてやっておられますか。

○岡田技術企画課長 溶融スラグについてです

が、ここで言う溶融スラグというのは、エコク

リーンみやざきから排出されるごみ溶融スラグ

なんですが、この利活用について、平成16年度

から技術センターと宮崎大学と共同で研究して

まいりました。そして、平成18年度に高岡土木

事務所管内の県道南俣宮崎線で試験施工、これ

は小規模でございまして、延長100メートル、面

積が650平方メートルですが、アスファルト舗装

材に混入して活用いたしました。県土整備部で

は、まだ試験的施工はこの１カ所でございまし

て、19年度に追跡調査をいたしまして、土木的

見地、つまり、車両が通過することによるわだ

ち掘れとか、平たん性とか、ひび割れとか、す

り減り抵抗とか、そういうものについては特に

問題ないということなんですが、まだ施工して

１年でございます。環境対策推進課のほうで今

年度から22年度にかけまして、やはり宮崎大学

とタイアップして利活用について研究している

ところでございます。これらについては、環境

影響評価とか、そのあたりまで含めてというこ

とになります。県土整備部では、そのあたりを

待って本格的に利活用していくことになるのか

なと考えております。以上でございます。

○水間委員 今、南俣宮崎線で試験導入をやら

れているようですし、また、環境対策推進課の

ほうでの試験結果―今からの環境問題を考え

る中では非常に大事なことだと思いますし、ト

ン当たりどのくらいしてというのは向こうのほ

うかもしれませんが、資材の購入、品確法のど

うのこうのということになると、そこあたりは

どうなのか、問題が出てくるのかもしれません

が、いいことですから、ぜひ、進めていただき

たいと思います。

○岡田技術企画課長 現在の状況でいくと、や

はり普通の砂を使うよりも単価は高い状況でご

ざいますが、溶融スラグをどう処理するか、県

全体で考えた場合のコストは考えていく必要が

あるのかなと考えております。

○河野哲也委員 ２事業に質疑ですけど、257

ページ、公共事業現場点検強化ということで、

今回の入札・契約制度改革ということでの一つ

だと思うんですけど、まず確認ですが、重点点

検190件となっていますけど、これは何か基準と

いうか、190件になった基準、ここを調べようと

いうのは、以前、確認があったかもしれません

けど、もう一度確認しておきます。

○岡田技術企画課長 監視チームが入る、いわ

ゆる点検対象基準は定めております。まず１点

目が、一次下請者が元請契約額の過半を占めて

いる工事、第２点目が、同業種の等級の上位ま

たは同位の者が下請にある工事、つまり上請、
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横請ということになります。第３点が、工区分

割された同時期の隣接工事に同一の下請業者が

存在している。分割された工事の下請業者が同

じであれば丸投げの疑念があるということでご

ざいます。それから、建設業法で言うところの

監理技術者の専任に疑義がある工事、それから、

落札額が監督強化価格基準未満となった工事。

この監督強化基準価格なんですが、これは、直

接工事費、共通仮設費、一般管理費の４分の３

という基準を設けておりますが、これを計算す

ると予定価格のおおむね85％以下の落札になっ

た工事が該当いたします。以上でございます。

○河野哲也委員 この190件の中で、施策の目標

の中で２つ代表的に指摘事項ということであり

ますけど、手抜き工事として指摘をした、そう

いう事案はあるか。それと、下請業者に過度な

しわ寄せが来るという危険性があるというか、

そういう指摘をした事例、件数、これを確認し

たいと思います。

○岡田技術企画課長 190件点検した中で、手抜

き工事が確認されたものはございません。ただ、

現場点検をして、現場に備えておくべき施工体

制台帳、下請までの関係を明記した施工台帳が

不備であった現場とか、それから、下請業者を

含めた災害防止協議会が設置されていないとか、

あるいは建設業の許可証、元請から下請までが

提示されていない現場があった、そういう箇所

はかなりの数、指摘されておりまして、発注機

関を通じて是正指導を行ったところでございま

す。

それから、２点目の下請を過度にいじめてい

ると、下請に過酷な条件ということでございま

すが、それについては確認できておりません。

積算価格から見て、適正な価格で下請されたも

のと見ております。下請については、それぞれ

下請通知が出まして、下請通知の中で設計と比

較して、これは適切かどうかということを個々

に判断しているところでございます。以上でご

ざいます。

○河野哲也委員 ２つ目の事業ですが、265ペー

ジ、緊急を要する自転車歩行者道の整備延長と

いうことで、進捗状況が目標値、実績値とあり

ますが、この目標値というのは、中長期的な目

標というのがあるんでしょうか。

○東道路保全課長 これは、ある程度中期的な

目標で、平均的な数字で計上しているものでご

ざいます｡

○河野哲也委員 中期的目標でいくと、毎年3.5

キロクリアしていけば目標が達せるという考え

なんですか。

○東道路保全課長 県内に一定の歩行者がいて

必要と認識される歩道未設置箇所、これが16年

の点検で約200キロありまして、それを今の実績

でいきますと大体3.5キロぐらいでしか整備が進

んでいませんので、まだかなり残っているとい

う状況になります。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○武井委員 まず、管理課、不適正な事務処理

の件から先に質疑を申し上げたいと思います。

見てみますと串間と建設技術センター、２件あ

るんですが、これは19年度ということなんです

が、この取引が行われたのはそれぞれ何月何日

でしょうか。

○持原管理課長 まず、串間土木事務所の案件

につきましては、平成16年度から乾式コピーの

使用料を需用費で支払っていたと。リースです

ので、本来、使用料及び賃借料で支払うべきも

のを、書きかえて需用費で支払っておったと。

感光紙を買ったように見せかけて、需用費で支

払っておったという事例でございまして、16年
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度から継続して行われておりまして、最終的に

は、19年度決算に係る分につきましては、19年

度の４月分、３万3,600円を支払っておったとい

う事例でございまして、支払い年月日は、ここ

に書いてありますとおり、５月17日でございま

す。全庁調査は６月中旬ぐらいから入りました

ので、その前にやっておった事例ということで、

当然、全庁調査の中ではこれが把握されており

まして、科目更正というものに至ったところで

ございます。

それと、もう一つの建設技術センターの案件

でございますけれども、これは、気圧高度計、11

万3,400円ほどしたんですけれども、これを18年

度の予算と19年度、今回対象になっております

けれども、それぞれ分けて支払っておったとい

う事例でございまして、19年度分につきまして

は、19年５月25日に支払っており、これも、先

ほどの例と同じように、全庁調査の前に支払っ

ておったという事例でございます｡

○武井委員 その差額といいますか、建設技術

センターについてはそういったものを払ったと

いうような理解でいいかと思うんですが、串間

のほうの３万3,600円、このリース料は月ですか、

年ですか。

○持原管理課長 この３万3,600円は４月分、１

カ月分でございます｡

○武井委員 そうすると年間にすると40万ぐら

いの金額になるかとは思うんですが、そうしま

したときに、串間のほうは感光紙３つでこの金

額を捻出、過去も毎月こういうことをやってい

たということだというふうな認識をするところ

なんですが、この３万3,600円というのが、感光

紙３つ分で出ているんですが、金額的にはそう

大きくないかもしれませんが、例えば､感光紙が3

万3,600円ですけれども、実際にコピーの賃借料

もこんなにきっちりと同じ金額になるのか、賃

借の金額というのは実際はもうちょっと低いの

かもしれないなという考え方もできるんですが、

この金額というのは本当に、単価計算をした結

果の感光紙の金額とこのコピーの賃借料という

のは、結果として全く同額になっていたという

理解でよろしいですか。

○持原管理課長 おっしゃったように、年額で

は40万3,200円ということになっておるんですけ

れども、我々、今回の全庁調査に当たりまして

も、その価格が妥当なのかどうかという観点か

らも調査をいたしまして、現場的にはほぼ同額

という結論を得たところでございまして、今回

の監査委員の意見の中でも、たしか1.8％ぐらい

高いというような調査結果が出ておったかと記

憶しておりますけれども、金額的には、いたず

らに高くなったりという状況はなかったという

ふうに理解しております。

○武井委員 確認ですが、科目を変更している

というような形で、結果として、19年度末まで、

現在も含めてということでしょうけど、串間土

木では青焼き機を同様に現在も使用していると

いう理解でよろしいでしょうか。

○持原管理課長 現在も使用しておるところで

ございます。なおかつ、適正な科目で支払って

おるということです。

○武井委員 わかりました。

では、次に移ります。監査の指摘事項につい

てなんですが、全体的なところなので管理課に

お伺いしたほうがいいかと思うんですが、見て

みますと、ものが多いですから、いろいろ出る

のはわかるんですが、日向土木が７つで非常に

多い、指摘事項が４つあるということで、特に

住宅関係も多いんですが、ほかの土木事務所、

例えば西都みたいに一つも出ていないところも
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ある割には、日向が特に多いようなんですけれ

ども、これについては原因とか分析、何か対策

とかなされたのかを伺います。

○持原管理課長 御案内のように、日向が多数

挙がっておるのは承知しておるところでござい

まして、17年災が県北地区、特に日向市、入郷、

椎葉等で非常に多額に上っておったと。その繰

り越し執行等において非常に事務がふくそうし

て、処理が適当でなかった面もあるのかなとい

うふうには考えております。一般的にほかの事

務所との違いといいますか、そういう面はない

ものと考えております。

○武井委員 確かに、災害の件というのは考慮

すべき点もあるかと思うんですが、ただ、見て

みますと県営住宅に関することが３件、あとは

バスの借り上げ料とか、そういったようなもの

ですから、そういった意味では、もちろんふく

そうしていた結果と言われればそれまでなんで

すが、災害業務と直接関係があるかなというと

ころもあるんですが、例えば、事務の仕組みと

か、事務所内の事務執行に何か問題があったと

いったようなことはなかったのか伺います。

○持原管理課長 体制等で特にあったというこ

とは考えておりませんけれども、事務を処理す

るに当たっての横の連携でありますとか、意思

疎通、そういう面で十分でなかった点があった

のかなというふうに理解しております。

○武井委員 わかりました。改善されていると

いう理解をしたいと思います。

続きまして、主要施策の報告書の254ページ、

建設業指導のところなんですが、こちらのほう

を見ますと、内容のほうは今までも説明があり

ましたので理解しておるところですが、下のほ

うの主要施策の成果等の②なんですが、新分野

進出に対する取り組みの機運が高まっていると

書いてあるんですが、高まっているんでしょう

か。

○持原管理課長 19年度は補正で新分野補助金

の補助を新設したところでございまして、50万

円限度で10件ほどということで、500万円ほど、

補正で措置させていただいたところでございま

して、これにつきましては、11件採択いたしま

して、491万円の執行をしたところでございます。

この補助金に対する関心も、地区別の説明会等

も開いておりますけれども、1,300名を超えるよ

うな申し込みがございまして、非常に関心が高

いということで、申請は21件ございました。そ

のうち11件を採択しております。そういう面で

も、そういう機運は高まっているというふうに

考えておりますし、あるいは次の20年度でござ

いますけれども、そういう状況も踏まえまして、

１件を100万円に増額して3,000万ほど準備させ

ていただいておるところでございまして、これ

につきましても、現時点でほぼ交付決定を終わっ

ているという段階でございます。以上でござい

ます。

○武井委員 そういった取り組みがされたとい

うことですが、経営革新講習会と新分野進出セ

ミナー1,312人と、さっきありましたことだと思

うんですが、それと41名ということで下のほう

に書いてあるんですが、これはどういった違い

があったものなんでしょうか。

○持原管理課長 まず、経営革新講習会でござ

いますけれども、これは、先ほど申しましたよ

うに、補正措置で新たに設けた事業でございま

して、11地区で23回開催したところでございま

して、内容といたしましては、今回の新しい補

助金の説明等もございますけれども、建設業界、

非常に厳しい状況にございますので、その辺の

現状と今後の展望、あるいは経営シミュレーショ
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ン等の説明講習会を行ったところでございます。

新分野進出セミナー、41名ですけれども、こ

れは補正措置前からやっていた事業でございま

すけれども、新分野への進出を検討している経

営者向け、トップ向けのセミナーでございまし

て、２日間の集中セミナーというようなことで、

県内で３カ所、３回ほど開催しておりまして、41

名の参加をいただいたということで、新分野で

の情報でありますとか、進出者の経験談、ある

いは県の支援方策、こういうものを集中的に勉

強していただくような機会として設けておるも

のでございます。以上でございます。

○武井委員 わかりました。これを見てみます

と、建設業の許可を新規と追加で234件、更新

で1,263件出しているわけですが、現状が非常に

厳しいという状況で、一方では新分野進出を図っ

ていかなければいけないという状況の中でこれ

だけのものを―もちろん、出すのがいけない

と言っているわけではないんですが―出して

いるわけですが、例えば､新規のときとか更新の

とき、特に新規のあたりで新しく建設業に参入

されるというような方に対して、もちろん御存

じだとは思うんですが、現状の厳しさとか、今

の現状等についてちゃんと説明がされているの

か。一方では新分野進出ということを求めて、

いろいろとセミナーもしていきながら、一方で

は許可を出していっているということになるわ

けですが、そのあたりというのは、許可を出さ

れるに当たって、現状の厳しさとかも含めて、

どれぐらい新規なり更新される方に対して説明

などを行っているのかということについて伺い

ます。

○持原管理課長 主な実績内容のところでも書

いておりますけれども、建設業者研修会という

ようなことで、建設業の大変厳しい状況という

のは重々説明をいたしておるところでございま

すけれども、御理解のとおり、建設業の参入と

いうのは、一定の要件を満たせば比較的参入し

やすい分野でもありますので、その辺をあらか

じめ、一定の要件を満たす者について、厳しい

ということは私ども、説明しておりますけれど

も、それを法律的にどうこうと言うことはでき

ないかと思いますけれども、そういう現状とい

うのは、いずれせよ、十分説明をしておるとい

うふうに考えております。

○武井委員 わかりました。

引き続き、別の視点でお伺いしますが、今回、

総括質疑をさせていただいたときに、どれぐら

い入札改革で経費の圧縮があったかということ

で、64億円でしたか、部長答弁をいただいたか

と思うんです。その圧縮された額がほかの工事

に振りかえられたという答弁であったかと思う

んです。道路建設課になるのかわかりませんが、

圧縮された額がどういうふうな形で、どの工事

に増額補正して振りかえたとか、そのあたりと

いうのは、実際に下げた分というのは一体どこ

に充当されていったのかというのを御説明いた

だきたいと思います。

○持原管理課長 額につきましては、試算値で

ございますけれども、公共三部の予算の額が677

億ほどございまして、落札率が9.5ポイントほど

下がっておりましたので、64億円ほど節減額と

して試算できるという回答をしたかと思います

けれども、おっしゃったように、その64億円に

つきましては、基本的には社会資本整備のため

の再投資に向けておるわけでございまして、例

えば、当初計画では１キロの道路改良を行う事

業が、イメージとしては、あと200メーター延び

たとか、そんなイメージになろうかと思います。

○武井委員 そういたしますと、もともとそれ
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ぞれの工事には予算があるわけですね。もちろ

ん県土整備部分というのがもっと少ないかもし

れませんが、何十億というお金が浮いたという

ことであれば、結果として、それぞれの工事に

いろいろ張りつけをしていくというようなこと

になっているはずなんですけど、額が上がれば

増額の補正をするとか、そういったようなこと

にはならなかったんでしょうか。

○持原管理課長 議決をいただいている予算の

範囲内で執行するわけですので、そこは執行段

階での取り扱いといいますか、そういうことで

特に補正は必要ないものと理解しております。

○武井委員 議決した予算がありまして、当然、

そのお金がなくても使える範囲のものだという

ことですね。ということは、浮いたお金があれ

ば、どこかにぺたぺたといろいろ張りつけていっ

て、つまり、さらにその分が追加された結果、

予算よりも使えた工事というのが出るんじゃな

いかと素朴なところで感じるんですが、そうい

うことにはならないんですか。つまり、予算の

範囲よりも充当されたお金があって、それまで

含めた形での工事というものが行われるという

ことにはならないのでしょうか。

○持原管理課長 ちょっと説明が悪いのかもし

れませんけれども、100の工事を予算いただいて

いたと、それが落札率が80％何がしになったの

で80で済みましたよと。残りの20というのは当

然予算として議決されているわけですから、そ

れを、延長を延ばしたり、あるいはその工事の

中身で設計変更で処理をしたり、あるいは別の

箇所に持っていったり、そういうことで再投資

に振り向けさせていただいておるということで

ございます｡

○武井委員 確認ですが、当然、それぞれの一

つ一つの工事に予算がある、もちろん、ここに

出てきていない部分もあるでしょうけれども、

ということは、その一つ一つの工事の中には当

初の予算よりも浮いたお金で充当して工事がよ

り延びてできたとか、より拡充してできたとい

うものが、それだけの金額があれば相当数あっ

たという理解でよろしいですか。

○持原管理課長 そういうことでよろしいかと

思います。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○星原委員 254ページ、先ほど武井委員から出

ましたね。あれを聞いておって、新分野に対す

る機運が高まったとか、いろいろ業者の人たち

がセミナーを受けて革新に取り組む業者がふえ

ているということなんですけれども、平成16

年、17年、18年、毎年、公共事業費200億、200

億、200億減額になってきた。19年度に入って、

知事がかわって一般競争入札になってきて、皆

さん方が思っているように、業者の皆さん方が

その辺の厳しさを本当に把握されて、こういう

言葉が出てくるのかなどうかなと私は思うんで

すよ。というのは、今、出ましたように、新し

い分野に１件50万でと、地元の人に聞くと、そ

んなものもらったって何もできないよというの

を聞かされているわけなんですね。だから、そ

ういうことやらを聞いていてこの問題を考えた

ときに、どういう形で業界を考えたり、あるい

はリードしていくのかということで、成果等の

書き方を見て、本当にそういうふうに受けとめ

られるのかなと、私は19年度の反省の中でそう

思うんですが、その辺についての考え方という

か、認識はどういうふうに受けとめられていま

すか。

○持原管理課長 おっしゃるように、今の建設

業の厳しい状況というのは、予算の減少、これ

は国を通じてのピーク時からの５割弱というよ
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うな予算の状況というのが、まずもって国じゅ

うにあろうかと思います。それに加えて、ほか

の県も導入しておりますけれども、一般競争入

札の拡大によって、競争性が高まって非常に厳

しい状況にある。加えて、昨今の不動産不況で

ありますとか、そして最近の世界的な恐慌的な

金融情勢というのも絡まって、建設産業だけで

はなくて全産業が、きのうのニュースでしたか、

上場企業の30社が倒産というような未曾有の状

況になっております。そういうことで、建設産

業、予算の減少でもともと厳しい中にあって、

そういう余波といいますか、そういう面でさら

に厳しい状況になっているというのは十分に理

解しておるところでございますので、その辺は

今後、いろいろ議論させていただきながら、対

策を打っていく必要があるというふうに考えて

おります。

ただ、私どもの新分野進出のほうの考え方で

ございますけれども、これは、あくまでも、私

ども、建設業の主管でございますので、建設業

に軸足を置きながら、新たな分野へ進出しよう

としておる業者さんの初期経費を助成しようと

いうことでございまして、19年度は50万、今年

度は100万円ということで、あくまでも初期経費

ということでございまして、これで弾みがつけ

ば本来の商工サイド、農政サイドの融資制度等

で本格的に新分野に乗り出していってもらう、

そこも非常に状況は厳しいでしょうけれども、

そういうふうに考えております。

○星原委員 私は、地元のいろんな業者の人た

ちの話を聞いていると、要するに、農業でと言

われても、農業に移りたくても、昔、農業をやっ

ていて、公共事業とか資格を取ってそういう形

でやってきて、今さらそっちに帰るというのは

なかなか厳しいんですよと。だから、行くとこ

ろまで行くしかないと言う人と、資産的にある

程度あった人が廃業していく、そういうことに

なってきているわけですね。だから、こういう

セミナーとか経営相談とかやられていくんであ

れば、本当の中身はどこら辺までそういう形で

いくのか。現実には、多分、公共事業費が減っ

てきていることが一番大きな要因だと思うんで

すね。国からの予算にしても、県の予算にして

も、予算が減ってきていることが第一ではある

だろうと。あとは落札率が下がってきて利益が

なくなってきているんじゃないかなというふう

に思うんですね。10年ぐらい前とすると、多分、

人件費にしても、１万8,000円前後だったものが、

１万1,000円とか１万1,500円とか言われている

わけですから、当時の積算の形で今の85％ぐら

いだったらまだ少しはあるかもしれませんが、

一方では、いろんな物価が上がって、人件費も

上がってくる中で、10年前とすると経費やらい

ろんなもの、人件費が下がってきているんです

よ。だから、利益がない中で競争させられてい

るものですから、非常に厳しいんじゃないかな

という部分があるんですね。そういうものをずっ

と16年から３年間やられてきて、一般競争が19

年度で完全に250万からと打ち出されてきた。

どういうことを後は考えていくかなんでしょ

うけど、宮崎県のことは宮崎県の業者ができる

ようにするために、いろんな業種がありますね、

測量から設計から始まって、工事の分野はいっ

ぱいあるわけですが、建築だったら電気やら給

排水やらいろいろあるわけですが、県内の業者

は県内でしか生きていけない。県外から入って

くる人は宮崎県で生きなくても、ほかでもいろ

いろできるわけでありまして、そういうところ

あたりの見直しとか、やるべきことが一方では

まだまだあるんじゃないかなというふうに思う
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んですよ。

行政側としての指導の部分もあるけれども、

一方では行政でできる部分をもう少し見ていか

ないと、どの業種にしても、まだまだその辺が

足りないんじゃないかなというのが我々に来る

んですよ。こういうところが厳しい、工法だと

かはこうしてほしいと。いろいろ総合評価なり、

見直しやらやっていただいてはいるところなん

ですけれども、あしたが、ことしが越せるかど

うかわからないような業者の人たちがいっぱい

今、周りにいるわけですよ。私の高城でも、こ

このところ、４～５件やめていくという話を聞

いているんですが、県内ではこれから年越しに

向けてかなり厳しい状況になっていくのかなと。

それで、やっぱり業界の人たちがある程度、仕

事が減ってきていたし方ないんだと納得できる

ような形の流れの中でそういうふうになってい

く分にはいいんですが、まだこういう点を改良

してほしいとか、いろいろ出てくるわけですよ。

この辺の見方が、本当に19年度の成果のとこ

ろあたりの読み取りが、そういう形で判断して

いいかどうかなと私自身は思うものですから、

そういうことを踏まえて、じゃ、20年度はどう

やってきているか、先ほど言われた100万で3,000

万までふやしたとか、それはそれでありがたい

ことだと思うんですが、そういう分野なり、あ

るいはほかのいろんなことでも、やり方に工夫

をしていただくとまだまだ業者の人たちも納得

する部分もあるのかなというふうに思います。

大きな災害が去年、ことしとあっていないから

いいけれども、地震なりいろんな大きな災害が

出たときには、やっぱりそれぞれの地域の中で

守っていくものは守っていかざるを得ないのか

なと思っていますので、考え方は、どこかにそ

の辺のところもちゃんと把握されて、19年度の

ことがそういうふうになっておりますから、20

年度はどう出てくるかわかりませんけれども。

そういう一方でまた、私は税収面でも県税の

収入がかなり落ちてくるんじゃないかなと。そ

うなると県単事業は、なおまた、できにくくなっ

てくるんじゃないかなと。そうなると、税収が

上がる方法の中では、公共事業なんかもいろん

な角度で、地元で金が回るような方法を考えて

いただきたいなというふうに思っているんです

が、その辺について、取り組みが多少あれば教

えてください。

○持原管理課長 確かに、おっしゃるように厳

しい状況はございます。宮崎県のそういう取り

組みといたしまして、一つは例の入札談合事件、

今も尾を引いておりますけれども、これがきっ

かけだったと。非常に公共事業予算が削られる

中でそういうものが起きまして、それに対する

県民の信頼を回復することがまず第一であった

と。そういうことで今、一般競争入札を拡大す

るのを柱とした入札・契約制度に取り組んだと。

そういう中にあって、おっしゃるような非常に

厳しい状況というのは十分理解しておるところ

でございまして、今後は、入札改革の競争性の

確保、あるいは透明性の向上、公正性の確保、

そういう観点を頭に置きながらも、持続的に本

県の建設業者が地域経済における役割でありま

すとか、雇用における大きな役割を果たしてお

りますので、そういう面での対策といいますか、

そういう面での配慮をしながら、制度の改善を

図っていくと。おっしゃったような総合評価も

その一つでありましょうし、あるいはそれぞれ

入札参加資格要件の問題もあります。あるいは

県内業者の育成という面もございます。そうい

う面でさらにいろいろ制度を改善してまいりた

いというふうに考えております。
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○星原委員 今、課長が言われたことで私は非

常に残念だと思うのは、要するに、入札談合が

あったという話なんですが、業者の人たちは、

これは官製談合だったんだと、おれたちじゃな

いんだと。ただ、時代の流れは多分、一般競争

になったり電子入札になっていくだろうと。だ

けど、急激にこんなカーブを切られるとは思っ

ていなかった。去年からなされていることが、

２～３年かけながら少しずついろいろ入ってい

くのかなと思っていたところに、官製談合があっ

て、行政側の問題だったのに、我々業者のほう

にそれが振り向けられたと、そういう意見のほ

うが多いんです。

時代としては、そういう流れが来ることは予

想はされていたけれども、全国の流れでいって

も、250万から一般競争入札に一気に入っていっ

た形というのはそうないわけでありまして、あ

る程度、業者の指導をしたり、業者の経営内容

とかいろんなものを分析しながらの中でなされ

ていけば、もう少し倒産なり廃業なりが、最終

的にはどこかでそうなっていくかもしれません

けれども、もう少し緩やかな形で流れていたん

じゃないかなということがあって、要するに、

業者の人たちの談合ということだけれども、言っ

ておきますが、業者の皆さんは、官製談合だっ

たんだと。本当は我々はそのあおりを早く受け

過ぎて、体制が整う前にこういう状況になった

んだという意見が出ておりますので、その辺は

認識をちゃんと把握した上で考えておってもら

わんといかんなというふうに思うんですよ。こ

れは別に答弁は要りませんけれども、私はそう

いうふうに思っておりますから、そういうこと

の流れの中でどう育成していくかというのが、

これからの課題じゃないかなというふうに思っ

ていますので、県内業者が地元で少しでも生き

れるようなことができる範囲は、ぜひ、そうい

う形で組んでいただきたいというふうに要望を

いたしておきます。部長に何かあれば……。

○山田県土整備部長 入札制度改革につきまし

ては、公正透明で、競争性の高い入札・契約制

度の確立というのは、私ども発注機関に与えら

れた責任でございますので、従来から取り組ん

でおるわけでございます。今後とも、その確立

に向けて最大限、努力をしてまいります。

一方では、建設産業という地域に貢献してい

る重要な役割があるわけでございまして、また、

基盤整備においても、その担っている役割とい

うのは非常に大きいものがあると。我々も十分

その辺は認識しておりますし、改革あるいは予

算が半減しているという厳しい状況で、建設産

業自体が全体的に疲弊してしまうというような

ことは、最終的には、地域にとっても、県民の

皆さんにとっても、大きなマイナスになるとい

うふうに思っております。

したがいまして、そういう制度改革を行いな

がら、その中で建設産業もしっかりした形で残っ

ていただきたいという思いで、基本的には、技

術と経営にすぐれた企業が伸びていける環境づ

くり、これを目指していきたい。やはり地域あ

るいは社会に貢献していただける企業、まじめ

な企業がちゃんと残っていけるような、そういっ

たことも十分念頭に置いて、この入札改革にお

いても、総合評価を軸として、いろんな御意見

を伺いながら、今後とも、タイムリーに見直し

を随時進め、あるいは改革を進めていきたいと

いうふうに思っております。よろしくお願いい

たします。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

それでは、前半の課につきましては、これで

終了したいと思います。
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午後の審議は１時から行いたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

それでは、午前中に引き続きまして、県土整

備部の平成19年度決算に係る質疑を行いたいと

思います。後半の説明をお願いいたします。

○岩切河川課長 河川課でございます｡

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の21ページからでございますけれ

ども、26ページの一番下の河川課計をごらんく

ださい。平成19年度の決算額は、予算額263億331

万2,000円、支出済額197億9,276万2,340円、翌

年度繰越額63億3,292万5,000円、不用額１

億7,762万4,660円、執行率75.2％で、翌年度繰

越額を含めますと99.3％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。21

ページにお戻りください。まず、（目）河川総務

費でありますが、執行率が66.0％となっており

ます。また、次の22ページの（目）河川改良費

でありますが、執行率が75.9％となっておりま

す。これらは、主に、翌年度への繰り越しによ

るものであります。

また、河川改良費の不用額5,398万1,213円に

つきましては、主な理由としては、えびの市で

実施しております障害防止事業において、橋台

施工時に使用する工事げたの転用により、製作

費が不要になったことなどによるものでござい

ます｡

次に、25ページをお開きください。（目）土木

災害復旧費でありますが、執行率が72.0％となっ

ております。これは、主に、翌年度への繰り越

しによるものであります。また、不用額１億1,641

万5,729円につきましては、17年災のすべての箇

所が完了し、流用する箇所がなかったことなど

による執行残であります。

26ページをごらんください。（目）直轄災害復

旧費の不用額608万2,538円につきましては、直

轄災害復旧事業負担金の執行残でありまして、

国の事業費の変更決定がおくれたことによるも

のであります。

次に、主要施策の成果について、主なものを

御説明いたします。

報告書の河川課のインデックスのところ、267

ページをお開きください。３）の豊かな自然環

境の保全・創出についてであります。表の１番

目、「ふるさとの道・川・海」愛護ボランティア

支援では、道路保全課、港湾課と連携いたしま

して、ふるさとの道・川・海の環境や景観の維

持を図るため、県民と行政が協働して美化活動

を実施するものであります。河川課におきまし

ては､河川や海岸の清掃など、ボランティア活動

に必要な資材の貸し出し、支給等を行いました

が、平成19年度は67団体、約１万人の参加をい

ただきました。

次に、268ページをお開きください。２）の危

機管理体制の強化であります。269ページの表の

洪水ハザードマップ作成支援であります。これ

は、災害発生時に住民や市町村等が的確に行動

できるよう、洪水ハザードマップを作成する市

町村に対し、国と県で費用の一部を補助すると

ともに、作成に関して指導・助言などを行った

ところであり、今後とも作成を支援していく必

要があると考えております。

次に、３）の災害に強い県土づくりでありま

す。270ページをお開きください。水防災対策で
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ありますが、これは、延岡市の五ヶ瀬川や北川、

日向市の耳川において、輪中堤の整備や宅地の

かさ上げなどを行うことにより、家屋の浸水被

害の防止・軽減に取り組んだところであります｡

総合流域防災でありますけれども、小松川外15

河川におきまして、河道拡幅や橋梁かけかえな

ど、河川改修による洪水対策を図りますととも

に、新別府川や大谷川などにおいて、水位計の

設置や浸水想定区域調査など、ソフト対策に取

り組んだところであります｡

河川激甚災害対策特別緊急事業であります。

これは、17年の台風14号による宮崎市の大淀川

や延岡市の五ヶ瀬川、18年７月の梅雨前線豪雨

によるえびの市の川内川水系の河川におきまし

て、浸水被害の軽減に向けて、堤防のかさ上げ

や排水機場の増設を緊急的・重点的に取り組ん

だところであります｡

次に、271ページをごらんください。○新浸水被

害「減災対策」実施地域抽出調査・検討であり

ます。これは、近年、県内各地で甚大な浸水被

害が頻発していることから、県内の浸水被害未

対応箇所において、市町村が補助事業として採

択可能性のある箇所の抽出に取り組んだところ

であります｡

県単自然災害防止河川改良でありますけれど

も、これは、五ヶ瀬川外26河川で河川の堆積土

砂の除去に取り組んだところであります｡

次に、272ページをお開きください。公共土木

災害復旧であります。平成19年度は、17年災､18

年災、19年災を合わせまして、宮崎市の大町川

外301カ所を実施しておりまして、災害箇所の早

期復旧に努めました。このうち、石崎川外137カ

所を20年度に繰り越しておりますけれども、こ

としの10月までに繰越箇所のうち約９割が完成

いたしております。

次に、補助事業のダム施設整備及び県単事業

のダム施設管理でありますけれども、県管理の

ダムを適正に管理するため、必要な管理設備の

改良工事や機器の更新、補修工事に取り組んだ

ところであります｡

侵食対策でありますが、これは、近年、著し

い侵食が見受けられます宮崎市の住吉海岸にお

いて、離岸堤による侵食対策事業を実施したと

ころであります｡

次に、273ページをごらんください。施策の成

果等につきまして御説明いたします。平成19年

度の成果といたしましては、17年の台風14号や18

年の７月豪雨などで甚大な浸水被害が発生して

いることから、浸水被害が大きかった箇所を中

心に、河川改修を実施しておりますが、平成19

年度から新たに五ヶ瀬川、耳川、三財川の河川

改修を実施しているところであります。また、

このようなハード整備とあわせまして、わかり

やすい防災情報の伝達提供や、浸水想定区域図

の作成など、ソフト対策も今後も推進していく

必要があると考えております。災害につきまし

ては、決定箇所の99.3％を実施しており、今後

とも、早期復旧に努めていくこととしておりま

す。

続きまして、監査における指摘事項といたし

まして、平成19年度宮崎県歳入歳出決算審査及

び基金運用状況審査意見書において、指摘事項

がございました。

審査意見書の５ページをお開きください。４

の（２）その他の収入の確保についてでありま

す。この中で、県税以外の収入未済額について

は、収入未済の解消と、新たな発生防止に努め

る必要があると指摘されております。

次に、21ページをお開きください。第14款諸

収入の３でありますけれども、河川課関係では、
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収入未済額として、座礁船舶の撤去費用に係る

過年度収入がございます。これは、平成15年４

月、一ツ葉海岸沖でホンジュラス船籍の船舶の

座礁事故が発生し、船主が撤去しなかったため、

行政代執行法に基づき県が撤去を行った費用で

あります。船舶所有者に対しまして、平成16年

７月23日付で撤去費用の納付命令及び請求を

行っておりますが、督促、催告後も納付されて

いない状況であります。また、滞納処分を目的

として資産等の調査を実施いたしましたが、差

し押さえ等を行える資産が存在しないことが判

明いたしましたので、継続した催告により、こ

れまで11回の催告状を送付し納付を促している

状況であります。今後も、催告を繰り返し行い、

粘り強く納付を促していきたいと考えておりま

す。

河川課については以上でございます。

○桑畑砂防課長 砂防課でございます｡

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の27ページから28ページでござい

ますけれども、28ページの一番下、砂防課計を

ごらんください。当課の平成19年度決算額は、

予算額88億1,602万5,000円、支出済額63億7,690

万3,971円、翌年度繰越額24億3,912万1,000円、

不用額29円、執行率72.3％でございます。翌年

度への繰越額を含めますと99.9％となります。

次に、目の執行額が100万円以上のものはござ

いませんが、執行率が90％未満のものについて

御説明いたします。27ページの（目）砂防費で

ございますが、執行率が72.2％となっておりま

す。これは、主に、繰り越しによるものであり

ます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の砂防課のインデックス、274ページを

お開きください。３）の災害に強い県土づくり

でありますが、主な事業について御説明いたし

ます。通常砂防でありますが、高千穂町の城屋

敷川外33渓流において、堰堤工や護岸工を整備

し、土石流による災害の防止対策を実施してお

ります。

続きまして、275ページをお開きください。災

害関連緊急砂防でございます。日之影町の綱の

瀬川で堰堤工を整備し、土石流対策を実施いた

したところでございます。

次に、砂防等激甚災害対策特別緊急でありま

すが、椎葉村の野地川において、再度災害を防

止するために、堰堤工を実施いたしました。ま

た、同じく椎葉村の夜狩内地区外２カ所で地す

べり対策といたしまして、アンカー工や押さえ

盛り土を実施したところであります｡

次に、下から２段目の急傾斜地崩壊対策であ

りますが、宮崎市吾田地区外46地区において擁

壁工及びのり面工を実施いたしております。

続きまして、276ページをお開きください。総

合流域防災であります。この事業は、ハード対

策とソフト対策を一体的に実施するなど、災害

対策に総合的に取り組むものでありまして、美

郷町南郷区の矢形谷川外４渓流で堰堤工を実施

するとともに、宮崎市の芳士五反田地区外13地

区で擁壁工やのり面工を実施しております。

277ページをお開きください。施策の成果等で

あります。本県の土砂災害危険箇所の整備状況

につきましては、平成19年度末で26.8％の整備

率となっており、おおむね想定しました成果と

なっております。今後とも、災害発生箇所の早

期復旧を図り、土砂災害危険箇所の整備を推進

するとともに、災害時の避難を円滑にする防災

情報の提供や、警戒区域の指定等、ソフト対策

を進めてまいりたいと考えております。
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主要施策の評価については以上でございます。

監査委員の決算審査意見書につきましては、

特に報告すべき事項はありません。以上でござ

います。

○竹内港湾課長 港湾課でございます｡

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の29ページから36ページでござい

ますが、港湾課には一般会計と特別会計がござ

いますので、まず、一般会計から御説明いたし

ます。33ページの一番下の段、一般会計計の欄

をごらんください。平成19年度決算額は、予算

額で57億8,022万2,833円、支出済額が56億3,105

万6,036円、翌年度繰越額が１億2,111万6,000円、

不用額が2,805万797円、執行率が97.4％、翌年

度繰越額を含めますと99.5％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上について御説

明いたします。31ページをごらんください。（目）

港湾管理費でありますが、執行残が402万9,648

円となっております。これは、主に、直轄港湾

事業負担金の執行残でありまして、国の事業費

の決定変更がおくれたことによるものでござい

ます｡

33ページをお開きください。（目）港湾災害復

旧費でありますが、執行残が2,336万8,415円と

なっておりまして、入札残によるものでござい

ます｡

また、（目）港湾災害復旧費が執行率74.3％と

なっております。これは、ただいま御説明いた

しました入札残と翌年度繰り越しによるもので

ございます｡

次に、34ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の決算についてでございます。決

算額等につきましては、先ほど、部長のほうか

ら御説明しましたので、省略させていただきま

す。

初めに、目の執行残が100万円以上のものにつ

いて御説明いたします。（目）港湾管理費であり

ますが、執行残が134万8,487円となっておりま

す。これは、主に、港湾運営費に係る修繕及び

消耗品等の執行残であります。

次に、35ページの（目）予備費でございます

が、執行残が200万円となっております。なお、

執行率が90％未満のものは予備費以外にはござ

いませんでした。

次に、35ページの一番下の段の港湾課計の欄

をごらんください。当課の一般会計と特別会計

を合わせまして、平成19年度の決算額は、予算

額で74億6,831万8,833円、支出済額が73億1,580

万3,265円、翌年度繰越額が１億2,111万6,000円、

不用額が3,139万9,568円、執行率が98％、翌年

度繰越額を含めますと99.6％となっております。

次に、36ページをごらんください。港湾整備

事業特別会計の歳入について御説明いたします。

一番下の欄の歳入合計ですが、予算額が16

億8,809万6,000円に対しまして、収入済額が16

億9,832万8,220円となっております。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の港湾課のインデックス、278ページを

お開きください。３）の豊かな自然環境の保全・

創出についてであります。主な事業及び実績に

ついてでありますが、「ふるさとの道・川・海」

愛護ボランティア支援は、海岸の清掃活動に取

り組んでいる団体などに対しまして、必要なご

み袋等を支給しまして活動の支援をするもので

ありますが、16団体の4,053人の参加をいただき

ました。「ふるさとの道・川・海」愛護ボランティ

ア活動の状況の推移を表にしておりますが、参

加数が年々増加しておりまして、県民との協働

による港湾・海岸環境の保全が図られたものと
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考えております。

次に、１）の美しい景観づくりについてであ

ります。279ページをごらんください。主な事業

及び実績でありますが、みやざき臨海公園運営

は、宮崎港一ツ葉地区にありますみやざき臨海

公園の管理運営費でございます。公園全体の利

用者数が18万8,200人となっておりまして、各種

イベント等の開催によりまして利用促進が図ら

れたと考えております。

次に、港湾環境整備でありますが、油津港と

宮崎港におきまして、緑地や植栽の整備を行い

まして、自然と調和した良好な環境整備が図ら

れたものと考えております。

次に、○新 みなと振興交付金でありますが、油

津港と堀川運河におきまして、市民と一体になっ

た取り組みを行いまして、緑地の整備と地元の

特性を生かしたにぎわいのある地域づくりが創

出されたものと考えております。

次に、280ページをお開きください。１）の広

域交通ネットワークづくりについてであります。

主な事業及び実績でありますが、港湾改修は、

細島港外３港におきまして、防波堤や物揚げ場

等の整備が行われたものでございます｡

次に、統合補助金でありますが、古江港外６

港におきまして、港湾改修により、小規模な物

揚げ場、岸壁等の改修・補修を行っているもの

でございます｡

次に、港整備交付金でありますが、平岩港と

福島港で防波堤の整備を行ったものでございま

す｡

次に、直轄港湾事業負担金であります。直轄

事業により、細島港の防波堤、宮崎港の岸壁の

整備を行ったところでございます。

次に、281ページをごらんください。油津港長

期整備計画調査でありますが、17年度から19年

度にかけまして、油津港港湾計画改定のための

調査を行いまして、19年度に計画策定を完了し

たものでございます｡

次に、ポートセールス推進であります。昨年

度は、東京都と日南市で港湾セミナーを開催し

まして、約270名の御参加をいただきました。そ

のほか、港利用促進のための企業訪問等を精力

的に行い、定期コンテナ航路の細島港寄港の分

散化が図られたところでございます。

次に、○新宮崎港関連用地分譲促進であります。

宮崎港の関連用地につきましては、宅地建物取

引業者と連携を図りまして分譲促進に取り組ん

だ結果、１社に分譲を行っております。

次に、空港整備直轄事業負担金であります。

宮崎空港が直轄事業で整備をし、維持管理を行っ

ております。昨年度は誘導路の改良や照明施設

の整備を実施しまして、安全な就航の確保が図

られたと考えております。

最後に、指摘事項、要望事項の処理状況であ

りますが、監査委員の決算審査・意見書に関し

て、特に報告すべき事項はありません。

港湾課は以上でございます。

○黒田都市計画課長 都市計画課であります。

当課の決算について御説明いたします。

資料の37ページから39ページでありますが、39

ページの最後の欄にあります都市計画課計をご

らんください。平成19年度決算額は、予算額40

億4,552万8,000円、支出済額35億8,717万1,516

円、翌年度繰越額４億5,740万円、不用額95

万6,484円、執行率は88.7％、翌年度繰越額を含

めますと99.9％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものはござ

いませんので、執行率が90％未満のものについ

て御説明いたします。38ページにお戻りくださ

い。（目）街路事業費でありますが、執行率
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が88.1％になっております。これは、主に、翌

年度への繰り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。

報告書の都市計画課のインデックスのとこ

ろ、283ページをお開きください。まず、１）の

美しい景観づくりであります。施策推進のため

の主な事業及び実績の表の一番目、○改 美しい景

観づくりについてであります。平成19年４月に

宮崎県景観形成基本方針を策定し、自然と人々

の生活が融合した美しい宮崎の創造を目指して、

住民、事業者、市町村に対する景観研修の開催

や、景観行政団体になった市町村への支援など

に取り組んだところであります｡

また、住みよいふるさと広告景観づくりでは、

各土木事務所に配置する屋外広告物監視員等に

よる違反広告物の除去等、是正を行ったところ

であります｡

次に、○新 都市計画に関する基礎調査実施につ

いてであります。この調査は、都市計画区域内

の人口規模や土地利用等の現況及び将来見通し

について調査・分析を行うものであり、都市計

画の策定や適切な見直しの際の基礎データとし

て必要となるため、都市計画法の規定により、

おおむね５年ごとに実施することとされている

ものであります。平成19年度は、県内18都市計

画区域のうち16区域について実施したところで

あります。なお、今年度は、残りの宮崎広域都

市計画区域と田野都市計画区域について実施し

ております。

次に、施策の成果等でありますが、まず、①

の美しい景観づくりにつきましては、これまで

の市町村への支援、啓発等により、新たに３市

町村が景観行政団体に移行いたしました。ま

た、284ページの②の屋外広告物につきましては、

適切な指導や広報活動によりまして、違反広告

物は減少傾向にありましたが、19年度に増加す

る結果となったために、より一層の指導・啓発

に取り組んでいきたいと考えております。

次に、３）の地域交通ネットワークづくりで

あります。施策推進のための主な事業及び実績

の表の２番目、公共街路事業についてでありま

す。延岡市の中心部の交通混雑緩和やまちづく

りを支援するために、平成18年度に引き続き、

延岡西環状線の一部をなす愛宕通線の岡富橋、

須崎中川原通線の祝子橋の整備などを進めたと

ころであります。また、連続立体交差は、日向

市のＪＲ日豊本線の高架橋及び駅舎の工事が平

成18年度に完成したことに伴いまして、旧駅舎、

軌道敷の撤去を行ったところであります。

次に、285ページをごらんください。地方道路

交付金についてであります。街路改築で都城市

の蔵原通線外12路線で事業を実施いたしました。

次に、286ページの施策の成果等でありますが、

まず、①の都市計画審議会につきましては、東

九州自動車道の一部を構成する延岡外環状線に

関する都市計画決定の変更等を行ったところで

あります。次に、②の街路整備等の推進により

まして、放射・環状線、交通結節点へのアクセ

ス道路、歩道のバリアフリー化など、人に優し

い交通環境に資する道路、まちづくりと一体と

なった道路などの整備を図ったところでありま

す。今後とも、都市部における安全で円滑な交

通を確保する道路整備を進めるとともに、安心

で快適な都市空間の整備に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、監査委員の決算審査意見書に関してで

ございますけれども、特に報告すべき事項はご

ざいません。以上であります。

○平田公園下水道課長 公園下水道課でありま
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す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の40ページからでございますが、41

ページの一番下の段の公園下水道課計をごらん

ください。当課の平成19年度決算額は、予算額

８億2,809万4,000円、支出済額８億2,556万4,761

円、翌年度繰越額175万7,000円、不用額77万2,239

円、執行率は99.7％、翌年度繰越額を含めます

と99.9％となります。

なお、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の公園下水道課のインデックスのとこ

ろ、287ページをお開きください。２）のきれい

な空気･きれいな水の確保でございます。事業と

しましては、公共下水道整備促進を図るため、

都城市外６市10町１村に対し、公共下水道整備

交付金を交付いたしました。施策の成果等であ

ります。平成19年度末現在の公共下水道人口普

及率は50％となっており、ほぼ順調に整備が進

められているところでございますが、平成19年

３月に改定した第２次宮崎県生活排水対策総合

基本計画に基づき、市町村の実情に応じた一層

の効率的･経済的な整備を進める必要があると考

えております。

次に、１）の美しい景観づくりでございます。

次のページをお開きください。県単都市公園整

備では、平和台公園外４公園と青島亜熱帯植物

園の計６施設の維持補修等を実施しました。施

策の成果等でございます。県立都市公園では、

県民の健康維持増進、余暇活動の場として、ゆ

とりある都市空間づくりに貢献しているものと

考えております。

３）の災害に強い県土づくりでございます。

公共都市公園整備では、県総合運動公園の陸上

競技場のスタンドの耐震化工事を行いました。

施策の成果等であります。既存の都市公園を活

用した大規模災害時の備えとして、県地域防災

計画に県総合運動公園を防災拠点の一つとして

位置づけ、陸上競技場の耐震化に着手したとこ

ろでありますが、今後も、耐震基準等に満たな

い施設の耐震化を図ることとしております。ま

た、今後の県、市町村の都市公園を活用した防

災ネットワークづくりを行うため、各地域の防

災拠点となる都市公園を選定するなど、災害に

強い県土づくりに向けた整備を行っているとこ

ろであります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。以上でござ

います。

○藤原建築住宅課長 建築住宅課であります。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の42ページから45ページでござい

ますけれども、45ページの一番下の建築住宅課

計の欄をごらんください。当課の平成19年度決

算額は、予算額32億4,925万9,050円、支出済額31

億9,759万418円、翌年度繰越額4,742万8,000円、

不用額424万632円で、執行率98.4％、翌年度へ

の繰越額を含めますと99.9％となります。

執行率が90％未満のものはございませんので、

目の執行残が100万円以上のものについて御説明

いたします。42ページにお戻りください。（目）

建築指導費の不用額が279万3,453円となってお

りますが、これは、主に、構造計算適合性判定

申請件数が当初予定していました件数を下回っ

たことから、その手数料に不用額が生じたもの

などであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。
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報告書の建築住宅課のインデックス、289ペー

ジをお開きください。まず、２）のゆとりある

住空間づくりについてでありますが、これは、

住宅や居住環境の質の向上を図るとともに、住

宅流通市場の整備や、住宅セーフティーネット

の充実などにより、だれもが快適に暮らせるゆ

とりある住空間づくりを目標としておりまして、

次の施策推進のための主な事業及び実績の欄に

あります事業に取り組んだところであります｡

まず、公共県営住宅建設事業におきましては､

宮崎市の花ヶ島団地４号棟など３団地において

３棟156戸が完成し、日向市の三ツ枝Ｂ団地２号

棟など２団地において２棟121戸の整備を継続し

て行っているところであります。また、環境整

備事業として、国富町の向陽団地外５団地にお

いて外壁改修等を実施したところであります｡

次に、市町村営住宅建設促進事業におきまし

ては､高齢者や障がい者世帯向けの公営住宅27戸

を整備する宮崎市など５市町に対し、人にやさ

しい公営住宅支援事業として、その整備費の一

部を助成したところであります｡

290ページをお開きください。次に、住まいづ

くり対策事業におきましては､県民の住まいづく

りを支援するため、「住まい・る・メッセ」や木

造住宅セミナーなどのイベントや講習会を開催

し、住まいに関する情報の提供等に努めたとこ

ろであります｡

次に、施策の成果等についてでありますが、

ただいま御説明いたしました取り組みなどを

行ってまいりました結果、住宅に対して満足し

ている県民の割合は高く維持され、また、県営

住宅のバリアフリー化率が向上するなど、一定

の成果が得られたものと考えております。

291ページをごらんください。次に、２）の危

機管理体制の強化についてであります。これは、

県民の防災意識の高揚を図り、自然災害を初め

とする多様な危機事象に迅速に対処するため、

危機管理体制の強化に努めることを目的として

おりまして、次の施策推進のための主な事業及

び実績の欄にあります建築物防災対策事業にお

きましては、建築物防災展の開催などの建築物

地震対策事業を初め、木造住宅耐震診断促進事

業などに取り組んだところであります｡

この結果、次の施策の成果等にありますとお

り、建築物の所有者などの防災意識の高揚を図

るとともに、県内18の市町で114戸の耐震診断が

実施されたところであります。今後も引き続き、

これらの事業の促進に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、監査における指摘事項の処理状況につ

いてであります。

平成19年度宮崎県歳入歳出決算審査及び基金

運用状況審査意見書におきまして、指摘事項が

ありました。お手元の審査意見書の５ページを

ごらんください。４の（２）その他の収入の確

保についてでありますが、県税以外の収入未済

額として、公営住宅使用料が該当します。公営

住宅使用料の収入未済額については、未納者の

実態把握に努め、収入確保と県民負担の公平の

観点から、収入未済の解消と、新たな発生防止

に努める必要があるという意見であります。こ

れに対する取り組みとしましては、個々の滞納

者の実情に応じたきめ細かな対応を年間を通じ

て行うこととし、11月の滞納整理強化月間や、

１月の各土木事務所へのヒアリング等において、

それまでの取り組みの検証を行い、その結果を

踏まえ、３月または５月の出納閉鎖に伴う重点

月間等において、使用料徴収の徹底強化を図っ

ていくこととしております。また、滞納者の増

加を未然に防止することも重要でありますこと
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から、滞納の初期の段階からの納付指導を徹底

するよう、改めて各土木事務所に対し要請した

ところであります。さらに、再三の納付指導に

応じない滞納者に対しましては、住宅の明け渡

しと滞納家賃の支払いを求めて、法的措置をさ

らに強化することとしております。今後とも、

一層の収入未済額の解消と新たな発生防止に努

めてまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○佐藤営繕課長 営繕課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の46ページから47ページでござい

ますが、47ページの一番下の段の営繕課計をご

らんください。当課の平成19年度決算額は、予

算額７億6,069万9,000円、支出済額７億5,003

万1,516円、不用額1,066万7,484円、執行率98．6％

であります。

次に、目の執行率が90％未満のものはござい

ませんが、執行残が100万円以上のものについて

御説明いたします。46ページにお戻りください。

（目）財産管理費でありますが、不用額が998

万3,091円となっております。これは、主に、20

年度の組織改正に伴う工事等を年度末に実施し

たことによる執行残であります。

次に、主要施策の成果でありますが、該当は

ございません。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。以上でご

ざいます。

○十屋主査 ありがとうございました。執行部

の説明が終わりました。委員の皆様の質疑をお

受けしたいと思います。

○坂元委員 １つだけ、都城土木の樋門、当初

と追加した分、金額的にはどうですか。

○岩切河川課長 河川修繕工事でございますけ

れども、当初の設計額が1,449万9,000円でござ

いました。入札をいたしまして契約金額が1,228

万5,000円でございます｡

○坂元委員 もう２つ、また追加したわけでしょ

う。その２つの追加分は。

○岩切河川課長 ２基追加いたしまして、２基

分が220万3,000円で、合わせまして1,448万8,000

円となっております。

○坂元委員 というのは、武井委員が午前中質

問されたようなことで、それでも監査委員から

指摘されるということですね。監査は別件で入

札しろというわけですか。

○岩切河川課長 監査の御意見では、後で追加

した分については、別途発注をして受注の機会

をつくるべきじゃないかという御意見でござい

ます｡

○坂元委員 考え方としては、共通仮設費とか

いろいろ考えれば、このやり方のほうが税の使

い方としては適切だと思います。もし、別途、

２つの樋門を発注した場合は、普通に設計して

発注すれば大体どれぐらいの設計金額になるん

ですか。

○岩切河川課長 今、手元に資料はございませ

んけれども、単独発注の場合には、諸経費の率

が変わりますので、直工が200万ですと300近く

にはなる。それが200万ぐらいになっているとい

うことでございました｡

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○河野哲也委員 関連ですけど、監査委員の指

摘はこの１カ所ですけど、似た事例というのは

河川課の中ではございませんか。

○岩切河川課長 樋門に限ってということでは

聞いておりませんけれども、通常、いろんな設

計変更はどうしても出てまいりますので、その

工事に関連して出ている場合があるとは思いま
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す。ただ、今、資料がございませんけれども。

○河野哲也委員 この指摘された事業は、270

ページから271ページのどの事業ですか。

○岩切河川課長 271ページの県単河川修繕費で

ございます｡

○河野哲也委員 小さい質疑ですけど、281ペー

ジ、ポートセールス推進で利用促進のための企

業訪問とあるんですけど、実績を教えていただ

けますか。

○竹内港湾課長 ポートセールスの企業訪問の

実績でございますけれども、19年度につきまし

ては、延べ112社を訪問しております。

○河野哲也委員 289ページ、市町村営住宅建設

促進で人にやさしい公営住宅支援事業27戸とあ

りますが、それぞれの市町村の配分というか、

配置状況を教えていただけませんか。

○藤原住宅建築課長 27戸につきましては、大

きく２つございまして、障がい者向けの建設の

分がございます。こちらのほうが宮崎市、延岡

市、高鍋町、都城市になります。それから、高

齢者世帯向けの改善でございますが、こちらの

ほうが宮崎市、門川町になります。

○河野哲也委員 障がいのある方向けは何戸ず

つか、教えていただけませんか。

○藤原住宅建築課長 障がい者向けが、宮崎市

が１戸、延岡市が１戸、都城市が２戸、高鍋町

が４戸でございます｡それから、高齢者向けが宮

崎市が14戸、門川町が５戸となっております。

○河野哲也委員 290ページで住宅に満足してい

る県民の割合及び県営住宅のバリアフリー化率

ということで実績が載っていますが、これは、

中長期の目標というのは設定されているんです

か。

○藤原住宅建築課長 県民の満足する割合につ

きましては、具体的な目標値はございません。

これは、現在の住宅需要実態調査の結果ですと

か、あるいは総合政策課が実施いたします県民

意識調査の結果を掲げておりまして、この数値

を上回ることを目標といたしております。一方、

県営住宅のバリアフリー化率につきましては、

長期の人口推計等からの高齢化率を参考にいた

しまして、平成26年度の35％を目標といたして

おります。以上でございます。

○武井委員 河川課にお伺いいたしますが、272

ページのダム施設管理なんですけど、松尾ダム、

これは河川課になるものですか。企業局の管理

しているものなんですが、河川課としての管理

ということになるんでしょうか、確認なんです

が。

○岩切河川課長 基本的には多目的ダムでござ

いますので、河川管理者で管理をしているとい

うことです。

○武井委員 座礁船「キンユウ号」、ホンジュラ

ス船籍の船の件がさっきあったかと思うんです。

ずっと督促を繰り返しているということだった

んですが、どこかの段階で不納欠損ということ

で処理をしなければならないのではないかと思

うんです。今まで11回出されたということでし

たけれども、回収できそうな見込みというのは

あったのか、その反応とかはどうだったのか、

伺います。

○岩切河川課長 相手の反応というのは今のと

ころございませんけれども、ただ、督促の期間

につきましては、自治法で５年の時効というこ

とになっております。一番最初の督促が平成16

年８月26日にしておるものですから、それから

５年といいますと21年８月25日が期限というこ

とになります。それまでにつきましては、我々、

まだ権利がありますので、粘り強く督促を繰り

返したいと思っております。
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○武井委員 そういうお立場かと思うんですが、

確認なんですが、その督促先というのは、国内

に督促しているんですか、それともどこか外国

になるんですか。

○岩切河川課長 シンガポール共和国でござい

ます｡

○武井委員 シンガポールに出向いて、直接、

その会社と交渉するとか、そういったこととい

うのは過去にされたんでしょうか。文書を送る

のみだったんでしょうか。

○岩切河川課長 当初は行って確認をするとい

うような議論もございましたけど、国際的な紛

争をやられている弁護士さん等にお願いしまし

て、現地調査等をしていただきました。県のほ

うで現実的に行ってお会いしたということはご

ざいません。

○武井委員 わかりました。今の状況ですと、

なかなか改善の余地はないのかなというふうに

感じました。

続きまして、港湾課、279ページ、みやざき臨

海公園、マリーナの件なんですが、指定管理に

なりまして、大体どれぐらいの経費が直営のと

きと比べて捻出されているのか、伺います。

○竹内港湾課長 ここに7,156万3,000円と書い

ておりますけれども、このうち4,850万が指定管

理者の管理料となっております。

○武井委員 残りの差額というのはどういうこ

とになるんでしょうか。

○竹内港湾課長 臨海公園につきましては、現

在、指定管理者に管理をお願いしていますけれ

ども、この管理の範囲としましては、今、マリー

ナと南ビーチが指定管理者に管理をお願いして

おるところでございまして、北ビーチにつきま

しては、現在、直営で管理をしております。こ

の北ビーチの管理と植栽管理がこのほかに含ま

れておるということでございます｡

○武井委員 わかりました。

次に移ります。都市計画課に御質疑いたしま

すが、283ページの住みよいふるさと広告景観づ

くり、いろいろ是正とか、監視員の配置という

のを行っているんですが、宮崎市と日南市でし

たか、景観自治体ということで権限の移管を行っ

ていると思うんですが、市町村にそういうのを

任せていくことによって、県のコストというの

は減っていくものなんですか。減ったとしたら

どれぐらい減ったとか、その試算とかあれば教

えてください。

○黒田都市計画課長 住みよいふるさと広告景

観づくりですけれども、現在、広告物の監視員

が20名ほど配置されておりますけれども、宮崎

市におきましては､宮崎市が中核都市ということ

で別途にやっておりまして、１名だけ土木事務

所には配置しておりまして、これから景観法に

基づく景観行政団体等、指定になりまして、独

自の景観行政を図っていく上で、そういった形

の中で、独自の広告景観についてのものが出て

くれば、それはそういう形でまた市町村独自の

ものは出てくるかと思います。

それと、国道10号、220号について、道路に景

観広告物が多いんですけれども、国土交通省か

ら今回、その指導といいますか、撤去等につい

ての移管などを行って、そういった形では次第

に県のほうから自治体の管理者の中に広告物に

ついては移っていく、そのように指導していき

たいと思っておるところでございます。

○武井委員 確認なんですが、さっき御質疑申

し上げたんですが、実際にこういって20人置い

て管理をしているんですが、景観自治体として、

今、市町村がそういった管理運営をしていると

ころというのは、中核市である宮崎市と、あと
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どこがあるんでしょうか。

○黒田都市計画課長 現在、景観行政団体とし

て移行しましたのが７つございまして、宮崎市、

日南市、西都市、日向市、延岡市、綾町、椎葉

村でございまして、その景観行政団体になりま

すと、景観計画というのをつくりまして、その

中でその市町村において景観地区を決めまして、

その地区ごとに景観のあり方、広告物のあり方

を検討していくことになります。日南市の場合

につきましては、堀川運河沿いについて現在、

景観行政団体として指定をしておりまして、そ

の地区について、いろんな規制をするというこ

とを今、始めておるところでございます。以上

でございます。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

○水間委員 279ページ、みやざき臨海公園運営

ですが、利用者が18万8,200人、そして海水浴４

万2,400人、利用者の状況というのは、前年に比

べて、19年度はどんな状況だったんですか。

○竹内港湾課長 マリーナとビーチがございま

すけれども、全体を臨海公園と言っております

が、18年度につきましては、13万4,000人、19年

度が18万8,000人ということで、約５万ちょっと

伸びておるということでございます。

○水間委員 海水浴場は。

○竹内港湾課長 海水浴場につきましては、基

本的には７月、８月を海水浴期間としておりま

すけれども、18年度につきましては、２万4,600

人、19年度が４万2,400人ということで、１

万8,000人ほどふえておるということでございま

す｡

○水間委員 臨海公園の中では海釣り公園とか

もやっているんですか。

○竹内港湾課長 臨海公園内に海釣り公園がご

ざいます。この海釣り公園の利用につきまして

は、今、手元に利用者数等の把握はできており

ません。

○水間委員 いろいろＰＲはされるんでしょう

が、なかなか浸透していないといいますか、そ

んなところで魚釣りができるのとかいう話が多

いんですよ。せっかくマリーナ、ビーチにたく

さんのお金をかけてというような表現があるん

だけど、利用者にとっての広報をいろいろやっ

ておられるんでしょうが、何といいますか、余

り多くても困るのかなと思ったりもするけれど

も、これだけのお金をかけながら、流れとして

はもうちょっと広報のあり方を考えていいん

じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○竹内港湾課長 臨海公園につきましては、今、

指定管理者に委託を18年度からお願いしておる

わけでございますけれども、かなり利用者数は

伸びてきておるというふうに思っておるところ

でございます。特に、ことしにつきましては、

指定管理者の自主事業に、シーガイアが協賛す

るという形で大々的にＰＲ等されたところでご

ざいまして、特に海水浴の期間につきましては、

昨年の２倍、８万5,500人ぐらい利用されたとい

うことで、かなりふえております。トータル的

には、臨海公園につきましては、昨年が18万8,000

人でしたので、波状効果といいますか、臨海公

園のほうはふえておりますので、20万人以上利

用されるんじゃないかと思っておるところでご

ざいます。

○水間委員 公園下水道課にお尋ねします。公

共下水道、普及率が19年度、50％と出ています

が、全国でどのくらいなのか、あるいはまた９

市についてはどんな状況ですか。

○平田公園下水道課長 全国平均が19年度末

で71.7％でございます。本県が50％。19年度末

の８市では、宮崎市が84.3％、都城市が37.3％、
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延岡市が69.5％、日南市が38.1％、小林市

が14.4％、日向市が47.3％、串間市が13.6％、

西都市が41.0％、えびの市は実施しておりませ

ん。以上です。

○水間委員 県としては、公共下水道の普及促

進について、毎年、このぐらいの予算しか組め

ないんですか。

○平田公園下水道課長 事業量に応じて、これ

にいろんな率を掛けて出しております。市町村

が行う事業費そのものが落ちているものですか

ら、下がってくるという状況でありますが、8,000

万から１億程度の県費補助は確保しておきたい

と思っております。

○水間委員 市の持ち出しというのは、県費補

助の割合としてはどんなものなんですか。

○平田公園下水道課長 事業費の最大3.3％に財

政力指数とかその都市の普及率とかを掛けて個

別には出しております。

○水間委員 県がこれだけやるから、各市でや

りなさいということにはならないわけですね、

県費等の出し方としては。

○平田公園下水道課長 事業費が多いところに

つきましては、都市の規模、普及率に応じてで

すけど、県費もそれなりに大きくなります。

○水間委員 288ページですが、県単都市公園整

備です。約２億3,000万。ここに書いてある、整

備する金額的にはどうですか。平和台が幾らで

総合運動公園が幾らとか、わかりますか。

○平田公園下水道課長 平和台公園で3,700万程

度、西都原古墳群が540万程度、総合運動公園が

１億1,370万程度、阿波岐原森林公園が2,920万

程度、総合文化公園が1,430万程度、青島亜熱帯

植物園が2,320万程度、ほかに事務費としてあり

ますけど、トータルの２億3,000万ぐらいになり

ます。

○水間委員 総合運動公園の中に隠れていると

いうか、すばらしい日本庭園があるんだけれど

も、あそこの整備費というのはこの１億1,370万

の中に含まれていますか。

○平田公園下水道課長 この中に含まれており

ます。

○水間委員 すばらしい日本庭園があるので、

もうちょっとあそこの宣伝をしたらどうかと思

うんです。車で行ってすぐ帰る状況が多いので、

すばらしい日本庭園があの裏にあることはなか

なか……。この前、話を聞いたら、運動公園で300

億近かったですか、いろんな施設に金がかかっ

ているんですね。そういうことでは、もうちょっ

と総合運動公園の集客、今、フラワーフェスタ

とか巨人軍キャンプ等々やっているんですけれ

ども、そういうこともＰＲが不足しているんじゃ

ないかなというような気がします。よろしくお

願いします。

それから、建築住宅課です。19年度は着工な

しなんですね。その中で完成するのが156戸、今、

しかかりが121戸あるんだけれども、住宅事情と

しては整備計画の中に箱物は凍結ということが

あって全くやらないのか、その必要はないと思

われたのか、どうですか。

○藤原建築住宅課長 これは、数字としてゼロ

ということになっていまして、実態としては18

年度からの継続事業としてとらえていまして、

たまたま19年度に着手するものがなかったとい

うことでございまして、実際は工事は進めてお

ります。

○水間委員 18年度から21年度までのしかかり

が121戸あったんですね。ですから、今度19年度

からすれば19、20、21、22ぐらいまでのそうい

う計画はなかったのか、必要もないと思われた

のか、それとも、さっき言いました箱物凍結と



- 80 -

いうことで予算を抑えられたのか。

今、はっきり言いまして、県営住宅の申し込

み状況、非常に厳しいというか、抽せんでない

と当たらないという、各市町村、そういう状況

だと思うんです。人口がどんどん減少するさな

かにあって、県営住宅ばかりかというような表

現もあるんだけれども、住宅事情というのは、

今、民間よりも公営住宅に非常に関心があると

いうか、そちらのほうに入りたいという方が多

いんですね。今、宮崎もマンションだらけです

けれども、公営住宅のよさというのはあります

から、凍結じゃなくて、箱物は箱物として整備

すべきだと私は思うので、19年度なしというこ

とであるから、そこら辺は毎年何ぼか建てない

といかんのじゃないかということなんですが、

どうでしょうか。

○藤原建築住宅課長 箱物につきましては、原

則凍結ということでございますが、これは、必

要最小限度の範囲の中におきまして、特に県営

住宅等の建てかえにつきましては、従前居住者、

今までそこに居住された方々の協力を得て建て

かえ事業を推進するということ等もございます

ので、そういった住戸の建設等につきましては、

実施をさせていただいているところでございま

す。特に、今後、空き家の募集等との兼ね合い

もございますので、計画的にこの整備等を進め

るということで、これまで住宅建設５カ年計画

というのがございましたが、18年度から住生活

基本計画に変わっておりますけれども、この計

画に基づきまして、必要な整備を行うという計

画を立てております。

○水間委員 初歩的なことでごめんなさい。今、

県営住宅が大体何平米なのかお聞きして、バリ

アフリーをやったときの住宅の１戸の単価と、

全然バリアフリーじゃない、以前の同じ平米の

公営住宅を建てたときの単価の差というのはど

れぐらい違うのか、そこは出ていませんか。

○藤原建築住宅課長 １戸当たりの平均的な建

設費というのはおよそ1,200万でございまして、

バリアフリー化というものは、一般的に３点セッ

トと私どもは呼んでおりますが、廊下の幅を確

保すること、手すりをつけること、段差を解消

することとなっていますけれども、これは、当

初からそこの工事の中で実施してまいります関

係からいきますと、特に工事費には関係ござい

ません。

○水間委員 バリアフリー化率が低いというこ

とはお金の問題かなと思っていましたから―

県営住宅のバリアフリー化、今の廊下であり、

手すりであり、段差の問題、結局、必要な人の

ところだけでいいんですか。

○藤原建築住宅課長 すべての県営住宅がバリ

アフリー化されることが最も望ましいんでしょ

うけれども、私どもが今、計画していますのは、

将来推計人口におきまして、26年をとらえたと

きに、高齢化率がおよそ35％になるだろうとい

う推測がございます。この35％をそのまま県営

住宅の管理戸数に置きかえまして、その35％に

相当する戸数のバリアフリー化をまず図ろうと。

とりあえずそれを目標にして取りかかろうとい

うことで現在、改善事業等を進めているところ

でございます。

○水間委員 291ページです。９市９町で耐震診

断助成をやられまして、114戸が実施されました

ね。申請をしないとこの耐震診断はしてくれな

いんですか。それとも、お願いをするとしてい

ただけるんですか。どっちでしたか。

○藤原住宅建築課長 これは、市町村の取り組

みの事業として起こしているものでございまし

て、市町村が実施をしていただくということに
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しております。そのときに、国なり県のほうか

ら一定額の助成をしていくというふうな仕組み

になってございます。

○水間委員 一定額はどのくらいですか。

○藤原建築住宅課長 基本的には、耐震診断１

件当たり、４万5,000円でございまして、１

万5,000円ずつを国と県で負担するというふうに

なります。

○星原委員 河川課長、１点だけ教えてくださ

い。271ページに河川の堆積土砂の除去のことで

県単河川改良で１億9,920万、県単自然災害防止

河川改良というほうで２億1,000万とあります

ね。堆積の除去というのはこの２点でやられて

おって、20年度へ繰り越したということで、上

のほうは1,340万、下のほうは2,240万。繰り越

した理由というのはどういうことで繰り越して

いるんですか。

○岩切河川課長 河川の堆積土砂の除去は非出

水期と申しますか、台風時期にはできないもの

ですから、大体11月ごろから着工ということに

なります。場所によりましては、３月の年度内

に完成せずに、４月、５月にずれ込む場合がご

ざいます。工期的な問題で次年度に繰り越しと

いうことになりますけど、できるだけ次年度の

梅雨までには取るということにしております。

○星原委員 我々の地域でも河川の堆積の問題、

いろいろ言われているんですが、ここに数字と

しては、18年度は４億7,000万ぐらい掲げてある

んですが、今、県内で数字を拾ったときに、堆

積している部分で除去をしなくちゃいけない数

字をはじいたときには、どれぐらいの量がある

ものなんですか。

○岩切河川課長 現時点で、県北から県南まで

の全体が354万立米ぐらいあると見ております。

そのうち19年末で179万立米の除去が終わってお

ります。金額にいたしまして28億円弱でござい

ます。残りが175万立米ぐらい見積もっておりま

して、金額にいたしまして、やっぱり27億円ぐ

らいかかるというふうに現在、見積もっており

ます。

○外山委員 ２～３質問しますが、今、河川の

堆砂量というのをおっしゃいました。例えば､決

算審査をする、こういうふうに目標値が書いて

ある、堆砂の全体総量は幾らなのか、それに対

して、これをすべて除去し終わるためには、５

年後なら５年後すべて、例えば300万立米を除去

することができると、これはすべてそういった

ような目標値になっているんですか。

○岩切河川課長 現在つかんでいます堆砂量と

いうのは、17年に大きな台風がございました。

従前ですと全然堆砂がなくて、場所によってた

まっているというのを事務所で確認いたしまし

て、目測で大体推定をしております。そのうち、

本当は堆砂量というのはもっとたくさんあるん

ですけれども、ただ、我々が当面目標としてい

るのは、その堆砂が、例えば治水上非常に影響

を及ぼすというふうに考えているのを350万立米

というふうに見積もっております。

○外山委員 宮崎県の河川数というのは、たし

か474でしたか、ちょっと記憶はしていませんが、

例えば44河川、利水ダム、474の44だけで9,500

万立米なんですよ。474の堆砂量が350～360万と

か500万立米というのはあり得ないと私は思うん

です。だから、今、数字を聞いておって何かお

かしいな思ったんです。ですから、474河川数の

堆砂量が大体どのくらいあって、例えば10年後

にはこれをほぼ排砂し終わると。そのためには

単年度で幾らなのかと。それを予算的にはこう

なんだと、そういうふうな積算を分科会の報告

でしてもらいたいなと。何か数の根拠というの
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が非常にわかりにくいというふうに思います。

もう一点、公園下水道課、下水道普及率が50％

だと。これは30市町村の中でどういうふうな凹

凸があるのか。例えば宮崎市なんか、今、平成20

年の現在では90％ぐらいいっているのじゃない

ですか。どのくらいか教えてください。

○平田公園下水道課長 宮崎市は公共下水道、19

年度末で84.3％でございます｡これが一番新しい

データです。

○外山委員 現時点では90％近くいっているん

です。30市町村の19年度の下水道普及率、後で

資料を下さい。先ほど、８市のが出ましたね。

小林市は何％でしたか。

○平田公園下水道課長 失礼しました。先ほど

申しましたのは、公共下水道だけでありまして、

農集とか合併を含めますと、宮崎市は94.3％に

なります。県平均でも３省合わせますと73％ぐ

らいになります。

○外山委員 市全部を。

○平田公園下水道課長 宮崎市が94.3％、都城

市が64.8％、延岡市が87.5％、日南市が54％、

小林市が49.3％、日向市が71.8％、串間市

が37％、西都市が65％です。

○外山委員 農排水とかの３つを包含して、例

えば宮崎市は94％、恐らく近い将来には100％に

なるでしょう。であれば、例えば、今から10年

後を目途として100％にするぞと、そのためには

単年度これだけだと、そういうふうな計画とい

うのをしていただきたい。

それから、もう一点は、小林市なんかは非常

に悪い。西都も悪い。ずっと大淀川をたどって

いくと小林市に着く。小林が宮崎の河川を汚し

ているのと違うのかなと。例えばですよ。そう

いったところを県なら県が担当市に「普及率の

向上をお願いしますよ」と、そういったテーブ

ルというのはあるんですか、ないんですか。

○平田公園下水道課長 ３省の計画といいます

か、第２次宮崎県生活排水対策総合基本計画と

いうのを３省でつくっております。これに基づ

いて、それぞれ整備をやっているんですが、そ

れによりますと、下水道で人口の概略65％、農

集で約５％、合併で30％となっております。こ

れに基づいて各市町村は一生懸命整備をやって

いるところでございます。

○外山委員 その程度のことはわかっています。

私が申し上げたのは、そういう計画があると、

３省というのはわかっています。非常に芳しく

ないところがあった場合に、それに対して、特

別な方法でもって「お願いね」というような協

議をされるんですかということをお伺いしてい

るんです。

○平田公園下水道課長 そういったＰＲという

んですか、それと県費補助というのがあるんで

すが、そういったのを特に普及率の低いところ

は見直して、今後ですけど、そういったところ

に厚くなるような制度に変更をしていかないと

いかんと考えております。

○外山委員 よくわかりました。そういうふう

にしてもらえばいいんです。

それから、県営住宅のバリアフリーの問題な

んですが、ここ１週間だけでも都城から１件、

日南市から１件、相談がございました。待った

なしの特目住宅、この人は待てないのだと、そ

ういった方たちもおられます。課長さん、十分

おわかりのように、そういった方々の県営住宅

というのを今後優先してつくっていくと。でな

ければ本当大変です。

それと、住環境が60％がいいとか悪いとか、

本当かなというような気も若干するんですが、

つい最近、日南市に行ったときでも、重身児が
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２階で、電動車いすで、それを上がったり下がっ

たり大変ですよ。今の県営住宅で特目住宅外に

住んでいる難病の方々、65歳以上の脳卒中等罹

患をされている方、そういった件数、わかりま

すか。教えてください。

○藤原住宅建築課長 現在の県営住宅に障がい

者の方々というのがおおよそ880世帯いらっしゃ

います。障がい者の方々のための特目というの

が、現在、すべての市町村を含めても654という

状況でございまして、必ずしも十分じゃないと

いうふうな認識は持っております。

○外山委員 私の質問は、今、8000分の600ぐら

いだと。ところが、脳卒中を罹患する、半身不

随になる、４階に住んでおられる、そういった

把握というのは全然されていないでしょう。で

すから、住みかえとか、非常に私、最近感じて

いるのは、県営住宅のありようについて、どう

いった方々が入居倍率が高いのか、母子家庭な

のか、それとも普通の家庭なのか、いわゆる健

康で子供２人おってとか、そういう家庭が多い

のかどうか、それはわかりますか。

○藤原住宅建築課長 現在の県営住宅は、管理

システムで全体的な管理を行っていますけれど

も、障がい者の方が、例えば身体障がい者の方

なのか、精神障がい者の方なのか、こういった

ところの状況と、どういった家族で居住されて

いるのか、何階に居住されているのか、こうい

う状況は把握できております。ただし、障がい

の程度ですとか、あるいは日常生活、どういう

ふうな状況で生活されているとか、こういう状

態までは把握できておりません。ただ、今、委

員御指摘のとおりに、例えば高齢者の方々の孤

独死ですとか、そういったことが大きな社会問

題になる中で、県営住宅を管理する者としまし

ては、そういう状況も把握することが必要だと

いうふうには認識いたしておりますけれども、

そのための体制整備を新たにつくることも非常

に困難な状況にもございますので、福祉部局と

の連携のあり方、このあたりにつきましても、

少し強化できないものかどうか検討させていた

だきたいというふうに考えております。

○外山委員 私がなぜ、こういうことを言うか

と申し上げますと、例えば､医療費の中で疾病別

の入院件数で一番多いのが居宅骨折なんです。

ですから申し上げているわけです。高齢社会と

か少子社会とかよく出てきますが、居宅での骨

折が一番多い。段差がある、そのための県営住

宅8,000の住宅自体のバリアフリーというもの

が、どういうふうに高齢社会の中であるべきか

ということを含めて考えてもらいたい。

それと、昨日も申し上げたんですが、宮崎県

というのは母子家庭が非常に多い。母子家庭の

方々が県営住宅に申し込んでもまず当たらない。

こういった実態を含めて、４階建て、５階建て

の県営住宅ではなくて、それ以上は言いません

が、社会資源を活用した県営住宅のありように

ついても、今後、模索していただきたい。これ

は要望です。以上です。

○藤原住宅建築課長 今の委員の御指摘の中で、

私ども、一つの課題と考えておりますのが、特

に、障がい者自立支援法によりまして、市町村

計画をつくれということになっていますけれど

も、このあたりの、いわゆる施設などから地域

居住への移行に伴うニーズも、市町村レベルに

おきましても把握していただいて、これが人に

優しい、いわゆるバリアフリー化に結びつくよ

うな計画を検討してまいりたいというふうに考

えております。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

後半の部分もいろいろ質疑がありましたけれ



- 84 -

ども、前半も後半も含めまして、質疑漏れがあ

れば、お願いいたします。

○黒田都市計画課長 先ほどの武井委員に説明

不足の点があったかと思いますので、若干補足

をさせていただきたいと思うんですけれども、

屋外広告物監視員の配置が20名おりまして、そ

の配置が、宮崎市は独自の条例がございますの

で、宮崎市は独自で監視員がおります。この20

名は宮崎市以外県全体で配置されております。

日南市が景観地区指定になりますと、日南市は

独自の条例でいろんな規制をしますけれども、

この監視員の配置については別でございまして、

現在、そういう状況でございます。補足させて

いただきます。

○河野安幸副主査 管理課長に１点だけお願い

ですけれども、産業開発青年隊、そこの決算の

説明はどこに入っているんですか。

○持原管理課長 産業開発青年隊の経費につき

ましては、８ページ、（目）土木総務費の下のほ

うに委託料というのが8,634万ほど計上してござ

いますけれども、この中に委託料として3,674

万1,000円が含まれております。

○河野安幸副主査 今、隊員は何名おるわけな

んですか。

○持原管理課長 ２課程で21名でございます｡

○河野安幸副主査 来年度の入隊者というのは、

もうわかっていますか。

○持原管理課長 これにつきましては、昨年度、

委員会、本会議のほうでもいろいろ議論をさせ

ていただきまして、２年間ということで、その

間に民間移行をいろいろ検討するということに

しておりますけれども、一方、募集のほうにつ

きましても、例年になく、そういう厳しい状況

でございますので、５月ぐらいからパンフレッ

ト等も一新しまして、各学校55校すべてを訪問

するなど、力を入れておるところでございます。

１次募集が終わっておりまして、９月１日から10

月中旬までやりましたけど、合格者が１名でご

ざいました。現在、建設業も非常に厳しい状況

にございますけれども、そういう建設業の厳し

い状況の中にあって、後継者の育成というのも

大事な課題であると認識しておりますので、２

次募集に力を入れていくということで、今、12

月15日から１月28日まで、これを２次募集の受

付期間というふうに考えております。そういう

ことで、２次募集に向けて今、鋭意頑張ってお

るところでございます。以上でございます。

○十屋主査 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、以上をもって県土整備

部を終了いたします。執行部の皆様には御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時38分休憩

午後２時42分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、あすの13

時30分に採決を行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後２時43分散会
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午後１時29分再開

出席委員（８人）

主 査 十 屋 幸 平

副 主 査 河 野 安 幸

委 員 坂 元 裕 一

委 員 星 原 透

委 員 水 間 篤 典

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 大 下 香

○十屋主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 議案第10号についてお諮りいたし

ます。

原案どおり認定することに御異議ありません

か｡

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 異議がありましたので、挙手によ

り採決を行います。

議案第10号の認定について、賛成の方の挙手

を求めます。

〔挙手なし〕

○十屋主査 挙手なしによって、議案第10号に

ついては、認定しないものと決定いたしました。

次に、主査報告案についてであります。

主査報告の内容として、御要望はありません

でしょうか。

○坂元委員 不認定にして要望事項はあるんで

すか。

○十屋主査 不認定でも……。

○坂元委員 監査委員の指摘事項としてちょっ

と疑問な点があるんですが、受注する機会を失

うような発注があったというようなことがあり

ましたね。それは何監査というのかなと思うん

ですね。ちょっとあの意味はわからなかった。

契約して、金が余って、それをまた追加工事を

したのは受注機会を失うことになっているじゃ

ないかと。監査委員が、恐らく、受注機会につ

いて言及したのは初めてだと思うんですよ。と

なると、もうちょっと細かく割ってどんどん受

注機会を各業者にふやせという指摘にもつなが

るのかなと、ちょっと疑問に思って監査委員に

聞こうかと思ったけれども。その辺のちょっと

疑義がありました。

○外山委員 坂元委員が前段におっしゃったこ

とは、僕は今まで経験がないんですけど、いわ

ゆる不認定と決したと。それに対して主査報告

で要望・意見とかいうのは言えるんですか。今

までどうなっていたんでしょうか。

○十屋主査 暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時41分再開

○十屋主査 分科会を再開いたします。

先ほど、坂元委員から言われました、不認定

の議案について要望事項を出すのはいかがなも

のかということがありましたので、分科会とし

てお諮りしたいんですけれども、要望事項を原
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則どおり出さないということで決してよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、そのように報告をさせ

ていただきたいと思います。

そのほかに何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋主査 それでは、以上で分科会を終了い

たします。

午後１時42分閉会


